
 

 

 

 

 

 
 

 

大阪府の男女共同参画の現状と施策 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和２年６月 

 

大 阪 府 

 



すべての人が、性別によって差別されることなく、個人とし

て尊重され、個性と能力を発揮できる「男女共同参画社会」の

実現は、わたしたちみんなの願いです。 

また、今日、少子高齢化の進展等、社会が急速に変化をして

いる中で、これからの大阪が活力に満ちた都市として存在して

いくためにも「男女共同参画社会」の形成に向けた取組が求め

られています。 

 

そこで、大阪府では、男女共同参画社会の実現をめざすため

の指針として不可欠な内容を盛り込み、府民や事業者のみなさ

んの共感を得ながら男女共同参画を進めていくことを基本姿勢

とした「大阪府男女共同参画推進条例」を制定しました。 

また、平成 28年 3月には、男女共同参画社会の形成に向けて

の大阪府の施策の基本的方向とその推進の方策を総合的に定め

た「おおさか男女共同参画プラン（2016-2020）」を策定しまし

た。 

 

本書は、同条例第 10条に基づき、おおさか男女共同参画プラ

ン（2016-2020）に基づく施策の平成 30 年度事業実績及び令和

元年度事業概要を取りまとめ、男女共同参画施策の実施状況に

ついて明らかにするとともに、男女共同参画に関わる各種統計

データをまとめ、大阪府の男女共同参画の推進に係る状況を明

らかにしたものです。 
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大阪府男女共同参画関連施策の実施状況 
            （平成 30年度） 
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Ⅱ おおさか男女共同参画プラン（2016-2020） 施策体系別事業 
令和元年度事業概要・平成 30年度事業実績 

 

 

（１）男性中心型の働き方の見直しとワーク・ライフ・バランスの推進 

事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度 

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

① 働き方の見直しと働き続けやすい職場環境の整備 

ア 経営者・管理職の意識啓発 

ＯＳＡＫＡ女性活躍推進事業 

女性が持てる能力を十分に発揮し、あらゆる分野

で活躍できる社会の実現に向けて、ＯＳＡＫＡ女性

活躍推進会議と連携しながら、企業経営者等の意識

改革に向けた取組のほか、ＯＳＡＫＡ女性活躍推進

会議の運営等を行う。 
4,619 

○ＯＳＡＫＡ女性活躍推進会議の開

催：２回 

○ドーンセンターで 「ＯＳＡＫＡ女性

活躍推進 ドーン de キラリフェステ

ィバル２０１８」を開催（９月） 

○女性活躍推進リーダー養成講座

「OSAKA輝（キラリ）塾」の開催(４回) 

○「ロールモデルに出会える！社会人

女性交流会」の開催（２回） 

○高校・大学等でのライフデザインセ

ミナーの開催(３カ所) 

○若者×社会人の交流会の開催(１回) 

男女参画・府民

協働課 

「男女いきいき」事業者登録・認証・表彰制度 

「女性の能力活用」や「仕事と家庭の両立支援」

など男女ともいきいきと働くことのできる取組を進

める意欲のある事業者を登録・認証・表彰すること

で、先進的な取組を進める事例などに関する情報を

提供するなど、その取組を支援する。 

414 

のうち一

部時業 

〇「男女いきいき・元気宣言」事業者 

登録制度 443社登録 

〇「男女いきいきプラス」事業者 

認証制度 47社認証 

〇第１回「男女いきいき事業社表彰 

大  賞 1社 

優 秀 賞 4社 

（平成30年度末現在） 

男女参画・府民

協働課 

中小企業労働環境向上促進事業 

中小企業の事業主及び人事労務担当者・労働者に、

労働法の基礎的知識を周知・普及と個別課題にかか

る実務ノウハウを提供するセミナーなどを開催し、

労使間のトラブルの未然防止と労働環境の向上の取

り組みを促す。 

1,149 

実施回数26回、1,393人受講 

雇用推進室 

労政課 

労働情報発信ステーション事業 

府内地域で、職場のハラスメントを中心とした労

働相談会を市町村等と連携して実施し、労働相談機

能の向上、労働相談、労働関係法令の周知・啓発を

図る。 

－ 

実施回数19回 

相談108人、労働情報提供10,167件、

労働関係法等セミナー11回開催577人 
雇用推進室 

労政課 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度 

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

（新）ワーク・ライフ・バランス推進啓発事業 

主に中小企業を対象に「働き方改革」の気運醸成

や、新たな法制度の周知を図るため、「ノー残業デ

ー、ワーク・ライフ・バランス推進月間」（11月）

において大阪労働局をはじめとする関係機関と連携

し、街頭啓発活動やイベント等を開催する。 

892 ― 
雇用推進室 

労政課 

各種労働関係啓発冊子の作成・配布、ホームペー

ジでの掲載 

再掲【１－（３）－②－ア】  

（―） 同左 
雇用推進室 

労政課 

イ 官民協働による啓発と働き方の見直し 

「男女いきいき」事業者登録・認証・表彰制度 

再掲【１－（１）－①－ア】  

（414） 

のうち 

一部事業 

同左 
男女参画・府民

協働課 

ＯＳＡＫＡ女性活躍推進事業） 

再掲【１－（１）－①－ア】  
(4,619) 同左 

男女参画・府民

協働課 

労働時間短縮の促進 

労働時間の設定が労働者の健康と生活に配慮した

ものに改善され、ゆとりある豊かな暮らしを実現す

るため、労働時間短縮の普及を行う。 

― 

（リーフレット「働き方改革に向けた

ワーク・ライフ・バランス」8,000部作

成・配布） 

雇用推進室 

労政課 

女性医師等就労環境改善事業 

女性医師等の離職防止や定着を図るため、勤務環

境の改善や復職支援への取組を実施する医療機関に

対し、補助する。 

108,333 

○補助機関：32機関 

○補助実績額：97,237千円 保健医療室 

医療対策課 

男性職員の育児休業取得促進 

職員一人ひとりが、男女ともに育児に参画する重

要性を認識するため、「大阪府特定事業主行動計画」

（教育委員会の場合は、「大阪府教育委員会特定事

業主行動計画」）に基づき、研修等による啓発など

組織的な対策を講ずることにより、男性職員が育児

休業を取得しやすい職場環境づくりを進める。 

- 

○育児休業の取得経験のある男性職員

の育児体験談紹介(採用2年目の職員研

修内) 

○研修の実施 

○休暇取得促進のための「５つの取組

み」を継続 

・子育て職員応援シートの活用 

・男性職員の連続休暇取得モデルパタ

ーンの紹介 

・啓発冊子の配布 等 

人事局 

企画厚生課 

教育総務 

企画課 

育児休業制度、育児短時間勤務制度及び介護休暇

制度 

男女がともに家庭責任を担いつつ、職業生活と家

庭生活の両立を図り得る環境整備を図るため、育児

休業制度、育児短時間勤務制度及び介護休暇制度の

運用を行う。 

― 同左 

人事局 

企画厚生課 

教育総務 

企画課 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度 

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤

務の制限 

小学校就学の始期に達しない子を養育する職員又

は家族の介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務

を制限することにより、引き続き職業生活と家庭生

活の両立を図り得る環境整備を行う。 

― 同左 

人事局 

企画厚生課 

人事委員会 

事務局 

教育総務 

企画課 

妻の出産時における男性職員による子の養育休暇 

職業生活と家庭生活の両立支援のため、妻が出産

する場合において、当該出産に係る子又は小学校就

学の始期に達するまでの子の養育のため勤務しない

ことが相当であると認められる場合、男性職員が特

別休暇を取得できる環境整備を行う。 

― 同左 

人事局 

企画厚生課 

人事委員会 

事務局 

教育総務 

企画課 

子の看護のための休暇 

職業生活と家庭生活の両立のための環境整備の推

進を図るため、中学校就学の始期に達しない子を養

育する職員が当該子の看護のため勤務しないことが

相当であると認められる場合の特別休暇(子の看護

のための休暇)の運用を行う。 

― 同左 

人事局 

企画厚生課 

人事委員会 

事務局 

教育総務 

企画課 

年次休暇の取得促進 

 子育てを職場としてサポートしていく観点から、

年次休暇の取得を促進して、子育てのための時間づ

くりや職員の仕事と生活の調和の実現を推進する。 
― 

○全庁一斉のゆとり週間（5月・8月）

の実施  

○部局独自のゆとり週間（7月もしくは

8月） 

○夏季の連続休暇取得促進通知（6月） 

○ゆとり推進月間（11月）の実施 

人事局 

企画厚生課 

人事委員会 

事務局 

教育総務 

企画課 

女性警察職員の育児休業者が配置されていたポス

トへの後任者配置の実施 

育児休業に伴う欠員による職場の負担を軽減し、

職員が安心して出産、育児に専念できる環境の構築

を図るため、女性警察官が育児休業等を取得する際

に後任配置を推進する。女性一般職員については、

産前休暇を取得する際に常勤職員の後任配置または

賃金職員による代替措置を行い、その後育児休業を

取得する際に常勤職員の後任配置を推進する。 

― 

女性警察官、女性一般職員ともに育
児休業等を取得した際に、可能な限り
後任者を配置した。 

警察本部 

警務部警務課 

ウ 多様な働き方への支援 

各種労働関係啓発冊子の作成・配布、ホームペー

ジでの掲載 

再掲【１－（３）－②－ア】 

(―) 同左 
雇用推進室 

労政課 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度 

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

在宅ワークに関する情報提供 

在宅での就業を希望する就労困難者や障がい者等

の就業支援のため、在宅ワークに関するポータルサ

イトを設置するとともに、ＩＴを活用した情報の収

集・提供及び相談を実施する。 

2,321 

○電話相談    3,122件 

○ポータルサイトアクセス件数 

        537,428件 
雇用推進室 

労政課 

国の税制等に関する情報収集 

 商工業等の自営業における家族従事者の実態を踏

まえ、女性が家族従事者として果たしている役割が

適切に評価されるよう、国の税制等の各種制度に関

する情報収集に努める。 

― 同左 
男女参画・府民

協働課 

女性・若者働き方改革推進事業 

 女性の職種志向の拡大・転換を図るとともに、「製

造」「運輸」「建設」業界を中心とした人材確保に課

題を抱える業界団体等と連携し、職場環境の整備に

よる「働き方改革」の推進と、イメージアップを図

る情報発信に取り組む。また、企業が求める人材の

層を厚くするため、女性や若者を発掘して総合就業

支援拠点 OSAKA しごとフィールドに誘導するととも

に、企業の採用力強化も支援する。平成30年度で事

業終了。 

― 

〇「製造」「運輸」「建設」業界への 

職種志向転換者数 535名 

雇用推進室 

労政課 

雇用推進室 

就業促進課 

雇用推進室 

人材育成課 

新たな人材育成プログラム開発事業（しごと力開

発事業） 

（29年度は OSAKAしごとフィールド運営事業の中

で実施） 

⇒28 年度に開発した人材育成プログラムを用い

て、働き、働き続けるために必要な力（しごと力）

を養成し、女性の再就職や離職防止等、更なる女性

の活躍につなげる。 

  

○求職者向けセミナー のべ84名 
〇在職者向けセミナー のべ62名 

雇用推進室 

就業促進課 

② 仕事と子育てとの両立 

ア 子育てと仕事が両立できるよう保育所等の環境整備の促進 

保育所等整備事業 

子ども総合計画に基づき、待機児童解消のため、

保育所等を整備する市町村を支援する。 
9,152,159 

9市町で創設7か所、増改築3か所、増

築1か所整備（大阪市、堺市、高槻市、

東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市を除

く） 

子ども室 

子育て支援課 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度 

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

多様な保育サービスの推進 

保育ニーズに応じた多様な保育サービスを推進す

る市町村に対し助成する。 

○延長保育事業 

延長保育需要に対応するため、保育所等において、

通常の開所時間を超えた保育を実施する。 

○病児保育事業 

病院等に付設された専用スペース又は地域の児童

を対象に保育所等に付設された専用スペースにお

いて病気の児童又は病気回復期の児童の一時保育

を実施する。また、保育所等に通う児童が急に体

調不良になった場合に、看護師等が緊急に対応で

きる体制を確保する。 

 

 

 

336,196 

 

 

778,887 

 

 

 

○1201か所で実施 

 

 

〇489か所で実施 
子ども室 

子育て支援課 

キンダーカウンセラー事業 

私立幼稚園及び幼保連携型認定こども園が、幼稚

園と家庭・地域との連携を図りながら、子育て支援

の役割を果たすため、地域の保護者等を対象に実施

する子育て相談事業に対し助成する。 

40,500 127園で実施 私学課 

国家戦略特別区域限定保育士試験 

平成27年通常国会で成立した「国家戦略特別区域

法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律」

により、保育士登録後３年間は当該自治体内のみで

保育士として働くことができ、４年目以降は全国で

働くことができる 「地域限定保育士(正式名称：国

家戦略特別区域限定保育士)」となるための試験制度

が創設。  

この試験は、 前期（4月～7月）、後期（10月～

12月）に全国で行われる試験に加えて、後期試験に

おいて通常試験と同時に実技試験に代えて保育実技

講習会による試験として実施するもの。 

12,203 

国家戦略特別区域限定保育士試験 

平成30年度 合格者：226名 

（受験申請者1,195名） 

子ども室 

子育て支援課 

放課後児童クラブへの助成事業 

昼間家庭に保護者がいない小学校に就学している

児童に対し、遊びを主とした健全育成活動を行う放

課後児童クラブを設置・運営する市町村に対して助

成する。 

2,576,228 1,675支援の単位で実施 
子ども室 

子育て支援課 

放課後児童クラブ整備事業 

市町村等が放課後児童健全育成事業を実施するた

めに、放課後児童クラブを新たに設置する場合や学

校の余裕教室の改修・備品の更新等を行う場合に助

成を行い、放課後児童クラブの整備等を図る。 

235,882 208か所整備 
子ども室 

子育て支援課 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度 

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

病院内保育所運営費補助事業 

病院における医療従事者の確保・定着を図るため、

医療従事者の乳児･幼児を預かる病院内保育施設の

設置者に対し、保育士等の人件費を補助する。 

（公立、公的病院については近隣医療従事者の児童

の受入体制を整備している場合に24時間保育等の加

算額のみ交付） 

418,084 

補助対象施設数：102か所 

保健医療室 

医療対策課 

企業主導型保育事業推進事業 

女性が働きやすい環境整備と待機児童の早期解消

を実現するため、企業主導型保育事業を活用した事

業所内保育施設の設置を後押しする取り組みを福祉

部と連携して実施。 

（H28事業所内保育施設総合プロデュース事業から 

事業名変更） 

29,595 

総相談件数：3,215件 

相談支援を行った施設数：（H30 助成決

定待ち） 
子ども室 

子育て支援課 

雇用推進室 

就業促進課 

イ 地域における子育て支援策の充実 

子ども家庭センターの運営 

再掲【２－（３）－③－ウ】 
(312,632） 同左 

子ども室 

家庭支援課 

福祉サービスに関する苦情解決事業 

再掲【２－（３）－④－ア】→Ｐ62参照 
(11,470) 同左 

地域福祉推進

室地域福祉課 

大阪府要保護児童対策調整機関の調整担当者研修

事業兼大阪府市町村児童家庭相談担当者スキルアッ

プ研修事業 

再掲【２－（３）－③－ウ】 

（1,703） 同左 
子ども室 

家庭支援課 

こころの健康総合センターの運営 

再掲【１－（１）－④】 
（37,332） 同左 

保健医療室 

地域保健課 

教育相談 

児童生徒、保護者、教職員等からの教育に関する

多様な相談に、電話・電子メール及び面談により対

応する。 

○専用電話相談の実施 

○24時間相談窓口の実施 

○教職員の悩みの相談の実施 

○対面相談の実施 

○集中電話相談の実施 

○インターネットによるメール相談の実施 

24,105 

○総相談件数：5,829件 

・電話相談  ：2,350件 

・来所相談  ：  649件 

・Ｅメール相談：1,220件 

・ＬＩＮＥ相談  ：1,610件 
教育センター 

少年相談活動の推進 

子育ての悩み、子どもの非行問題等について、保

護者等へのきめ細かな助言・指導等を行う。 

3,142 

○ 平成30年中の保護者等相談件数 

1,844件 
警察本部生活

安全部少年課 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度 

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

保護者等支援教室の実施 

保護者、学校関係者、地域住民等に対し、少年の

非行や犯罪被害の現状等の様々な情報を発信し、家

庭や地域社会における非行防止機能の向上を促進す

る。 

― 

○ 平成30年度の保護者等支援教室の

実施 

120回 7,478人 
警察本部生活

安全部少年課 

地域福祉・子育て支援交付金事業 

平成30年度より、本交付金の子育て支援分野を「新

子育て支援交付金」へ移行。 
― 同左 

地域福祉推進室

地域福祉課 

子ども室 

子育て支援課 

高齢介護室 

介護支援課 

キンダーカウンセラー事業 

【再掲１－（１）－②－ア】 
(40,500) 同左 私学課 

教育コミュニティづくり推進事業 

【再掲３－（３）―①－ア】 
(62,744) 同左 

地域教育 

振興課 

ファミリー・サポート・センター事業の実施 

地域において育児の援助を行いたい者と育児の援

助を受けたい者からなる会員組織を設立し、会員相

互で地域において育児に関する相互援助活動を行う

事業。(実施主体：市町村) 

62,846 

31市町で実施 

（大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、

豊中市、八尾市及び枚方市を除く） 
子ども室 

子育て支援課 

地域子育て支援拠点事業の実施 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を

開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言

等を行う事業。(実施主体：市町村) 

985,864 

180か所 

（大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、

豊中市、八尾市及び枚方市を除く） 

子ども室 

子育て支援課 

子育て短期支援事業の実施 

保護者の疾病、その他の理由により家庭において

児童を養育することが一時的に困難になった場合等

に、児童養護施設等において、一定期間、養育・保

護を行う事業(ショートステイ・トワイライトステイ

事業)。(実施主体：市町村) 

8,477 

○ショートステイ 

34市町村で実施 

〇トワイライト 

30市町村で実施 

（大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、

豊中市、八尾市及び枚方市を除く） 

子ども室 

子育て支援課 

大型児童館ビッグバン運営事業 

児童健全育成の拠点施設として整備した｢大阪府

立大型児童館ビッグバン｣の運営を行う。(指定管理

者である一般財団法人大阪府地域福祉推進財団に委

託) 

17,374 

入館者：247,279人 

(内訳) 

 大人（高校生以上）   92,409人 

 中学生         1,795人 

 小学生         74,560人 

幼児（3歳以上）    63,118人 

介護者・引率者      11,096人 

子ども室 

子育て支援課 

公園の整備 

子どもの遊びや運動の場となる公園等の整備、自

然に親しむイベント等の実施などに取り組む。 

― 

服部緑地等において遊具の改修を行

った。 
都市計画室 

公園課 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度 

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

広域連携・官民連携による子育て応援事業（「関西

子育て世帯応援事業（まいど子でもカード）」） 

子育て世帯を社会全体で応援する機運を醸成する

ために、企業等の協賛により、シンボルマークのつ

いた携帯電話画面や会員証（カード）など店舗で提

示することで、割引･特典などのサービスが受けられ

る「まいど子でもカード」（平成19年10月開始）を

展開する。 

8,634 

○登録件数 

子育て世帯：198,822人 

店舗：11,633店舗 

（※平成31年3月31日時点累計） 子ども室 

子育て支援課 

 新子育て支援交付金 

子育て支援施策の向上に資することを目的に、市町

村が地域の実情に沿って取り組む事業に対し、当該

交付金を交付する。 

3,048,012 

平成30年度交付確定額 

3,009,020千円 子ども室 

子育て支援課 

③ 職後の再就職・起業等の支援 

ア 結婚・出産・子育てのための退職後の再就職の支援 

 職業能力開発の促進 

職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得する

ことができるよう、府立高等職業技術専門校等で職

業訓練を実施する。また、夕陽丘高等職業技術専門

校において「ひとり親家庭の親・優先枠（1科5人・

年10人）を設ける。 

※平成29年度末に母子家庭の母対象の訓練を廃科

し、委託訓練化した。 

※求職者向け訓練予算は女性に特化できないので、

記載はテクノ講座のみ 

 

新しい知識やより高度な技能及び資格の取得等を容

易にするために実施する在職者向けの「テクノ講座」

(府内５か所の高等職業技術専門校等で実施)のうち

女性の就業者が比較的少ない職種に関連する講座に

女性優先枠を設ける。 

14,543 

〇在職者向けのテクノ講座 

優先枠定員41人(コース数36コース) 

(参考)テクノ講座における女性の受講

者数158人 

雇用推進室 

人材育成課 

在宅ワークに関する情報提供 

再掲【１－（１）－①－ウ】 
(2,321) 同左 

雇用推進室 

労政課 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度 

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

ＯＳＡＫＡしごとフィールド運営事業 

ＯＳＡＫＡしごとフィールドにおいて、結婚・出

産等を機に退職し育児によるブランクを経て仕事へ

の復帰をめざす女性等に対して、就職・保育所探し

に関する相談コーナーの運営や、民間保育所と連携

した就職活動中の一時保育サービスを提供し、女性

の育児と仕事の両立へ向けた就職活動を支援する。 

（※予算はＯＳＡＫＡしごとフィールド運営事業

費全体の額を記載） 

 

117,615 

○働くママ応援コーナーを利用した方

の就職者数 286 人 

雇用推進室 

就業促進課 

女性有資格者等復帰訓練事業（Ｌフェニックス拡

充訓練） 

平成２９年度で事業終了 

― ― 
雇用推進室 

就業促進課 

大阪府保育士・保育所支援センター事業 

保育所等で就労していない保育士（いわゆる潜在

保育士）に対し、現場復帰に必要となる研修や職場

体験を行い、再就職等への支援を行う。 12,544 

○保育士・保育所支援センター 

登録者数（３月末時点） 2,147人 

就職人数 189人 

セミナー 府内4か所で開催 

参加者 100人 

保育所等職場体験実施 

 参加者 52名 

子ども室 

子育て支援課 

ドーンセンター情報ライブラリーにおける女性就

労支援コーナーの運営 

 再就職を希望する女性を対象に、就職や再就職活

動を円滑にスタートさせることを応援するため、大

阪府立男女共同参画・青少年センターの情報ライブ

ラリー内に「女性就労支援コーナー」を設置し、運

営する。 

8,720 

のうち一部事

業 

同左 
男女参画・府民

協働課 

イ 女性起業家等への支援 

 創業支援事業（大阪起業家グロースアップ） 

ビジネスプランコンテスト等を通じた有望創業者の

発掘、補助金の支給、ビジネスプランから成長過程

までの一貫したハンズオン支援を組み合わせること

により、創業者の着実な成長を支援する。 

24,688 

ビジネスプランコンテスト 

・書類審査通過者22者 

・受賞者8者 

中小企業 

支援室 

商業・サービス

産業課 

中小企業向け開業サポート資金 

創業に関する具体的な計画を有し、新たに事業を

営むために必要な準備を行っている方、または業歴

の浅い方向けの融資制度。 

2,117,000 

(預託額の

予算額) 

融資実績161件 873,700千円 

預託額    1,135,500千円 中小企業 

支援室金融課 

ドーンセンター情報ライブラリーにおける女性就

労支援コーナーの運営 

再掲【１－（１）－③－ア】 

 

(8,720) 

のうち一部事

業 

同左 
男女参画・府民

協働課 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度 

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

④働く男女の健康管理対策の推進 

職場のメンタルヘルス推進担当者養成事業 

地域自殺対策強化交付金を活用して、中小企業等に

おいて職場のメンタルヘルス対策を推進する人材

（メンタルヘルス推進担当者）の養成をする研修会

を開催する 

 

 

 

1,352 

実施回数２回、316人受講 

雇用推進室 

労政課 

メンタルヘルス専門相談 

職場において心の健康に不安を感じている労働

者、従業員の心の健康問題に関わる中小企業の人事

労務担当者及び使用者の方に、職場のメンタルヘル

スに関する専門的な知識経験を有する相談員が相談

に応じる。地域自殺対策強化交付金を活用。 

 

 

1,428 

相談人数36人 

雇用推進室 

労政課 

労働時間短縮の促進 

再掲【１－（１）－①－イ】 

 

 

（―） 同左 
雇用推進室 

労政課 

各種労働関係啓発冊子の作成・配布、ホームペー

ジでの掲載 

再掲【１－（３）－②－ア】 

 

 

 

（―） 同左 
雇用推進室 

労政課 

地域勤労者健康管理事業（勤労者健康管理セミナ

ー） 

地域産業保健センター等と連携を図り、中小企業

の労働者の健康管理に関する普及啓発を行う。 

 

 

 

 

（－） 

実施回数2回、191人受講 

雇用推進室 

労政課 

自殺防止対策事業 

自殺対策基本法に基づき、大きな社会問題となっ

ている自殺を防止し、社会の健全な発展を図るため、

自殺防止に向けた対策を協議・検討する。 

 

 

577 

○大阪府自殺対策審議会の運営（3/5） 

○庁内自殺対策推進会議の運営（6/28） 

保健医療室 

地域保健課 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度 

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

自殺対策強化事業 

○自殺対策基本法に基づき、大きな社会問題となっ

ている自殺を防止し、社会の健全な発展を図るた

め、自殺防止に向けた対策を協議・検討する。 

 

○国の「地域自殺対策強化交付金」を活用し、地域

における自殺対策力を強化するため、自殺対策推進

センターを運営し、相談体制の整備や人材養成、普

及啓発等を実施する。 

59,659 

○ポスターの掲示、府政だより掲載、 

市町村広報紙掲載依頼等実施 

（自殺予防週間［9月10日～16日］、 

自殺対策強化月間［3月］） 

○自殺対策推進センター運営事業 

・自殺対策に関する情報の提供 

・自殺対策に関する調査、分析等 

・連絡調整会議の開催 

・自殺対策研修の開催 

・自死遺族相談の実施 

・こころの健康相談統一ダイヤル 

・保健所、市町村、関係機関等への技

術 

支援 

○大阪府自殺未遂者支援センター事業 

○大阪府妊産婦こころの相談センター

事業 

○市町村自殺対策強化事業 

（市町村補助）  36団体 

○自殺対策民間団体支援事業 

（民間団体補助）  5団体 

保健医療室 

地域保健課 

こころの健康相談事業 

保健所において精神科医師（嘱託医）、ケースワ

ーカー、保健師等による本人・家族・地域関係者等

に対する総合的な精神保健福祉相談、訪問指導を実

施する。 

29,365 

〇相談件数    30,409件 

〇訪問指導件数  3,226件 
保健医療室 

地域保健課 

こころの健康総合センターの運営 

府民のこころの健康の保持増進を目的に、こころ

の健康づくりに関する情報提供や調査研究、相談を

行う。また、保健所を中心とした地域における精神

保健福祉活動の支援を行う。 

37,332 

相談件数：9,548件 

専門相談 

 電話517件、面接645件 

電話相談 

 こころ2,464件、わかぼち636件 

 ＬＩＮＥ240件、統一ダイヤル5,046

件 

保健医療室 

地域保健課 

男性のための電話相談事業 

夫婦、パートナー、親子関係、生き方、職場の人

間関係のことなど男性からの相談に対して、専門の

男性相談員が電話による相談に応じる。 

18,990の

一部 

○男性のための電話相談 

相談件数：227件 男女参画・府民

協働課 

 

 

 

 



 
１ あらゆる分野における女性の活躍 

- 21 - 
 

（2）政策・方針決定過程への女性の参画促進 

事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度 

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

①政策・方針決定過程への女性の参画促進 

  ア 審議会等委員等への女性の参画の促進 

審議会等への女性の登用の促進 

平成32年度末までに、審議会等における女性委

員の登用割合を４割以上６割未満（男女いずれか一

方の委員が４割未満とならない状態）とするため

に、引き続き登用の促進を図る。 

― 

審議会等における女性委員の登用状況  

32.9％ 

(平成31年4月1日現在) 

※法令又は条例を根拠に設置されてい

る審議会等で、それぞれの審議会等にお

いて法令等により職務の要件が指定さ

れ、選任にあたり、知事に選択の余地が

ない委員等(職務指定委員)を除外して

算出。 

委員の任期が、２年未満又は「一定期間

内で知事の定める期間」とされている場

合において当該期間が２年未満の審議

会等は、登用率算定の対象から除外す

る。 

男女参画・府

民協働課等 

全部局 

人事局人事課 

行政委員会委員への女性の登用の促進 

府の行政委員会への女性の登用に努める。 ― 

府行政委員会における女性の登用状況   

17.3％ 

(平成31年4月１日現在) 

人事局人事課 

委員選任のあり方の検討 

女性委員の登用を含め、幅広く人材を求めるとい

う観点から、審議会等の委員選任のありかたについ

て検討を行う。 

― 同左 

男女参画・府

民協働課等 

全部局 

ドーンセンター情報ライブラリーの運営 

 再掲【３－（２）－⑥】 

(8,720) 

のうち一部

事業 

同左 
男女参画・府

民協働課 

市町村における政策決定への女性参画状況調査

等 

市町村における審議会委員等への女性登用促進

のための資料整備の一環として、市町村における政

策決定への女性参画状況調査を行うとともに、女性

の登用が促進されるよう、指導、助言を行う。 

― 

政策決定への女性の参画状況 

市     町村 

議 会：   20.8％  24.8％ 

行政委員会：17.4％  16.4％ 

附属機関：  30.7％  24.0％ 

(平成31年４月１日現在) 

男女参画・府

民協働課 

  イ 大阪府職員・教員等における女性の登用の促進 

女性職員の登用促進 

大阪府（知事部局等）における女性職員を対象と

した研修の実施などによる意欲向上や育児休業か

らの復帰支援、多様な職務従事機会の付与及びキャ

リア形成に取り組む。 

― 同左 
人事局人事課

等全部局 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度 

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

女性教員の登用促進 

人材の計画的育成に努め、女性教員の管理職への

登用について目標を定めて計画的に進める。 

― 

平成31年4月1日に新たに校長・教頭

へ登用された女性の人数 

○校長 

・小学校      33 人 

・中学校    10 人 

・府立学校    5 人 

○教頭 

・小学校    29 人 

・中学校     8 人 

・府立学校     7 人 

(小・中学校は大阪市、堺市、豊能地区

を除く) 

※小学校には義務教育学校の前期課程

を、中学校には義務教育学校の後期課程

をそれぞれ含む。 

教職員室 

教職員人事課 

女性警察官の採用・登用の拡大 

大阪府警察女性活躍・次世代育成支援対策行動計

画において、平成３０年度に警察官の定員に占める

女性警察官の割合を１０％にし、以後、１０％以上

を維持することを目標として掲げ、女性警察官の採

用・登用の拡大に努める。 

 

― 

 

○警察官定員に占める女性警察官の 

割合 

10.4％（育児休業者含む） 

（平成31年4月１日現在） 

警察本部 

警務部警務課 

採用・登用状況の公表 

府女性職員・教員の採用、管理職等への登用状

況を定期的に公表する。 

 

 

 

― 同左 

人事局人事課 

教職員室 

教職員人事課 

人事委員会 

事務局 

  ウ 企業等における女性の登用の促進 

各種労働関係啓発冊子の作成・配布、ホームペ

ージでの掲載 

再掲【１－（３）－②－ア】 

(―) 同左 
雇用推進室 

労政課 

ＯＳＡＫＡ女性活躍推進事業） 

再掲【１－（１）－①－ア】 
(4,619) 同左 

男女参画・府

民協働課 

職業能力開発の促進 

再掲【１－（１）－③－ア】 
(14,543) 同左 

雇用推進室 

人材育成課 

人材育成・啓発講座事業 

   再掲【３－（２）－①】 

（5,059） 

のうち 

一部事業 

同左 
男女参画・府

民協働課 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度 

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

「男女いきいき」事業者登録・認証・表彰制度 

再掲【１－（１）－①－ア】→Ｐ10参照  

(414) 

のうち 

一部事業 

同左 
男女参画・府

民協働課 

市町村における地域就労支援事業の実施 

再掲【２－（３）－①】 
(272) 同左 

雇用推進室 

就業促進課 

  エ 医療分野における女性の参画の拡大 

医療機関や医療関係団体への働きかけ 

医療現場に多様な視点を導入するため、医療機

関や医療関係団体等に対し意思決定過程の場への

女性医療関係者の積極的な登用を働きかける。 

― 同左 
男女参画・府

民協働課 

  オ 地域で活動する組織等への女性の参画の促進 

ＰＴＡ指導者研修 

ＰＴＡ指導者に対して男女共同参画の観点を取

り入れた研修（地区別ＰＴＡ指導者セミナー）を行

い、ＰＴＡ活動における男女共同参画をさらに促進

する。 

429 

(一部) 

 

○開催回数：６回 

参加者数：198人 

市町村教育室

地域教育 

振興課 

ＰＴＡ指導者への資料等の提供 

ＰＴＡ指導者を主な対象として、男女共同参画

の観点はもとより、広く人権啓発を図った資料等

を作成しＨＰに掲載する。 

― 平成22年９月～ホームページ掲載 

市町村教育室

地域教育 

振興課 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度 

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

まちづくりにおける方針決定の場への女性の参

画促進 

審議会等への女性委員の登用を行うなど、まちづ

くりにおける方針決定の場への女性の参画を促進

する。 

○都市計画審議会 

○住宅まちづくり審議会 

○景観審議会 

○開発審査会 

○建築審査会 

○福祉のまちづくり審議会 

○まちづくり促進事業財産評価審査会 

― 

○大阪府都市計画審議会 

委員数１１名 

（うち女性委員4名） 

（ただし、職務指定（19名）を除く） 

   登用割合 36.4％ 

○住宅まちづくり審議会 

委員数20名 

（うち女性委員5名） 

登用率25.0％ 

○景観審議会 委員数11名 

（うち女性委員5名） 

（ただし、職務指定（11名）を除く） 

○開発審査会 委員数7名 

（うち女性委員3名） 

   登用割合 42.9％ 

○建築審査会 委員数7名 

（うち女性委員4名） 

登用割合 57.1％ 

○福祉のまちづくり審議会（H24.11.1

設置） 

委員数4名（うち女性委員2名） 

（ただし、職務指定（25名）を除く） 

登用割合50.0％ 

（※H30.12.26第7回審議会開催時点）） 

○まちづくり促進事業財産評価審査会 

  委員数3名    （うち女性委員1名） 

    登用割合33.3% 

 

 

 

都市計画室 

計画推進課 

 

住宅 

まちづくり 

総務課 

 

建築指導室 

建築企画課 

 

タウン推進局

管理課 

女性農業者の起業支援（協同農業普及事業の一

部として実施） 

女性が農業経営と地域農業に主体的に参画して

いくことの出来る農村社会の形成を図るため、女

性農業者の起業活動等を支援する。 

― 

○男女共同参画社会の実現と地域農山

漁村の活性化を目的とした情報交換会

への参画支援(1回、８名) 

○近畿農政局が主催する農村における

男女共同参画の実現に向けた取り組み

に関する表彰事業への事例推薦(1事例) 

○農産加工・販売技術に関する講座の開

催等(計１回、12名) 

○企業と連携した女性農業者のＰＲを

目的としたイベント、セミナー等の取り

組み(計２回、17名) 

 

 

農政室推進課 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度 

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

②理工系分野等の女性人材の育成 

ドーンセンター情報ライブラリーの運営 

   再掲【３－（２）－⑥】  

(8,720) 

のうち一部

事業 

同左 
男女参画・府

民協働課 

ＯＳＡＫＡ女性活躍推進事業 

   再掲【１－（１）－①－ア】 
(4,619) 同左 

男女参画・府

民協働課 

キャリア教育の推進 

府立学校に対して、「働く若者のハンドブック」

「採用と人権」を配布するとともに、その趣旨の周

知をはかる。 

― 

府立学校に対して、「働く若者のハンド

ブック」「採用と人権」を配布し、その

趣旨の周知徹底を図った。 

教育振興室 

高等学校課 

 

（3）女性の活躍推進 

事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度 

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

①女性活躍推進法に基づく取組の実施 

  ア 「推進計画」の策定 

都道府県推進計画の策定とその推進 

 「おおさか男女共同参画プラン（2016－2020）」

と一体的に策定した、女性活躍推進法第６条に基づ

く都道府県推進計画について、取組を推進する。 

― 

○「ＯＳＡＫＡ女性活躍推進会議」を開

催（2回） 

○9月を「ＯＳＡＫＡ女性活躍推進月間」

として定め、「ＯＳＡＫＡ女性活躍推

進ドーン de キラリフェスティバル

2018」を開催 

○「男女いきいき・元気宣言」事業者制

度のＰＲを実施（平成 29 年度末登録

事業者数：420 社）、「男女いきいきプ

ラス｣認証制度をスタート（平成29年

度末認証事業者数：40社） 

男女参画・府

民協働課 

市町村推進計画の策定支援 

府内市町村に対し、女性活躍推進法第６条に基づ

く「市町村における女性の職業生活における活躍の

推進に関する市町村計画」の策定を働きかけるとと

もにその策定を支援する。 

― 

○女性活躍推進法に基づく市町村推進

計画の策定状況 

（H29年度末：28市町村 

⇒H30年度末：31市町村） 

男女参画・府

民協働課 

  イ 「特定事業主行動計画」の策定と推進 

「大阪府における女性職員の活躍の推進に関す

る特定事業主行動計画」に基づく取組の推進 

「大阪府における女性職員の活躍の推進に関す

る特定事業主行動計画」に基づき、採用、継続就業

及び仕事とプライベートの両立支援、働き方改革、

女性登用に関する取組を進める。 

― 

・採用について、平成 31年度当初の女

性の採用割合は、全職種で49.4％と約半

数。 

・女性登用について、平成 31年度当初

の課長級以上、主査級以上の職員に占め

る女性割合は、それぞれ9.1％、23.3％ 

人事局 

人事課等 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度 

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

「公立学校における特定事業主行動計画」に基

づく取組の推進 

「公立学校における特定事業主行動計画」に基づ

き、採用、継続就業及び仕事とプライベートの両立

支援、働き方改革、女性登用に関する取組を進める。 

 

― 同左 

教職員室 

教職員人事課 

教職員企画課 

「大阪府警察女性活躍・次世代育成支援対策行

動計画」に基づく取組の推進 

 「大阪府警察女性活躍・次世代育成支援対策行動

計画」に基づき、女性警察官の採用・登用拡大、勤

務環境の整備、次世代育成支援対策、ハラスメント

防止対策に関する取組を進める。 

 

― 

行動計画に基づき、女性警察官の職域の

拡大、勤務環境の整備、ハラスメント防

止対策にかかる各種取組を推進した。 

本年度、数値目標の１つ（女性警察官の

割合）を達成した。 

警察本部 

警務部警務課 

  ウ 「一般事業主行動計画」の策定・実施の促進 

「一般事業主行動計画」の策定・実施の促進 

 一般事業主行動計画の策定について、国機関とも

連携しながら、労働者数３００人以下の企業を対象

に、一般事業主行動計画の策定を呼びかける。 

 

― 同左 

男女参画・府

民協働課 

雇用推進室 

労政課 

雇用推進室 

就業促進課 

  エ その他 

公共調達検討 

 公共調達における公正性、経済性及び品質の確保

に配慮しつつ、国で検討されている総合評価落札方

式等の取組状況を踏まえ、国の施策に準じて、認定

一般事業主等の受注機会の増大に必要な施策の実

施について検討する。 

― 

○「男女いきいき・元気宣言」事業者登

録制度に加え、新たに｢男女いきいき

プラス｣認証制度、｢男女いきいき｣表

彰制度をスタートさせた。 

○登録、認証、表彰制度を運用する中で、

公共調達制度についても検討を重ね

た。 

男女参画・府

民協働課 

ＯＳＡＫＡしごとフィールド女性活躍推進事業 

女性の職業生活における活躍を推進するため、必

要な人に必要な情報を届けるためのワンストップ

相談機能を構築する。 

117,615 

 

〇合同説明会の実施 2回 雇用推進室 

就業促進課 

若年女性経済的自立支援事業 

（29 年度はよりＯＳＡＫＡしごとフィールド運

営委託業務の中で実施。） 

⇒具体的な就職活動をしていない若年女性に対し

て、就業支援の場へ誘導し、セミナー等を実施する

ことで就業意欲を喚起し、就業に結びつけ、経済的 

（※予算はＯＳＡＫＡしごとフィールド運営事業

費全体の額を記載） 

117,615 

〇就職決定者数  

7,103名 ※再掲（OSAKAしごとフィー

ルド就職者数） 

〇セミナー実施 9回 雇用推進室 

就業促進課 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度 

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

ＯＳＡＫＡ女性活躍推進事業 

   再掲【１－（１）－①－ア】 
(4,619)  同左 

男女参画・府

民協働課 

②男女雇用機会均等の更なる推進 

  ア 普及啓発等 

男女労働者の均等な機会と待遇の確保のための

教育 

府立学校に対して「働く若者のハンドブック」（商
工労働部作成）を配布しその趣旨の周知をはかる。 

― 

府立学校に対して「働く若者のハンドブ

ック」を配布しその趣旨の周知を図っ

た。 

教育振興室 

高等学校課 

｢小・中学校及び府立学校における男女平等教育

指導事例集｣の活用 

｢小・中学校及び府立学校における男女平等教育

指導事例集｣を、男女平等教育の基本方向として活

用するとともにその状況の把握に努め、男女平等教

育の一層の充実を図る。また、教科面だけでなく学

校の日常生活における固定的な性別役割分担意識

の解消をめざす。 

― 

○「小・中学校及び府立学校における男

女平等教育指導事例集」の活用 

 

教育振興室 

高等学校課 

教育振興室 

支援教育課 

市町村教育室

小中学校課 

市町村教育委員会に対する指導・助言事項の徹

底 

「市町村教育委員会に対する指導・助言事項」に

基づき、「人権教育基本方針」「人権教育推進プラ

ン」を踏まえるとともに、「小・中学校及び府立学

校における男女平等教育指導事例集」を活用し、男

女平等教育をはじめとする様々な課題に即した人

権教育に総合的に取り組むよう、市町村教育委員会

人権教育担当指導主事連絡会及び男女平等教育に

関する市町村ヒアリング等を通じて市町村教育委

員会に指導・助言する。 

｢教職員による児童・生徒に対するセクシュア

ル・ハラスメント防止のために｣｢職場におけるセク

シュアル・ハラスメントの防止及び対応に関する指

針｣「児童生徒及び職員定期健康診断の実施におけ

るセクシュアル・ハラスメント等の防止について」

「職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハ

ラスメントの防止及び対応に関する指針」に基づ

き、セクシュアル・ハラスメント、妊娠・出産・育

児休業等に関するハラスメントについての理解を

深め、その発生を防止するよう環境整備及び教職員

研修の充実を市町村教育委員会に指導・助言する。 

4,088 

○｢教職員による児童・生徒に対するセ

クシュアル・ハラスメント防止のため

に｣の活用 

市町村教育室

小中学校課 

教職員室 

教職員人事課 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度 

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

府立学校に対する指示事項の徹底 

｢府立学校に対する指示事項｣に基づき、｢人権教

育基本方針｣｢人権教育推進プラン｣を踏まえるとと

もに、「小・中学校及び府立学校における男女平等

教育指導事例集」を活用し、男女平等教育をはじめ

とする様々な課題に即した人権教育を推進する。 

｢教職員による児童・生徒に対するセクシュア

ル・ハラスメント防止のために｣｢職場におけるセク

シュアル・ハラスメントの防止及び対応に関する指

針｣「児童生徒及び職員定期健康診断の実施におけ

るセクシュアル・ハラスメント等の防止について」

「職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハ

ラスメントの防止及び対応に関する指針」に基づ

き、セクシュアル・ハラスメント、妊娠・出産・育

児休業等に関するハラスメントについての理解を

深め、その発生を防止するよう、環境を整え、教職

員研修及び児童・生徒への教育の充実に努める。 

 

― 

｢人権教育基本方針｣｢人権教育推進プラ

ン｣を踏まえるとともに、「小・中学校及

び府立学校における男女平等教育指導

事例集」等を活用し、男女平等教育をは

じめとする様々な課題に即した人権教

育の推進を図った。 

｢職場におけるセクシュアル・ハラスメ

ントの防止及び対応に関する指針｣等に

基づき、セクシュアル・ハラスメント、

妊娠・出産・育児休業等に関するハラス

メントについての理解を深め、その発生

を防止するよう、環境を整え、教職員研

修及び児童・生徒への教育の充実に努め

た。 

教育振興室 

高等学校課 

教育振興室 

支援教育課 

教育振興室 

保健体育課 

教職員室 

教職員人事課 

教職員室 

福利課 

「男女いきいき」事業者登録・認証・表彰制度 

 再掲【１－（２）－①－ウ】  

 

(414) 

のうち 

一部事業 

同左 
男女参画・府

民協働課 

各種労働関係啓発冊子の作成・配布、ホームペ

ージでの掲載 

「労働契約」、「解雇」、「雇止め」、「退職」、

「未払賃金」等の基本的知識や問題が起こった際の

対処方法、女性が働くうえで必要な労働に関する基

礎知識等についての啓発冊子を作成・配布。 

 

― 

○「働く人、雇う人のためのハンドブッ

ク」：5,000部 

○「働く若者のハンドブック」：28,000

部 

○「働くルールＢＯＯＫ」：120,000部 

○「労働契約・解雇・雇止め・退職・未

払賃金トラブル防止Ｑ＆Ａ」：1,300部 

雇用推進室 

労政課 

労働相談の実施 

府民が抱える労働条件やセクシュアルハラスメ

ント等に係る疑問、悩みに対し、電話と面談により

情報提供やアドバイス等を行う。 

 

― 

相談件数：11,163件 

(うち、女性 5,500件) 

 

雇用推進室 

労政課 

労働法・労働問題「きまえ研修」講師派遣 

再掲【２－（２）－②－オ】 

 

(―) 同左 
雇用推進室 

労政課 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度 

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

女性キャリア継続応援事業 

女性が職場に定着し、安心して働き続けていくた

めの、女性にかかわる労働関係法をわかりやすく解

説したルールブックの配布及び、職場における育

児・介護休業等への理解促進を進め女性の離職を防

止するセミナーなどを通じた啓発により、女性の職

場定着を支援する。 

 

860 

○「女性のための働くルールＢＯＯ

Ｋ」：90,000部 

○セミナー 実施回数１回、79人受講 

雇用推進室 

労政課 

労働関係調査の実施 

府内における労働時間・休日休暇制度等の労働条

件を調査することにより、労働者の就業環境の実態

把握に努める。  対象：府内の事業所 

 

－ 

調査票発送数 6,000事業所 

（うち回収2,107事業所） 

○調査結果報告書作成・配布 
雇用推進室 

労政課 

  イ セクシュアルハラスメント・マタニティハラスメントの防止 

セクシュアル・ハラスメント防止の啓発 

再掲【２－（２）－②－オ】 

 

(―) 同左 
雇用推進室 

労政課 

人材育成・啓発講座事業 

   再掲【３－（２）－①】 

 

(5,059) 同左 
男女参画・府

民協働課 

特別労働相談会＆セミナーの実施 

再掲【２－（２）－②－オ】 

 

(―) 同左 
雇用推進室 

労政課 

個別労使紛争解決支援制度の実施 

労働条件やセクシュアルハラスメント等の個別

労使紛争に対し、相談からあっせんまでを行う紛争

解決支援制度を実施する。 

 

― 

取扱事案数：34件 

雇用推進室 

労政課 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度 

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

職場におけるセクシュアル・ハラスメント、妊

娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防

止及び対応 

セクシュアル・ハラスメント防止対応指針、及び

教育委員会が制定した「職場におけるセクシュア

ル・ハラスメントの防止及び対応に関する指針」、

「職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハ

ラスメントの防止及び対応に関する指針」に基づ

き、ハラスメントに関する府職員への啓発・研修及

び相談体制の整備など総合的・組織的な対応を講じ

ることにより、所属長等管理監督者はもとより職員

一人ひとりが、ハラスメントについて正しい理解の

もとに十分な認識をもって、すべての職場でハラス

メントのない快適な働きやすい環境づくりを進め

る。 

― 

○大阪府職員向けセクシュアル･ハラス

メント防止対応指針の徹底 

○相談窓口の設置 

従来の相談窓口に加え、職員総合相談セ

ンターと連携し、相談に応じた。 

○研修の実施 

・新任課長補佐級等職員研修、 

コンプライアンス総合研修 

修了者：155人 

 

○大阪府教職員向け「職場におけるセク

シュアル･ハラスメントの防止及び対応

に関する指針」の徹底 

○大阪府教職員向け「職場における妊

娠・出産・育児休業等に関するハラスメ

ントの防止及び対応に関する指針」の徹

底 

○相談窓口の設置 

従来の相談窓口に加え、職員総合相談セ

ンターと連携し、相談に応じた。 

人事局 

企画厚生課 

人事局人事課 

教育振興室 

高等学校課 

教職員室 

教職員人事課 

｢教職員による児童・生徒に対するセクシュア

ル・ハラスメント防止のために｣の趣旨の周知徹底 

○｢教職員による児童・生徒に対するセクシュア

ル・ハラスメント防止のために｣（H29.5改訂）

の趣旨の周知徹底を行うと共に、「教職員による

児童・生徒に対するセクシュアル・ハラスメント

を防止するためにＱＡ集｣の活用と「被害者救済

システム」の周知を学校・市町村に指示し、未然

防止・早期対応に努める。児童・生徒及び保護者

への啓発をする。 

○｢セクシュアル・ハラスメント防止のために～障

害のある児童生徒の指導や介助方法における留

意点～｣に基づき教職員の理解・研修を深める。 

― 

｢教職員による児童・生徒に対するセク

シュアル・ハラスメント防止のために｣

の趣旨の周知徹底を行うと共に、「教職

員による児童・生徒に対するセクシュア

ル・ハラスメントを防止するためにＱＡ

集｣の活用と「被害者救済システム」の

周知を府立学校に指示し、未然防止・早

期対応に努めた。 

 

 

人権教育担当指導主事連絡会、校長・教

頭人権教育研修をはじめとした人権教

育研修等のあらゆる機会を通じて周知

した。 

教育振興室 

高等学校課 

教育振興室 

支援教育課 

市町村教育室

小中学校課 

ハラスメント防止対策の推進 

大阪府警察ハラスメント対策要綱に基づき、あら

ゆるハラスメントの防止・排除のための執務資料の

作成・教養等を行い、職員がその能力を十分に発揮

できるような良好な勤務環境の確保に努める。 

― 

ハラスメントの防止・排除を目的とした

執務資料の発出や各種教養等を実施し、

職員の意識の徹底を図った。 
警察本部 

警務部警務課 
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４０ 

 

（１） 生涯を通じた男女の健康支援 

事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度 

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

① 女性の健康対策の推進 

ア 妊娠・出産等に対する健康支援 

大阪母子医療センターの運営 

地方独立行政法人大阪府立病院機構が運営する大阪

母子医療センターにおいて、母性の健康の保持増進と

小児の成長発達を保障するため、府域における周産

期・小児医療の基幹施設として、母体・胎児・新生児

から乳幼児に至る一貫した高度専門医療を提供する。 

― 

○延べ入院患者数：111,931人 

 

○延べ外来患者数：184,781人 
保健医療室 

保健医療 

企画課 

周産期母子医療センター運営事業 

診療体制の整備された分娩環境や低出生体重児に対

する最善の対応など、充実した周産期医療に対する需

要の増加に応えるため、地域において妊娠、出産から

新生児に至る高度専門的な医療を効果的に提供する総

合的な周産期医療体制を整備し、安心して子どもを生

み育てることができる環境づくりの推進を図る一環と

して、総合・地域周産期母子医療センター指定、認定

施設に対し運営補助を行う。 

1,023,201 同左 
保健医療室 

地域保健課 

周産期緊急医療体制整備事業 

○地域医療機関の要請に応じて、極低出生体重児など

重症新生児や母体・胎児が危険な状態にある妊産婦

を集中治療施設を有する専門医療機関に緊急に搬送

し、適切な医療が受けられる体制を確保する。 

○「かかりつけ医」のない未受診妊産婦等に対応する

ため、産婦人科救急搬送を受入れる体制を当番制に

より確保する。 

161,673 同左 
保健医療室 

地域保健課 

周産期緊急医療体制コーディネーター設置事業 

夜間・休日において、母体や胎児が危険な状態にあ

る妊婦を、集中治療施設を有する専門医療機関に緊急

搬送する際に、速やかに適切な医療を提供するため、

大阪母子医療センターの母体搬送コーディネーターに

よる搬送調整を実施。 

39,409 同左 
保健医療室 

地域保健課 

児童虐待発生予防対策事業 

再掲【２－（３）－③－ウ】 
(10,857) 同左 

保健医療室 

地域保健課 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度 

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

不妊総合対策事業（不妊相談事業等） 

不妊に関する専門的な相談窓口の開設(一般財団法

人大阪府男女共同参画推進財団に委託)及び情報提供

体制の整備を行う等、不妊に悩む人々の身体的･ 精神

的負担の軽減と支援を図る。 

8,655 

不妊・不育にまつわる悩みの相談 

相談件数 電話 246件、面接22件 

セミナー等 参加者 

延べ169人 

ホームページを通じた情報提供  

73,725件 

ＳＮＳを通じた情報提供  79,308件 

保健医療室 

地域保健課 

特定不妊治療費助成事業 

医療保険が適用されず、高額の医療費がかかる配偶

者間の不妊治療に要する費用の一部を助成する。 

612,708 

承認件数：3,548件 
保健医療室 

地域保健課 

保健所における各種事業の実施 

地域保健の専門的・広域的拠点施設として、府内１

１保健所において各種健康、衛生教育等を実施し、府

民の健康の保持、増進に努める。 

― 

府内11保健所において、各種健康・衛

生教育を実施 健康医療 

総務課 

医療安全支援センター運営事業（医療相談窓口整備

事業） 

 各保健所・本庁医療相談コーナーにおいて、医療に

関する電話相談及び面談による相談を実施する。 

534 

相談件数：2,561件 

うち男性：1,085件、女性：1,463件、

不明：13件 

保健医療室 

保健医療 

企画課 

女性専用外来の実施 

再掲【２－（１）－④】  (―) 同左 

保健医療室 

保健医療 

企画課 

地域保健関係職員研修 

  再掲【２－（３）－④－ア】 
(2,698) 同左 

健康医療 

総務課 

食生活改善地域推進事業 

食生活やこれを取り巻く環境が急激に変化する中

で、栄養の偏りや食習慣の乱れがみられ、健康への影

響が懸念されている。こうした中、男女を問わず、食

に関する知識と食を選択する力を習得し、健全な食生

活を実践する能力を育むべく、食育に関する施策を推

進する。 

279 

食生活改善推進員リーダー研修会（74

名参加） 

保健医療室 

健康づくり

課 

食育推進事業 

食生活やこれを取り巻く環境が急激に変化する中

で、栄養の偏りや食習慣の乱れがみられ、健康への影

響が懸念されている。こうした中、男女を問わず、食

に関する知識と食を選択する力を習得し、健全な食生

活を実践する能力を育むべく、食育に関する施策を推

進する。 

2,639 

若い世代への食育を進める上での地域

の優先的な課題の把握、地域の特性を

踏まえた取組みを推進する仕組みづく

りを行った。 

 連携機関  市町村 25市町村 

       高校  7校 

       大学  7校 

 

 

 

保健医療室 

健康づくり

課 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度 

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

② 思春期における性に関する適切な情報の提供と保健対策の推進 

ア 性に関する適切な情報の提供と「性に関する指導」の推進 

「健康教育指導者育成支援事業」報告書の活用 

○ 平成31年度 「市町村教育委員会に対する指

導・助言事項」及び「府立学校に対する指示事項」に

おいて、積極的な活用及び参考とするよう示した。 

― 

○ 平成30年度 「市町村教育委員会に

対する指導・助言事項」及び「府立学校

に対する指示事項」において、積極的な

活用及び参考とするよう示した。 

教育振興室 

保健体育課 

「性に関する指導」実践者育成事業 

①「性に関する指導」実践者育成研修の開催。 

②「性に関する指導」支援研修の開催。 

― 

①「性に関する指導」実践者育成研修

を実施 

＊ 全4回開催 [支援研修会を含む]  

＊ 小人数を対象としたワーク型研修

会  

＊ H30 : 受講生20名 

②「性に関する指導」支援研修を実施 

＊ 大人数を対象とした講義型研修会 

＊ H30 : 参加者309名 

教育振興室 

保健体育課 

「学校保健総合支援事業（健康課題支援事業）」 

〇 作成した冊子（※）の普及研修を開催 

 ※冊子：「性に関する指導」指導者参考資料 

 

 
― 

①「性に関する指導」指導者参考資料

（冊子）を作成し、全府立学校、大阪市

及び堺市を除く市町村立学校（小学校・

中学校）、その他関係機関に配付。 

② 課題に応じた「性に関する指導」に

かかる研修会を開催。 

＊ 参加者220名 

教育振興室 

保健体育課 

保健所における各種事業の実施 

再掲【２－（１）－①－ア】 
(―) 同左 

健康医療 

総務課 

こころの健康相談事業 

再掲【１－（１）－④】 
(29,365) 同左 

保健医療室 

地域保健課 

女性専用外来の実施 

再掲【２－（１）－④】 (―) 同左 

保健医療室 

保健医療 

企画課 

イ 思春期における保健対策の推進 

食生活改善地域推進事業 

再掲【２－（１）－①－ア】 (279) 同左 

保健医療室 

健康づくり

課 

食育推進事業 

再掲【２－（１）－①－ア】 (2,639) 同左 

保健医療室 

健康づくり

課 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度 

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

エイズ、性感染症予防対策の推進 

○啓発活動の推進 

国や医療機関、各種団体と協力し、エイズ予防週

間の実施等、正しい知識の普及・啓発活動を行う。

また、若者向けリーフレットの作成、学校や企業を

対象としたエイズ教育支援、男性同性愛者に対する

講習会の実施など、対象を絞った効果的な啓発活動

を実施する。 

○相談体制の充実 

各保健所において、専門的な相談に対応できるよ

う人材養成に努めるとともに、外国語による外国人

電話相談事業を実施する。また、エイズ拠点病院等

に対し、エイズ専門相談員派遣事業を実施する。 

○検査体制の整備 

早期発見、早期受診の推進と二次感染防止のため、保

健所で無料匿名によるHIV検査を実施する。4保健所

（茨木・四條畷・藤井寺・泉佐野）においてHIV即日

検査とともに希望者には梅毒即日検査を実施し、HIV

通常検査7保健所（池田・吹田・寝屋川・守口・富田

林・和泉・岸和田）においては希望者には梅毒血清反

応検査、クラミジア病原体検査を併せて実施する。ま

た、引き続き、検査機会の拡大を図るため、火曜日・

木曜日夜間通常検査及び土曜日・日曜日昼間即日検査

を外部委託により実施する。HIV検査時に希望者には

梅毒血清反応検査、Ｂ型肝炎検査（火曜日・木曜日夜

間通常検査及び土曜日・日曜日昼間即日検査）を併せ

て実施する。 

 

○医療体制の充実 

エイズ診療拠点病院等を中心として、患者、感染

者の受入れ促進を図るとともに、他の医療機関に対

してHIV診療に関する研修を実施し、診療技術の向

上を図る。 

39,181 

○相談件数 

保健所        6,012件 

医療対策課         20件 

外国人相談         177件 

 

○相談員派遣件数     8件 

 

○エイズ検査件数 

保健所        2,625件 

火曜日夜間検査    1,180件 

木曜日夜間検査     956件 

土曜日即日検査    2,385件 

日曜日即日検査    2,538件 

医療機関        451件 

 

○梅毒検査件数 

保健所        2,548件 

火曜日夜間検査    1,172件 

木曜日夜間検査     947件 

土曜日即日検査    2,328件 

日曜日即日検査    2,476件 

2月臨時即日検査    175件 

医療機関        451件 

 

○クラミジア検査件数 

保健所          977件 

 

○Ｂ型肝炎検査件数 

火曜日夜間検査    1,164件 

木曜日夜間検査      941件 

土曜日昼間検査     2,344件 

日曜日即日検査    2,253件 

医療機関        177件 

保健医療室 

医療対策課 

③子どもの保健・医療の推進 

小児救急医療支援事業 

入院治療が必要な小児の重症救急患者の受け入れ体

制(二次救急医療体制)を確保するため、市町村が共同

して行う二次医療圏単位での病院輪番制による小児の

二次救急医療体制運営事業に対して助成を行う。 

159,761 
・補助ブロック数：10 

・補助額：135,005千円 

保健医療室 

医療対策課 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度 

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

周産期緊急医療体制整備事業 

再掲【２－（１）－①－ア】 
(161,673) 同左 

保健医療室 

地域保健課 

小児救急電話相談事業 

夜間の子どもの急病等に関する保護者の不安を解消

するため、看護師、小児科医の支援体制のもと夜間電

話相談体制を行う。                

相談受付時間：２０時から翌朝８時まで（３６５

日） 

49,754,640 

相談件数：58,694件 

一日平均：160件 

保健医療室 

医療対策課 

先天性代謝異常等検査事業 

先天性代謝異常等を早期に発見し、適切な治療が行

えるよう、新生児や乳幼児を対象としたマス・スクリ

ーニング検査を実施する。 
91,573 

○先天性代謝異常検査 

延べ 44,862 件 

○先天性副腎過形成症検査 

延べ 46,238件 

○先天性甲状腺機能低下症検査  

延べ 45,424件 

保健医療室 

地域保健課 

障がい・難病児等療育支援体制整備事業 

身体障がい児・慢性疾患児とその家族等に対して、

障がいの受容や適切な医療・療育を確保するために、

府保健所において、保健師による訪問指導や相談事業

等を実施するとともに、専門医等による相談指導を実

施する。 

また、地域での総合的な支援体制づくりを推進する

ため、関係機関との連携会議等を開催する。 

16,584 

○身体障がい児の専門相談：1025人 

○身体障がい児の患者家族交流会： 

108人 

○慢性疾患児の専門相談：  2038 人 

○慢性疾患児の患者家族交流会：117 

人 

保健医療室 

地域保健課 

小児慢性特定疾病医療費助成制度 

小児慢性特定疾病に罹患している患者の医療の確

立・普及及び患者福祉の向上を図るために医療費の援

助や手帳交付を行う。 

1,027,511 

〇承認件数：3668件 

〇給付件数：47,861件 

※「承認件数」はシステム改修により

従前と同様に延件数の集計ができない

ため、実人員で集計 

保健医療室 

地域保健課 

自立支援医療費（育成医療）支給事業 

身体に障がいのある児童に対し、必要な医療費の給

付を行う。 

(実施主体：市町村) 

37,110 

○承認件数：０件 

○給付件数：延べ０件 

※平成25年度より市町村へ事務移譲

（府は医療費１/４、審査手数料１/２

を負担） 

保健医療室 

地域保健課 

結核児童療育給付 

結核に罹患し、長期の入院治療を必要とする児童に

対し、必要な医療の給付（入院中に必要な日用品・学

習用品の支給を含む。）を行う。 

277 

○申請・交付件数：０件 

○給付件数：延べ ０件 保健医療室 

地域保健課 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度 

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

未熟児養育医療給付 

  入院養育を必要とする未熟児に対し、その養育に必

要な医療の給付を行う。 

(実施主体：市町村) 

135,313 

○申請・交付件数：０件 

○給付件数：延べ：０件 

※平成25年度より市町村へ事務移譲

（府は医療費１/４、審査手数料１/２

を負担） 

保健医療室 

地域保健課 

乳幼児の不慮の事故防止対策事業 

 乳幼児の不慮の事故(乳幼児揺さぶられ症候群、窒

息、転落、溺水、交通事故など)防止を図るため、乳

幼児の保護者などへの啓発を行う。 
― 

乳幼児のいる家庭で、風呂場のドアを

乳幼児が自分で開けることができない

よう工夫した家庭の割合(1歳半健

診）：49％ 

乳幼児揺さぶられ症候群(ＳＢＳ)を知

っている親の割合（3～4か月児健

診）：99％ 

※母子保健事業実施状況調査より 

保健医療室 

地域保健課 

④成人期・高齢期における健康づくりの推進 

こころの健康総合センターの運営 

再掲【１－（１）－②－イ】 
(37,332) 同左 

保健医療室 

地域保健課 

こころの健康相談事業 

再掲【１－（１）－④】 
(29,365) 同左 

保健医療室 

地域保健課 

女性専用外来の実施 

地方独立行政法人大阪府立病院機構が運営する大阪

急性期・総合医療センターにおいて、女性特有の症状

で悩んでいる方が、気軽に受診できるよう予約制で女

性医師が診察を行なう「女性専用外来」を実施する。 

― 

女性専用外来の実施 

(完全予約制 平日9～17時) 

延べ患者数 0人 

保健医療室 

保健医療 

企画課 

保健所における各種事業の実施 

再掲【２－（１）－①－ア】 
(―) 同左 

健康医療 

総務課 

 大阪府がん検診推進事業（車検診）補助 

 （平成２８年度で事業終了）     

健康推進室

健康づくり

課 

大阪府がん対策推進委員会 がん検診部会の運営 

大阪府がん対策推進委員会がん検診部会において、

がん検診の推進及び精度管理に係る指導・助言につい

ての審議を行う。 

167 

がん検診の推進及び精度管理に係る指

導・助言についての審議を行った。 
健康推進室

健康づくり

課 

組織型検診推進事業業務委託 

組織型検診体制を推進するとともにがん検診の技術

水準の維持向上を図るために、市町村、検診機関への

技術支援及びがん検診精度管理業務について、公益財

団法人大阪府保健医療財団大阪がん循環器病予防セン

ターへ委託する。 

57,933 

府内市町村への訪問等により、組織型

検診導入に向けての助言指導を行い、

検診機関向けの研修会を開催するなど

の支援を行った。 

また、各種がん検診の精度管理基礎調

査を、精度管理システムを用いて行っ

た。 

健康推進室

健康づくり

課 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度 

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

ＯＳＡＫＡ女性活躍推進事業 

   再掲【１－（１）－①－ア】 
(4,619) 同左 

男女参画・

府民協働課 

総合型地域スポーツクラブ活動促進事業 

府内市町村の総合型地域スポーツクラブの活動を促

進するため、大阪府スポーツ振興課内で広域スポーツ

センター機能を運営し、クラブの創設や運営段階にお

ける支援を行う。 

― 

○府内総合型地域スポーツクラブ数 

62 

（平成31年7月現在） 

文化・スポ

ーツ室スポ

ーツ 

振興課 

大規模スポーツイベント開催事業 

大阪の都市魅力の発信やにぎわい創出のため大阪マ

ラソンを開催する。 
90,000 

○大阪マラソン 

平成30年11月25日開催 

文化・スポ

ーツ室スポ

ーツ 

振興課 

⑤ 喫煙・飲酒・薬物などによる健康被害の防止 

たばこ対策推進事業 

たばこは、がんや虚血性心疾患、脳血管疾患など疾

患の主要な原因であることから、府はたばこの健康影

響についての正しい知識の普及啓発、禁煙サポートの

推進、受動喫煙防止の推進を3本柱に、実効性のある

たばこ対策を推進し、府民の健康を守る。 
20,143 

平成30年７月の健康増進法の改正を

踏まえ、府に相応しい受動喫煙対策に

ついて検討を行い、大阪府受動喫煙防

止条例を平成31年３月に制定・公布

した。また、子どもを受動喫煙の悪影

響から保護することを目的とした「大

阪府子どもの受動喫煙防止条例」の周

知啓発を行った。 

加えて、たばこの健康影響の周知啓

発、未成年者の喫煙防止教育の推進、

さらに府民や事業者に対する禁煙サポ

ートの推進を行った。 

健康推進室

健康づくり

課 

保健所における各種事業の実施 

再掲【２－（１）－①－ア】  
(―) 同左 

健康医療 

総務課 

こころの健康相談事業 

再掲【１－（１）－④】 
(29,365) 同左 

保健医療室 

地域保健課 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度 

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

覚せい剤等乱用防止対策事業 

「大阪薬物乱用「ダメ。ゼッタイ。」第五次戦略」

に基づき、薬物乱用防止対策を推進する。 

特に次世代を担う青少年を薬物乱用から守る目的

で、大麻をはじめ乱用薬物の危険性について正しい知

識を普及するため、教育委員会等と連携して学校にお

ける薬物乱用防止教育を推進する。 

2,875 

〔薬物乱用防止広報活動〕 

○国際麻薬撲滅デーキャンペーン 

日時：H30.6.24  

場所：JＲ天王寺駅 

参加者：2,500人 

○「ダメ。ゼッタイ。」普及運動 

期間：H30.6.20～7.19 

○広報強化月間 

期間：H30.7.1～7.3１ 

○麻薬・覚醒剤乱用防止運動 

期間：H30.10.1～11.30 

○講習会の開催 

691カ所 327,362人（内、大阪府警

察による全高校訪問 333校 272,000

人） 

啓発キャンペーンの開催 

101カ所 349,845人  

○ホームページを通じた情報提供 

薬務課 

少年の薬物乱用防止のための諸対策の推進 

薬物乱用少年の早期発見・検挙活動を強化するとと

もに、少年に対する｢薬物乱用防止教室｣の積極的な開

催、薬物乱用防止広報車の活用による広報啓発活動を

推進して薬物乱用の未然防止を図る。 - 

○少年による薬物乱用事件検挙 

（平成30年中） 

 覚せい剤取締法違反 13人 

 大麻取締法違反   96人 

○犯罪防止教室等の開催 

（平成30年度） 

 中学校    389校 159,137人 

 高校     253校 240,162人 

 その他の学校 105校  10,596人 

警察本部 

生活安全部 

少年課 
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（2）女性に対するあらゆる暴力の根絶 

事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度 

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

①  女性に対する暴力を許さない社会の形成に向けた啓発等の推進 

女性に対する暴力対策事業(各種啓発事業) 

暴力を許さない社会の意識づくりを図るため、｢女性

に対する暴力をなくす運動｣期間にあわせて、各種啓発

事業を実施する。 

186 

○「女性に対する暴力をなくす」運動

期間における啓発活動の実施 

・パープルライトアップ 

（11月12日～25日） 

太陽の塔 

府立中之島図書館 

キタハマミズム（北浜テラス） 

ドーンセンター 

ピースおおさか 

エキスポシティ観覧車 

和泉シティプラザ 

豊中市立文化芸術センター 

・パープルリボンキャンペーン 

 （11月12日） 

 京橋駅前にて啓発ティッシュ及びミ

ニリーフレットの配布 

・ダブルリボンキャンペーン 

市立吹田サッカースタジアムにおい

て、児童虐待防止とＤＶ防止の啓発キ

ャンペーンを実施。（10月20日） 

・ホームページによる啓発 

女性に対する暴力をなくす運動期間の

府・市町村の取組を掲載 

男女参画・

府民協働課 

こどものエンパワメント支援指導事例集の活用 

子ども自身が自らの力で自らを守る力を育成し、子

どもが暴力の被害者や加害者にならないようにするこ

とを目的とした教材プログラム。府内公立小中学校に

活用促進のための周知を行う。 

― 

○「こどもエンパワメント指導事例

集」を府内95％以上の小･中学校で教

員に周知するとともに､活用を推進

（平成19年度終了事業） 

市町村教育

室小中学校

課 

「教職員向けＤＶ被害者対応マニュアル」の活用促

進 

府立学校校長会などを通じ、「教職員向けのＤＶ被

害者対応マニュアル」の活用を促進する。 

 
86 

○「教職員向けＤＶ被害者対応マニュ

アル」の活用促進 

・府立高等学校長会等でマニュアルの

活用を依頼するとともに、教職員向け

研修において本マニュアルに沿った研

修を2回開催。 

・本マニュアルの要点をまとめた「概

要版」を作成し、各学校へ配付。 

男女参画・

府民協働課 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度 

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

ＤＶ被害者の地域支援者養成講座 

ＤＶ被害者の支援に従事する方がＤＶに関する基礎

的知識や被害者支援に関する専門的・実践的な知識を

習得できるよう「ＤＶ被害者の地域支援者養成講座」

を開催する。 ― 

〇基礎講座 ３日間 

 参加者180名 

〇ロールプレイ １日間 

 参加者26名 

〇事例ワーク １日間 参加者34名 

〇女性の福祉と制度比較  

 1日間 参加者44名 

〇シンポジウム １日間 参加者41

名 

子ども室 

家庭支援課 

男女参画・

府民協働課 

「医療関係者向けＤＶ被害者対応マニュアル」の活

用促進 

大阪府・市町村配偶者からの暴力対策所管課長会議

などを通じ、「医療関係者向けＤＶ被害者対応マニュ

アル」の活用を促進する。 

 

86 

○「医療関係者向けＤＶ被害者対応マ

ニュアル」の活用促進・医師会、歯科

医師会、看護協会等の医療関係団体に

マニュアルの活用を依頼。・本マニュ

アルの要点をまとめた「概要版」を作

成し、各団体を通じて医療関係者へ配

付。 

男女参画・

府民協働課 

性犯罪被害防止のための啓発事業 

再掲【２－（２）－②】 

 
(―) 同左 

府警本部刑

事部捜査第

一課 

生活安全部 

府民安全 

対策課 

女性に対する暴力対策事業(大阪府｢女性に対する暴

力｣対策会議の運営) 

関係機関が連携し、当面の対策について着実な推進

を図るとともに、中長期的課題について検討し、総合

的な施策を効果的に実施することを目的に府関係機関

等の連携強化を図る。 

186 

○庁内関係部局１５課６所で構成 

・実務担当者会議の開催：１回 

男女参画・

府民協働課 

大阪府配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援ネ

ットワークの運営 

配偶者等からの暴力に関わる取組及び活動を行って

いる機関、団体及びグループのネットワークづくりと

暴力の防止及び被害者支援のために必要な連携を図

る。 

186 

○行政、関係団体、ＮＰＯ等被害者支

援団体 １９団体で構成 

・研修会の開催：１回 男女参画・

府民協働課 

大阪府・市町村配偶者からの暴力対策所管課長会議

の運営 

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関

する法律」の規定に関し、大阪府及び府内市町村の関

係する機関が相互に連携し、意見交換、情報提供など

を円滑に行い、総合的な施策を着実に推進する。 

― 

○大阪府・市町村配偶者からの暴力対

策所管課長会議の開催 

・「市町村男女共同参画行政所管課長

会議」と同時開催：１回 

男女参画・

府民協働課 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度 

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

女性のための相談事業 

再掲【３－（２）－③－イ】 

(18,990) 

のうち 

一部事業 

同左 
男女参画・

府民協働課 

女性相談センターにおける相談事業 

様々な悩みを持つ女性のために相談事業を実施す

る。 

○大阪府女性相談センター 

・電話、面接相談：９：００～２０：００(祝・年末

年始休み)  

・DV電話相談は年中24時間 

・緊急一時保護は年中24時間 

80,541 

総相談件数：9,088件 

電話：8,853件 

来所：235件 

子ども室家

庭支援課 

配偶者暴力相談支援センターにおける相談事業 

配偶者からの暴力に悩む女性のために大阪府女性相

談センター、府内６か所の子ども家庭センターに配偶

者暴力相談支援センターの機能を持たせ、それぞれの

施設の機能を活かした府民に身近な専門相談を行う。 

○大阪府女性相談センター 

・電話、面接相談： 9：00～20：00 (祝・年末年始

休み) 

・DV電話相談は年中24時間 

・緊急一時保護は年中24時間 

○各子ども家庭センター 

(中央・池田・吹田・東大阪・富田林・岸和田) 

・電話、面接相談：月～金 ９：００～１７：４５ 

(土・日・祝・年末年始休み) 

15,010 

〇相談件数：3368件 

（うち男性79件） 

※内閣府報告件数 

子ども室 

家庭支援課 

市町村ブロック会議の開催 

再掲【２－（２）－②－ア】 

(18,990) 

のうち 

一部事業 

同左 
男女参画・

府民協働課 

市町村相談員等を対象とした研修会の開催 

  再掲【２－（２）－②－ア】 

(18,990) 

のうち 

一部事業 

同左 
男女参画・

府民協働課 

② 女性に対する暴力を許さない社会の形成に向けた取組の推進 

ア 配偶者等からの暴力（ＤＶ）への対策の推進 

「大阪府配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保

護等に関する基本計画（2017-2021）」の推進 

平成29年3月に策定した「大阪府配偶者等からの暴

力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画（2017-

2021）」に基づく諸施策を推進する。 

― 

平成29年3月に策定した「大阪府配 

偶者等からの暴力の防止及び被害者の 

保護等に関する基本計画（2017-2021） 

」に基づく諸施策を推進した。 

男女参画・

府民 

働課 

女性相談センターにおける相談事業 

再掲【２－（２）－①】  
(80,541) 同左 

子ども室 

家庭支援課 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度 

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

配偶者暴力相談支援センターにおける相談事業 

再掲【２－（２）－①】 → Ｐ40参照 
(15,010) 同左  

子ども室 

家庭支援課 

市町村ブロック会議の開催 

 府内を７つの地域に分割し、相談対応力向上を図る

ため、困難事例への対応検討及び具体的な助言など市

町村相談員及び相談事業関係者を対象とした会議を福

祉部と連携して実施する。 

18,990の

一部 

○市町村ブロック会議開催：７回 

男女参画・府

民 

協働課 

市町村相談員等を対象とした研修会の開催 

 市町村相談員等を対象とした研修会（１回）及びス

キルアップ研修（２回）を実施する。 

18,990の

一部 

○研修会の開催 

・全体研修：1回 

・スキルアップ研修：2回 

男女参画・府

民 

協働課 

配偶者からの暴力被害世帯の入居 

配偶者からの暴力被害の証明を公的機関から受けた

場合は、府営住宅総合募集の福祉世帯向け募集住宅に

ついて、「母子世帯に準じる状況にある世帯又は単身者

世帯」として申し込み可能とする。 

― 

入居件数：17件 

住宅経営室 

経営管理課 

府営住宅を活用したＤＶ被害者向け一時使用住戸の

提供 

府営住宅を活用し、配偶者からの暴力被害者が一時

使用するための住戸の提供を行う。 

― 

使用実績：0件 

住宅経営室 

経営管理課 

大阪府配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援ネ

ットワークの運営 

再掲【２－（２）－①】 

(186) 同左 
男女参画・

府民協働課 

大阪府・市町村配偶者からの暴力対策所管課長会議

の運営 

再掲【２－（２）－①】 

(―) 同左 
男女参画・

府民協働課 

女性のカウンセラーを活用した心のケア体制の整備 

配偶者からの暴力等による被害女性を支援するた

め、被害者を支援・保護しているＮＰＯ団体等へ女性

カウンセラーを派遣する等、心のケアによる自立支援

体制を整備する。 

18,990の

一部 

○女性カウンセラー派遣実績：48回 

男女参画・

府民協働課 

配偶者からの暴力被害者の一時保護委託事業の実施 

配偶者暴力防止法第３条に基づく被害者の一時保護

を府内の社会福祉施設等に委託して実施する。 

(57,815) 
配偶者からの暴力被害者一時保護

（279件）のうち委託件数215件 

子ども室 

家庭支援課 

一時保護事業の実施 

夫の暴力などで保護を必要とする女性のために女性

相談センター等において一時保護事業を行う。 

(13,910) 

一時保護件数360件 

（うち、配偶者暴力防止法第３条に基

づく一時保護件数279件） 

子ども室 

家庭支援課 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度 

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

一時保護所(女性相談センター)への心理療法担当職

員の配置 

精神的に非常に不安定な状況にあるＤＶ被害者の心

のケアを行うため、非常勤の心理療法担当職員を配置

する。 

3,081   
子ども室 

家庭支援課 

ＤＶ被害者自立支援(ステップ・ハウス)事業 

配偶者からの暴力被害者向け一時使用のための府営

住宅の住戸の提供(平成17年度実施)を受けて、生活用

品の貸与を行い、被害者の円滑な自立をバックアップ

する。 

― ○利用実績0件 
子ども室 

家庭支援課 

配偶者暴力相談支援センター設置事業 

女性相談センター等、府内７か所の施設において配

偶者暴力相談支援センターの機能を果たし、被害者の

保護等を図る。また、市町村配偶者暴力相談支援セン

ター設置の働きかけを行う。 

95,551 

〇相談件数：3368件 

（うち男性79件） 

※内閣府報告件数   

○市町村配偶者暴力相談支援センター 

6箇所（年度末） 

子ども室 

家庭支援課 

府立女性自立支援センター運営事業 

大阪府立女性自立支援センター（大阪府立あゆみ

寮、大阪府立のぞみ寮）を従来の婦人保護施設の機能

に加え、妊産婦や乳幼児を連れた女性を対象とするな

ど、新たなニーズに対応できる施設として、その適正

な運営を図るとともに、施設退所者のアフターケア事

業を実施する。 

188,244 

新規入所者131名  

（要保護女子等） 

同伴児等120名 
子ども室 

家庭支援課 

一時保護等都道府県域を超えた広域的対応のための

連携 

全国知事会でとりまとめられた申し合わせにより被

害者の保護に努める。 

― 同左 
子ども室家

庭支援課 

｢配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関

する法律｣の適切な運用 

｢配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関す

る法律｣に基づき、被害者の意思を踏まえ、適切な対応

に努めるとともに、被害者保護の万全を図る。 

― 

被害者等の安全確保を最優先とした適

切な措置を講じた。 

○平成30年中の相談件数： 

9,754件（うち男性2,696件） 

警察本部 

生活安全部 

生活安全 

総務課 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度 

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

デートＤＶ予防啓発 

若年者がデートＤＶの被害者・加害者とならないよ

う、予防啓発ＤＶＤ・指導用手引きの活用を促進する

とともに、高校生を対象に作成したリーフレットを活

用し、デートＤＶの予防啓発に努める。 

340 

○デートDV予防啓発 

・予防啓発ＤＶＤ・指導用手引きの活

用やデートＤＶ防止啓発リーフレット

等について、府立高等学校長会等で効

果的な活用を働きかけるとともに、電

子データをホームページに掲載し、積

極的な活用に資するよう努めた。 

・教職員向けＤＶ被害者対応マニュア

ル【概要版】のデートＤＶ編を、政令

市を除く全小・中・高等学校・支援学

校へ配付した。 

・教職員向け研修を実施した。 

男女参画・

府民協働課 

市町村配偶者からの暴力対策所管課ブロック会議の

運営 

配偶者暴力防止法に基づく市町村基本計画の策定が

推進されるよう必要な助言や情報提供を行うととも

に、被害者の支援が円滑に実施されるよう、府と市町

村間や市町村相互の連携を深める。 

― 

○市町村ブロック会議開催：７回 

（女性相談センターのブロック会議、

相談委託事業と同時開催） 

男女参画・

府民協働課 

子ども室 

家庭支援課 

女性弁護士による法律相談の実施 

 ＤＶ被害、性暴力被害に悩む女性を支援するため、

女性弁護士による、法律問題に関する面接相談を実施

する。 

18,990の

一部 

○女性弁護士による法律相談 

 相談件数：29件 男女参画・

府民協働課 

イ 性犯罪への対策の推進 

性犯罪捜査の推進 

 凶悪犯罪を中心とする重大犯罪に関する最近の情勢

等にかんがみ、強力で適正な性犯罪捜査を推進し、加

害者の確実な検挙を図る。 

○性犯罪

被害者採

証用    

1,073             

○性犯罪

被害者支

援資器材

(ダミー

人形等）            

160  

平成30年中の検挙件数： 

○ 強制性交等    150件 

○ 強制わいせつ   690件 

警察本部 

刑事部 

捜査第一課 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度 

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

列車内等における性犯罪捜査の推進 

列車内等における痴漢、盗撮等の女性を狙った性犯

罪等に的確に対応する。 

― 

 被害相談に基づき、被害者に同行し

て列車に乗車し、犯行を現認して現行

犯逮捕する「同行警戒」や、隊員が被

疑者を発見し、行動確認を実施して、

犯行を現認して現行犯逮捕する「警乗

強化」及び隊員が犯行が敢行される可

能性が高い路線において、警戒を実施

して性犯罪捜査の検挙活動を推進し

た。 

警察本部 

地域部 

鉄道警察隊 

インターネットに起因する犯罪被害から少年を守る

ための取組みの推進 

インターネットに起因する福祉犯被害は増加傾向に

あり、また、インターネット上には、少年に有害な情

報が多く流通している状況にあることから、インター

ネットを利用した児童買春・児童ポルノ事犯等の福祉

犯の取締りを強化するとともに、少年を有害情報から

守るため携帯電話・スマートフォンに係るフィルタリ

ングの普及、保護者、関係事業者に対する啓発活動等

を推進する。 

― 

 関係機関等と連携し、児童及び保護

者に対して、インターネットの適切な

利用やフィルタリングの必要性につい

て広報啓発活動を実施した。 

 児童によるインターネット上の不適

切な書き込みをサイバーパトロールに

よって発見し、書き込みを行った児童

と接触して児童・保護者に注意・指導

を実施した。 

警察本部 

生活安全部 

少年課 

大阪府迷惑防止条例の適切な運用 

第６条違反（卑わいな行為の禁止）を適切に運用

し、卑わいな言動への厳正な対処を図る。 
― 

○平成30年中の検挙状況 

621件  584人 

警察本部生

活安全部府

民安全対策

課 

性犯罪被害者に係る初診料等の支出 

性犯罪被害者の経済的負担を軽減し、事件の潜在化

防止及び捜査への理解と協力を得る。 
6,369 

〇支出件数：234件 警察本部 

総務部 

府民応接 

センター 

「性犯罪被害１１０番」による被害相談事業 

被害申告に伴う精神的負担を緩和・軽減するため、

性犯罪被害の相談電話に警察官が対応し、内容によっ

ては面接相談も実施する。 

相談時間  ２４時間（フリーダイヤル） 

一般加入

回線料 

補助対象

分 税込

額総額 

170,959           

うち一部

66 

※平成30年中の相談件数 129件 

 

性犯罪相談窓口「ウーマンライン」を

「性犯罪被害１１０番」と名称を変更 

午前９時から午後８時までとなってい

た相談可能時間を、２４時間に変更 

電話番号を変更し、フリーダイヤルと

する、 

以上を平成31年度より運用に向け、

計画・立案した。 

警察本部 

刑事部 

捜査第一課 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度 

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

交番における女性相談事業 

女性の性犯罪等の被害に対する不安感を軽減・解消

するため、女性警察官を配置している交番において、

電話・来訪による女性からの相談に女性警察官が対応

する。 

(日時・場所は、最寄りの警察署に問い合わせ) 

― 

○平成30年中の相談件数：1,237件 

警察本部 

地域部 

地域総務課 

「列車内ちかん被害相談」相談所による被害相談事

業 

列車内等における痴漢等の被害相談に、女性警察官

が対応するとともに、｢列車内ちかん被害相談電話・Ｆ

ＡＸ｣を設置し、24時間相談を受理する。 

― 

○平成30年中の相談件数：525件 

警察本部 

地域部 

鉄道警察隊 

性犯罪被害者診療における協力体制の構築 

府下の産婦人科医に対し、性犯罪捜査及び被害者支

援に対する協力体制を構築する。 
― 

医師用性犯罪被害者マニュアル改訂版

を作成、医師会より情報提供を受けた

各病院に送付した。 

警察本部刑

事部捜査第

一課 

警察本部総

務部府民応

接センター 

性犯罪被害者支援における協力体制強化の推進 

支援団体・警察・司法関係者・医師等による勉強会

等を実施し、性犯罪の潜在化及び二次被害の防止に向

けて、各関係団体の連携を図り、協力体制を強化す

る。 ― 

阪南中央病院SACHICO他、府下10病

院及び大阪府青少年・地域安全室及び

捜査第一課性犯罪指導係が参加し、

「性暴力被害者支援ネットワーク連

携・協力会議」を開催した。 

 

検察庁検事及び産婦人科医師を講師と

して招致し、捜査員に対して性犯罪に

関する教養を実施した。 

警察本部 

刑事部 

捜査第一課 

被害少年支援活動の推進 

被害少年の精神的なダメージを軽減するため、関係

機関の紹介、再被害を防止するための助言又は指導そ

の他の当該少年の保護を図るための必要な支援を行

う。 

― 

公認心理師、臨床心理士を補導職員と

して配置し、被害少年の支援に当たっ

ている。 

警察本部 

生活安全部 

少年課 

被害者カウンセリング制度の実施 

カウンセリング専門機関と連携して、性犯罪被害者

の精神的被害の軽減を図るため、専門カウンセラーの

派遣や、専門機関におけるカウンセリングを実施す

る。 

740 
〇カウンセリングを受けた延べ人数 

53人 

警察本部 

総務部 

府民応接 

センター 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度 

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

指定女性捜査員制度の運用 

性犯罪被害者の被害申告に伴う精神的負担を軽減す

るため、本部及び警察署の女性警察官を予め指定して

被害者からの事情聴取等の任務に当たらせる指定女性

捜査員を運用する。 

― 

平成30年中の運用件数： 918件 警察本部刑

事部刑事総

務課 

警察本部 

刑事部 

捜査第一課 

女性に対する暴力対策事業(各種啓発事業) 

再掲【２－（２）－①】  

(186) 

のうち 

一部事業 

同左 
男女参画・

府民協働課 

性犯罪被害防止のための啓発事業 

性犯罪被害を防止するための各種広報啓発及び情報

発信を実施する。 

 

― 

府警ホームページに「はい、性犯罪被

害１１０番です！」というコーナーを

設け、被害に遭った際の対応要領、性

犯罪被害相談窓口の案内、また「ガー

ルズトーク」コーナーでは性犯罪に関

する情報を定期的に発信した。 

 府内75大学で構成する「防犯キャ

ンパスネットワーク大阪（H25.9.30発

足）」への性犯罪情報の提供により、

情報の共有化を図りながら、女子学生

の自主防犯行動の促進を図った。ま

た、安まちメール、府警ホームページ

を活用し、犯罪の発生状況、防犯対策

等の情報提供を行い、府民の防犯意識

の高揚を図るとともに、教育委員会を

通じて、小中学生に対する性犯罪被害

防止のための広報啓発を実施した。 

警察本部 

刑事部 

捜査第一課 

警察本部 

生活安全部 

府民安全 

対策課 

列車内ちかん追放キャンペーン等の推進 

大阪府鉄道警察連絡協議会加盟の鉄道事業者等と連

携して駅頭における列車内ちかん追放キャンペーンの

実施や駅・列車内での啓発用ポスターの掲示、車内ア

ナウンスにより、痴漢追放の機運を高める。 

― 

平成30年中のちかん追放キャンペー

ン等の実施回数 

：41ヶ所64回 

警察本部 

地域部 

鉄道警察隊 

サイバー犯罪に対する犯罪被害防止のための講話活

動の推進 

サイバー空間において、被害やトラブルに遭わない

ための講話を実施する。 

― 

○サイバー犯罪による被害を防止する

ための講話活動 

（平成30年中） 

実施回数：40回 

聴講人員：3,244人 

警察本部 

生活安全部 

サイバー犯

罪対策課 

ウ 買売春・人身取引への対策の推進 

女性相談センターにおける相談事業 

再掲【２－（２）－①】  
(80,541) 同左 

子ども室 

家庭支援課 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度 

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

福祉犯被害防止のための広報啓発活動の推進 

犯罪防止教室、犯罪被害防止教室を通じて、児童買春等福

祉犯被害防止に関する意識啓発のための情報発信活動を行

う。 
― 

○平成30年度の犯罪防止教室等の開

催学校数（延べ）及び参加人数 

 小学校    1,685校 154,023人 

 中学校    389校 159,137人 

 高校     253校 240,162人 

 その他の学校 105校  10,596人 

警察本部 

生活安全部 

少年課 

児童買春・児童ポルノ事犯等の悪質な福祉犯の取締り及び

被害少年の保護対策の推進 

再掲【２－（３）－③－ウ】  

(―) 同左 

警察本部 

生活安全部 

少年課 

売春事犯及び人身取引事犯の取締り 

売春事犯及び人身取引事犯に対する取締りを推進す

る。 

― 

 

同左 

 

警察本部 

生活安全部 

保安課 

女性相談センターにおける適切な保護 

 売春経歴を有し保護を必要とする女性や人身取引被

害のため保護を必要とする女性のため、女性相談セン

ターにおいて適切な一時保護を実施する。 

― 

○一時保護件数：360件 

 子ども室 

家庭支援課 

エ ストーカー行為等への対策の推進 

「ストーカー行為等の規制等に関する法律」の適切

な運用 

「ストーカー行為等の規制等に関する法律」に基づ

き、被害者の意思を踏まえ、適切な対応に努めるとと

もに、被害者保護の万全を図る。 ― 

事案に応じて危険性、切迫性を検討し

た上、ストーカー規制法に基づく、警告

及び禁止命令等を積極的に講じた。 

○平成30年中の相談件数： 

1,152件（うち男性157件） 

○平成30年中の警告： 

189件（うち女性28件） 

○平成30年中の禁止命令等： 

  37件（うち女性7件） 

警察本部 

生活安全部 

生活安全 

総務課 

ストーカー110番相談事業 

ストーカーに関する相談の専用電話を設置し、女性

警察官等が相談に応じる。(24時間対応) ― 

ストーカー相談に対し、24時間体制で

女性警察官等が親身になって電話対応

し、受理した相談事案は確実に管轄警

察署に引き継ぐ等、適切な措置を講じ

た。 

警察本部 

生活安全部 

生活安全 

総務課 

「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為

等の防止に関する条例」の適切な運用 

「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為

等の防止に関する条例」に基づき、被害者の意思を踏

まえ、反復したつきまとい等に対し適切な対応に努め

るとともに、被害者保護の万全を図る。 

 

 

 

― 

ストーカー事案と同様に事案の危険

性、切迫性を判断し、被害者保護を最優

先とした適切な措置を講じた。 

○平成30年中の相談件数： 

314件（うち男性54件） 

警察本部 

生活安全部 

生活安全 

総務課 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度 

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

オ セクシュアルハラスメント防止対策の推進 

セクシュアル・ハラスメント防止の啓発 

職場におけるハラスメントの防止に向けた啓発を行

う。 

― 

「職場のハラスメント防止・対応ハン

ドブック」の配布 
雇用推進室 

労政課 

特別労働相談会＆セミナーの実施 

ハラスメントのない良好な職場づくりを支援するた

め、相談会と労働環境を取り巻く重要な課題に関する

セミナーを実施する。 

― 

○相談件数423件(セクハラ以外のハ

ラスメントを含む) 

○セミナー 実施回数５回、362人受

講 

雇用推進室 

労政課 

労働法・労働問題「きまえ研修」講師派遣 

労働相談事例を踏まえ、労働契約、労働条件などの

労働法の基本理解や、職場のハラスメント（セクハ

ラ、パワハラ）防止などを図る研修に講師を派遣す

る。 

― 

41回(受講者1,428人) 

(セクハラ以外の内容を含む) 
雇用推進室 

労政課 

各種労働関係啓発冊子の作成・配布、ホームページ

での掲載 

再掲【１－（３）－②－ア】 

(―) 同左 
雇用推進室 

労政課 

労働相談の実施 

再掲【１－（３）－②－ア】 
(―) 同左 

雇用推進室 

労政課 

個別労使紛争解決支援制度の実施 

再掲【１－（３）－②－ア】 
(―) 同左 

雇用推進室 

労政課 

「教職員による児童・生徒に対するセクシュアル・

ハラスメント防止のために」の趣旨の周知徹底 

再掲【１－（３）－②イ】 

（―） 同左 

教育振興室 

高等学校課 

教育振興室 

支援教育課 

市町村教育

室小中学校

課 

職場におけるセクシュアル・ハラスメント、妊娠・

出産・育児休業等に関するハラスメントの防止及び対

応 

再掲【１－（３）－②－イ】  
（―） 同左 

人事局企画

厚生課 

人事局人事

課 

教育振興室

高等学校課 

教職員室教

職員人事課 

人材育成・啓発講座事業 

   再掲【３－（２）－①】 

 

(5,059） 

のうち 

一部事業 

同左 
男女参画・

府民協働課 
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（3）様々な困難を抱える人々への支援 

事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

① 困難な状況を抱える人々の課題解決のための支援の強化 

総合相談事業交付金 

住民の自立支援及び福祉の向上等に資することを目

的に、市町村が地域の実情に沿って取り組む相談事業

を支援及び促進するため、市町村に対して交付金を交

付する。 

262,900 

相談件数：４３５０４件 

人権局 

人権擁護課 

医療安全支援センター運営事業（外国人医療相談事

業） 再掲【２－（３）－⑥】 (212) 同左 

保健医療室

保健医療企

画課 

市町村における地域就労支援事業の実施 

働く意欲がありながら様々な就労阻害要因を抱え、

雇用・就労を実現できないひとり親家庭の親等の就職

困難者を支援。 

272 

○府内市町村（61地域就労支援センタ

ーを開設）で実施。 

○相談者5,551人 

（内訳） 

男性2,747人 

女性2,804人(うちひとり親家庭の親

223人） 

〇就労者数1669人 

（内訳） 

男性836人 

女性833人（うちひとり親家庭の親47

人） 

雇用推進室 

就業促進課 

大阪あんぜん・あんしん賃貸住宅登録制度 

再掲【２－（３）－③－イ】  
(―) 同左 都市居住課 

スクールソーシャルワーカー等活用事業 

学校と福祉をつなぐ専門家としてスクールソーシャ

ルワーカーを府内市町村に派遣し、子どもの生活環境

に働きかけることにより問題行動等の未然防止、早期

対応・解決を図る。 

62637 〇支援ケース：1,241件 

市町村教育

室小中学校

課 

女性のための相談事業 

再掲【２－（３）－②】 → Ｐ78参照 

(18,638) 

のうち 

一部事業 

同左 
男女参画・

府民協働課 

② ひとり親家庭や障がい児への支援 

母子家庭等就業・自立支援センター事業 

母子家庭の母等に対して、職業相談から就業支援講

習会の実施、就職情報の提供など一貫した就業支援サ

ービスや養育費の相談など生活支援サービスを提供す

る。 

17,869 

求職相談者数：287人 

就職者数：77人 

 

就業支援講習会 

受講者数：134人 

子ども室 

子育て支援

課 

母子・父子家庭自立支援給付金事業 

よりよい就業に向けた能力の開発、資格取得など母
26,220 

・自立支援教育訓練給付金：3人 

・高等職業訓練促進給付金：23人 

子ども室 

子育て支援
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

子家庭等の就労のための給付金制度を実施する（福祉

事務所未設置町村所管区域の子ども家庭センター）。 

 

・高等職業訓練修了支援給付金：6人 課 

母子・父子・寡婦福祉資金の貸付 

ひとり親家庭及び寡婦の経済的自立の助成と生活意

欲の助長を図るため、資金を貸し付ける。 

473,124 貸付件数：633件 
子ども室 

家庭支援課 

母子福祉小口資金の貸付 

経済的に困窮する母子家庭及び寡婦に対して、大阪

府母子寡婦福祉連合会を通じ、緊急な場合に小口資金

を貸し付け、自立を支援する。 

― 

新規貸付件数：0件 
子ども室 

子育て支援

課 

母子生活支援施設の指導 

生活上の様々な問題のため、子どもの養育が十分に

できない母子家庭に対し自立援助や子育て支援を行う

母子生活支援施設に対する指導を行うとともに、措置

費等を負担する。（民間１か所） 

 

 

 

― 同左 
子ども室 

家庭支援課 

ひとり親家庭等日常生活支援事業 

母子家庭の母及び父子家庭の父等が自立するための

就学や疾病などにより一時的に介護・保育のサ－ビス

が必要となった場合に、家庭生活支援員を派遣し、又

は家庭生活支援員の居宅等において児童の世話等を行

う。 

2069 家庭生活支援員派遣： 36回 

子ども室 

子育て支援

課 

児童扶養手当の支給 

母子家庭等の生活の安定と自立の促進のため、児童

扶養手当を支給する。 

696,629 
○受給者数：1,156人 

○全部支給停止者：194人 

子ども室 

家庭支援課 

ひとり親家庭医療費助成事業 

ひとり親家庭の医療費について、市町村が実施する

医療費助成事業に対して補助を行う(実施主体：市町

村)。 

○ひとり親家庭の１８歳に達した年度の末日までの子

とその子を監護する父又は母、または、その子を養

育する養育者の入院・入院外に対して補助を行う。

(ただし、児童扶養手当の一部支給の所得制限を準

用) 

○一部自己負担額 

 1医療機関あたり入院・入院外各500円以内／日

（月２日限度） ※１ヶ月あたり自己負担限度額

2,500円 

3,178,436 対象者数：184,063人 

子ども室 

子育て支援

課 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

子ども家庭センターにおける相談・支援 

市及び福祉事務所設置の町において母子・父子自立

支援員を配置。福祉事務所未設置の８町１村について

は、そのエリアを所管する府の子ども家庭センターに

配置された母子自立支援員が相談・就労支援等に対応

するとともに、市町の母子・父子自立支援員のスーパ

ーバイザーとして支援を行う。 

 

 

― 相談件数： 288件 

子ども室 

子育て支援

課 

母子父子福祉推進委員の選任 

地域に大阪府母子・父子福祉推進委員を配置し、母

子家庭の母等に対する相談や関係機関との連絡調整等

を行う。 

― 
母子父子福祉推進委員配置数： 

263名 

子ども室 

子育て支援

課 

ひとり親家庭等生活向上事業 

児童の養育や健康面の不安など、ひとり親家庭が生

活の中で直面する諸課題の解決や親と 

の離死別で不安定な児童の精神的安定を図るため、

地域での生活や自立について総合的な支援を行う。 

2,525 

生活支援講習会等事業 

参加人数：1095人 

土日・夜間電話相談件数：61件 

子ども室 

子育て支援

課 

職業能力開発の支援体制の充実 

母子家庭の母が公共職業安定所長の指示により、職

業訓練を受講する場合に、その期間の生活の安定等に

資するため訓練手当を支給する。 

40,852 
支給人数：3人 

(母子家庭の母の実績) 

雇用推進室 

人材育成課 

市町村における地域就労支援事業の実施 

再掲【２－（３）－①】 
(―) 同左 

雇用推進室 

就業促進課 

女性のための相談事業 

再掲【２－（３）－②】 → Ｐ78参照 

(18,990) 

のうち 

一部事業 

同左 
男女参画・

府民協働課 

重度障がい者医療費助成事業 

重度の障がい者（児）の医療費について、市町村が

実施する医療費助成事業に対して補助を行う。(実施主

体：市町村) 

○１～２級の身体障がい者手帳所持者（児） 

○重度の知的障がい者（児） 

○精神障がい者保健福祉手帳１級所持者（児） 

○特定医療費（指定難病）・特定疾患医療受給者証所持

者（児）で障がい年金（または特別児童扶養手当）

１級該当者（児） 

○中度の知的障がい者（児）で身体障がい者手帳所持

者。 

ただし、障がい基礎年金（全部支給停止）の所得制

11,274,530 対象者数：113,015人 

障がい福祉

室地域生活 

支援課 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

限を準用 

○一部自己負担額 

一つの医療機関あたり入院・入院外各 500円以内／

日※１カ月あたり自己負担限度額3,000円 

 

特別児童扶養手当の支給 

精神又は身体に障がいを有する児童の福祉の増進を

図るため、特別児童扶養手当を支給する。 

 

23,995 
○受給者数：12,886人 

○全部支給停止者：1,267人 

子ども室 

家庭支援課 

障がい児(者)の短期入所事業につき支給される障害

福祉サービス費の負担 

居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由

により、障害者支援施設、児童福祉施設等への短期間

の入所を必要とする障がい者等につき、当該施設へ短

期間入所させ、入浴、排せつ、食事の介護等を行うサ

ービスの利用に対し支給される、障害福祉サービス費

の100分の25を負担する。 

1,352,555 

（障がい

者等を含

む） 

実施市町村数：４３市町村 

障がい福祉

室障がい福

祉 

企画課 

障がい福祉

室生活基盤 

推進課 

 

障がい児等療育支援事業 

在宅の障がい児（者）の地域における生活を支える

ため、療育指導及び相談の技術向上を目的に、障がい

児(者)の療育等を行う事業者に対して機関支援を行っ

ている。 

 

 

 

11,145 

実施団体数：2団体 

人材育成、専門療育相談（研修）件

数： 

6ヵ所 6回 

機関支援（障がい児等療育相談等支

援）件数： 

27ヶ所 33回 

機関支援（重症心身障がい児支援）： 

支援ツールを作成し、研修時配布 2

回 

難聴児支援 72ヵ所  100回 

障がい福祉

室地域生活 

支援課 

補装具費の支給 

身体障がい児の喪失した身体的機能を補填するた

め、補装具費の支給（交付、修理及び借受け）を行

う。(実施主体：市町村) 

529,135 

（障がい

者等を含

む） 

実施市町村数：４３市町村 

障がい福祉

室障がい福

祉 

企画課 

障がい福祉

室地域生活 

支援課 

 

日常生活用具給付等事業(障がい者地域生活支援事

業） 

重度障がい児の日常生活がより円滑に行われるよう

日常生活用具を給付又は貸与する。(実施主体：市町

― 実施市町村数：４３市町村 

障がい福祉

室障がい福

祉 

企画課 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

村) 障がい福祉

室地域生活 

支援課 

重度障がい者訪問看護利用料助成事業 

平成２９年度で事業終了 

重度障がい児等が訪問看護ステーションを利用する

際、その費用を助成する市町村に対して補助を行う。

(実施主体：市町村) 

― ― 

障がい福祉

室地域生活 

支援課 

障がい児に対する各種手当の支給 

①障がい児福祉手当 

重度の障がいの状態にあるため、日常生活におい

て、常時の介護を要する在宅の２０歳未満の者に対

し、手当を支給する。 (実施主体：大阪府、福祉事

務所を有する市町) 

②重度障害者在宅介護支援給付金 

（重度障がい者在宅生活応援制度） 

障がい者の自立と社会参加に向け、重度障がい者と

介護する方々への在宅生活の推進とさらなる応援を

目的として、重度障がい者と同居している介護者へ

給付金を支給する。 

(実施主体：大阪府) 

①11,001 

 

 

 

 

②410,641 

 

①平成30年度実績額 

12,019千円 

 

 

 

②平成30年度実績額 

 409,662千円 

障がい福祉

室地域生活 

支援課 

居宅介護事業につき支給される障害福祉サービス費

の負担 

障がい者等につき、居宅において入浴、排せつ及び

食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生

活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる

援助を行うサービスの利用に対し支給される、障害福

祉サービス費の100分の25を負担する。 

 

― 実施市町村数：４３市町村 

障がい福祉

室障がい福

祉 

企画課 

障がい福祉

室生活基盤 

推進課 

視覚障がい幼児療育指導事業 

就学前の視覚障がい幼児に対し、通所等により適切

な療育を実施するとともに保護者に対して生活上の指

導・助言、研修を行う。 

(大阪府視覚障害者福祉協会へ委託) 

 

5,769 

○通所：      14名 

○研修：      9回 

○電話等相談：   7件 

  

子ども室 

家庭支援課 

障がい児福祉施設等への運営補助 

 障がい児施設の課題に対応し、利用者支援の向上を

図るための経費を施設に対して助成する。 209,430 

①大阪府民間障がい児施設利用者等サ

ービス向上支援事業 

１法人１施設 

 

②医療型障がい児入所施設特別介護加

障がい福祉

室地域生活 

支援課 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

算事業 

8法人9施設 

障がい児支援事業者・施設等への支援 

児童福祉法の規定により、障がい児入所施設及び障

がい児通所施設等において、児童が心身ともに育成さ

れるように支援する。 

12,444,799 

障がい児入所措置：21法人24施設 

障がい児入所支援（契約）：25法人38

施設           

障がい児通所支援：43市町村 

障がい福祉

室地域生活 

支援課 

私立幼稚園等特別支援教育助成 

私立幼稚園及び幼保連携型認定こども園における特

別支援教育の充実を図るため、障がいのある幼児を就園

させている幼稚園に対し、助成を行う。 

1,078,392  助成対象 ：199園 私学課 

障がいのある生徒の高校生活支援事業 

生徒が安心して通える学校づくりを支援するため

に、生徒一人ひとりの障がい等の状況に応じ、学習支

援員、介助員を配置する私立高校等に対し、助成を行

う。 

 

881 助成件数：３件 239千円 私学課 

府立支援学校福祉医療関係人材の活用事業 

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床心理士

を特別非常勤講師として、府立支援学校へ必要に応じ

て派遣し、姿勢保持や移動、作業学習や日常生活動

作、摂食や発音・発声・ことばの獲得等、医学的な側

面からの指導・助言を行う。個別の教育支援計画や個

別の指導計画との関連を図り、自立活動等における個

に応じた指導に活かす。 

7,397 

○理学療法士：26校  ( 362h/年) 

○作業療法士：32校  ( 463h/年) 

○言語聴覚士：33校  ( 509h/年) 

○臨床心理士：37校  ( 1061h/年) 

教育振興室 

支援教育課 

③子育て世帯への支援 

  ア 子育て費用の負担軽減 

私立高等学校・専修学校高等課程の授業料無償化制

度 

大阪の子どもたちが、中学卒業時の進路選択段階

で、私立の高校や高等専修学校についても、自らの希

望や能力に応じて、自由に学校選択できるように、国

の「高等学校等就学支援金」と併せて「私立高等学校

等授業料支援補助金」を交付し、公私の切磋琢磨を促

し、大阪の教育力の向上を図る。 

19,944,565 

【私立高等学校等】 

63,355人 18,209,635千円 

【専修学校高等課程】 

3,335人 889,833千円 

私学課 

私立高等学校・専修学校等の授業料減免助成 

保護者等の失職・倒産などの家計急変による経済的

理由から授業料の納付が困難となった生徒等の修学を

保障する。 

6,231 
【私立高等学校等】 

27人 7,462千円 
私学課 

大阪府育英会奨学金制度 
695,326 

・奨学金資金貸付 23,634人 

・入学時増額奨学資金貸付 4,605人 
私学課 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

教育の機会均等を図るため、向学心に富みながら経

済的理由により、修学困難な生徒等に対し、（公財）

大阪府育英会を通じて奨学金（奨学資金及び入学時増

額奨学資金）の無利子貸付を行う。 

私立中学校等修学支援実証事業 

年収400万円未満の世帯に属する私立小中学校等に

通う児童生徒への経済的支援に関し、授業料負担の軽

減を行いつつ、義務教育において私立学校を選択して

いる理由や家庭の経済状況などについて、実態把握の

ための調査を行う。 

336,100 1,094人 109,308千円 私学課 

国公私立高等学校等奨学のための給付金制度 

国公立高等学校や私立高等学校等に在学する全ての

意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、大阪

府内に在住する低所得者世帯の保護者等に奨学のため

の給付金を支給することにより、授業料以外の教育費

の経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に

寄与することを目的とする。 

【国公立】 

2,335,004 

【私学】 

1,733,469 

【私立高等学校等】 

14,957人 1,366,389千円 

【専修学校高等課程】 

1,329人 118,525千円 

施設財務課 

私学課 

公私立高等学校等就学支援金制度 

親権者（保護者等）の所得等が要件を満たす生徒の

授業料を国が代わって負担することにより、高等学校

等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もっ

て教育の機会均等に寄与することを目的とする。 

【国公立】 

12,993,100 

【私学】 

15,322,433 

【私立高等学校等】 

99,598人 14,639,059千円 

【専修学校高等課程】 

4,855人 860,805千円 

施設財務課 

私学課 

乳幼児医療費助成事業 

乳幼児の医療費について市町村が実施する医療費助

成事業に対して補助を行う。(実施主体：市町村) 

○0～6歳の就学前児童(ただし、3人世帯3,190千円、

4人世帯3,570千円等の所得制限) 

○一部自己負担額 

１医療機関あたり入院・入院外各500円以内／日 

(月2日限度)※1ヶ月あたり自己負担限度額2,500円 

 

 

 

2,822,238 対象者数：202,883人 

子ども室 

子育て支援

課 

児童手当の支給 （旧 子ども手当） 

児童手当法に基づき、次代の社会を担う子どもの健

やかな育ちを社会全体で応援するため、子ども（中学

校修了前まで）を養育している人に手当を支給する。

（実施主体：市町村） 

 

20,515,190 
受給対象児童数 

1,069,125人 

子ども室 

家庭支援課 

新婚・子育て世帯向け家賃減額補助事業 （―） 同左 都市居住課 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

再掲【２－（３）－③－イ】 

イ 女性や子育て世帯等にやさしいまちづくり 

福祉のまちづくりの推進 

 ｢高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関す

る法律（バリアﾌﾘｰ法）｣及び「大阪府福祉のまちづく

り条例｣に基づき、高齢者、障がい者、や妊婦をはじめ

とするすべての人が自由に移動し、社会参加できる福

祉のまちづくりを推進する。 

 

 

8098 
○都市施設の整備の促進 

新設設置の事前協議件数260件 

建築指導室 

建築企画課 

既存府営中層住宅へのエレベーター設置 

既存府営中層住宅における高齢者などの昇降困難者

の利便性・安全性の向上を図るため、エレベーターの

設置されていない中層耐火住宅にエレベーターを設置

する。 

 

 

6,020,723 中層エレベーター設置基数：82基 
住宅経営室 

施設保全課 

府営住宅の団地内バリアフリー化 

団地内の屋外主要道路及び住棟周りの段差につい

て、スロープや屋外手すりを設置する。 

7,134 設置団地数：2団地 
住宅経営室 

施設保全課 

歩車道分離柵設置事業 

府内一円において、歩車道分離柵の設置等を行うこと

により、歩行者の交通安全に努める。 
15,000 

歩車道分離柵を設置し、歩行者が安全

に利用できる歩行空間の整備に努め

た。 

(国)477号 他 98ｍ 

交通道路室 

道路環境課 

園路（生活路）の安全性の確保 

府営公園において、普段から生活路、通学路として

利用されている園路と、駐車場などの照度及び見通し

を確保し、安全性の向上に努める。 

― 

服部緑地等において、見通し確保のた

めの樹木管理を行った 都市計画室 

公園課 

府営公園新ハートフル事業の推進 

再掲【２－（３）－⑤】   
(―) 同左 

都市計画室 

公園課 

まちまるごと耐震化支援事業 

再掲【３－（３）－①－ア】  
(―) 同左 建築防災課 

既存集会所整備（ふれあいリビングの推進） 

府営住宅において、良好な団地コミュニティの形成

によって自治会活動の活性化を図るため、団地内維持

管理活動、サークル活動等を実施する既存集会所の改

修等を行う。 

25,170 改修等実施団地：1団地 
住宅経営室 

施設保全課 

府営住宅の「新婚・子育て世帯向け募集」の実施 

― 

新婚・子育て世帯向け 

募集住宅 

供給戸数 ：1,425戸 

住宅経営室 

経営管理課 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

申込者本人及び配偶者が婚姻後１年以内等の世帯及

び、同居している小学生以下の子どもを含む親子を中

心とした世帯等を対象に、新婚・子育て世帯向け募集

を行う。 

 

府営住宅の「親子近居向け募集」の実施 

募集している府営住宅の近く（府が指定する地域内）

に、親世帯又は子世帯が1年以上住んでいる、当該府営

住宅への入居希望者を対象に、親子近居向け募集を行

う。 

― 
親子近居向け募集住宅 

供給戸数 ：54戸 

住宅経営室 

経営管理課 

府営住宅福祉世帯向け募集制度の活用 

府営住宅の全募集戸数の約６割を別枠で高齢者世

帯、障がい者世帯、ひとり親世帯、単身者世帯などを

対象に福祉世帯向け募集を行う。 

― 
福祉世帯向け募集住宅 

供給戸数 ：2,027戸 

住宅経営室 

経営管理課 

府住宅供給公社住宅における新婚・子育て世帯等を

対象とした「優先申込期間制度」の実施 

婚姻1年以内で、かつ、年齢が共に50歳未満の夫婦

がいる世帯等を対象に、対象団地を募集開始から7日

間、優先的に申込みできる制度を実施する。 

― 集計中 都市居住課 

府営住宅における社会福祉施設などの導入 

建替事業により生み出された用地等において、子育

て支援のための施設等の導入など、地域の福祉ニーズ

に対応した活用が図れるよう、市町村と連携した取り

組みを行う。 

― 用地の売却：４団地 
住宅経営室 

施設保全課 

新婚・子育て世帯向け家賃減額補助事業 

新婚世帯及び子育て世帯の良好な賃貸住宅への入居

を支援するため、新婚世帯及び子育て世帯の家賃減額

の補助を行う。 

300戸予定 （大阪市、堺市を除く。） 

144,085 申込戸数97戸 都市居住課 

大阪あんぜん・あんしん賃貸住宅登録制度 

民間の賃貸住宅に入居を希望している高齢者世帯、

障がい者世帯、外国人世帯及び子育て世帯等の事業対

象者が安心して住宅を探すことができるよう、入居を

拒まない賃貸住宅、不動産の協力店及び制度に賛同い

ただける居住支援法人及び居住支援団体を大阪府が登

録し、インタ-ネットを通じて事業対象者へ情報提供す

る。 

― 

住宅ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ法に基づく登録：5399戸 

協力店：609店舗 

居住支援団体：8団体 

居住支援法人：48法人 

都市居住課 

インターネットを利用した子育てに役立つ情報提供 

（大阪府婚活子育て応援サイトふぁみなび） 

これから結婚を考えている方や、妊娠・子育て中の

― 同左 

子ども室 

子育て支援

課 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

方をサポートするため、行政や団体の情報や支援制

度、取り組み等について情報提供する。 

広域連携・官民連携による子育て応援事業 

（「関西子育て世帯応援事業（まいど子でもカー

ド）」） 

再掲【１－（１）－②－イ】 

（8,634） 同左 

子ども室 

子育て支援

課 

ウ 児童虐待等への対応、子どもの安全安心の確保 

子ども家庭センターの運営 

子どもに関する問題について、家庭等からの相談に

応じ、必要な助言指導を行うとともに、不適切な養育

環境等から保護が必要な児童を施設に入所措置するこ

とにより、児童の権利擁護、健全育成を図る。 

312,632 相談受付件数：32,996件 
子ども室 

家庭支援課 

大阪府要保護児童対策調整機関の調整担当者研修事

業兼大阪府市町村児童家庭相談担当者スキルアップ研

修事業 

市町村調整担当者及び市町村児童家庭相談担当者を

対象に研修を実施することにより、より実践的な知識

及び援助技術を習得することで府民への相談援助の充

実を図る。 

4,472 

 

（1,703） 

研修開催数 11回 

22講座 

子ども室 

家庭支援課 

子ども支援チーム 

学校・市町村のみでは対応が困難な事象に対し、専

門家等からなる支援チームを派遣し、問題解決の支援

を行う。 

― 
○「子ども支援チーム」派遣 

36回 

市町村教育

室小中学校

課 

児童虐待発生予防対策事業 

１．望まない妊娠等の悩みに対応した相談窓口である

「にんしんSOS」を充実して、関係機関と連携し

た支援を行うとともに、妊婦健康診査の受診勧奨

を行う。 

２．養育支援を必要とする家庭への適切な支援が行え

るように、府保健所による市町村の人材育成の支

援を行う。 

３．府保健所及び市町村保健師を対象に、児童虐待に

ついての基本的知識や、ハイリスク児に関する児

童虐待発生予防及び対応について理解するとも

に、組織対応等、専門性の向上を図るための研修

会を実施する。 

４．児童虐待防止医療ネットワーク事業（H29新規事

業） 

  救急告示医療機関が、外傷等で受診する子どもつ

いて児童虐待の早期発見等、医療機関として適切

10,857 

1 にんしんSOS 

○相談件数 1,748人 

○述べ相談件 4,728人 

 

2 人材育成支援 

○実施回数 11保健所32回 

 

3 研修会 

①母子保健活動における児童虐待発生 

予防研修：3回 

②慢性疾患児等ハイリスク児童の理解 

 と虐待発生予防：2回 

③スキルアップ研修会：1回 

○参加（実） 

①63人 ②30人 ③39人 

 

4 医療ネットワーク事業 

保健医療室 

地域保健課 



 
2 健やかに安心して暮らせる社会づくり 

- 60 - 
 

事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

な対応ができるように院内体制の整備を図るため

府内２カ所に拠点病院を設置。拠点病院では、児

童虐待に関する院内体制整備の相談対応、研修会

及び情報交換のための連絡会を開催する。 

○相談・助言：46件 

 研修：7回延べ477人受講 

 連絡会：24回延べ948人参加 

児童虐待防止対策のための広報啓発事業 

児童虐待等の通告先の通知や児童虐待に対する意識

啓発など児童虐待防止対策を強化するための広報啓発

を行う。 

6,069 
児童虐待防止に関するキャンペーンの

実施。 

子ども室 

家庭支援課 

児童虐待再発防止支援事業 

子ども家庭センターのカウンセリング機能の強化を

図るため、精神科医による子ども家庭センター職員へ

の研修を行う。また、死亡事例等重大事案の検証や子

ども家庭センターの業務の点検、助言を行う。 

- 

子ども家庭センター職員等に対し、精

神科医等による研修を実施。 

外部専門家による死亡事例等の検証、

センターの業務点検を実施。 

子ども室 

家庭支援課 

児童虐待対応体制強化事業 

児童虐待通告受理後の児童の安全確認・安全確保を

適切かつ円滑に行うため、警察官OBを府子ども家庭セ

ンターに配置し、児童虐待対応体制を強化する。 

53,122 
6か所の子ども家庭センター全てに警

察官ＯＢを配置。 

子ども室 

家庭支援課 

ＤＶ被害者自立支援(ステップ・ハウス)事業 

再掲【２－（２）－②－ア】   
(―) 同左 

子ども室 

家庭支援課 

学習支援事業 

委託一時保護等児童の学習環境を整備するため、児

童養護施設等での学習支援を実施する。 

26,550 

児童養護施設等に委託一時保護してい

る児童の学習支援を実施。（2,066回/

年） 

子ども室 

家庭支援課 

児童生徒への指導、支援体制の充実（いじめ対応プ

ログラム）等の活用 

いじめ等児童生徒への人権侵害に対する教職員の適

切な対応及び、児童生徒への支援のため、いじめ対応

プログラム等の活用を促進する。 

27,845 

○「いじめ対応プログラム等」を府内

95％以上の小・中学校で教員に周知す

るとともに、活用を推進。 

市町村教育

室小中学校

課 

養育支援訪問事業（旧：育児支援家庭訪問事業） 

若年親、家族関係が不安定な家庭等、養育力が不足

し、かつ自ら積極的に支援を求めない、地域や親戚か

ら孤立しがちな家庭等を対象に家庭訪問等による育児

相談支援を実施することにより児童虐待を防止する。 

- 
実績43市町村※一部、子ども・子育

て支援交付金を活用して実施。 

子ども室 

家庭支援課 

家族再統合支援事業 

専門的な支援・指導プログラムの導入により、子ど

もを虐待してしまった、あるいは虐待をするおそれの

ある保護者に対して子育ての振り返り、具体的な子育

てスキルを知り、家族再統合支援を行う。 
5,853 

虐待やネグレクトにより在宅支援を受

けている、または施設入所中の子ども

と保護者を対象に行う保護者支援プロ

グラムは計148回、子育て不安、孤

立、保護者自身の傷つき体験等を背景

に、子どもを虐待・ネグレクトしてい

る保護者を対象に行う保護者支援プロ

グラム計30回実施。 

子ども室 

家庭支援課 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

児童虐待危機介入援助チームによる援助の実施 

深刻な虐待等、権利侵害の訴えに適切に対応するた

め、法律や小児・児童精神科医療の専門家からなる児

童虐待危機介入援助チームを設置し、子ども家庭セン

ターと連携して、子どもへの援助を行う。 

12,642 活動回数1223回 
子ども室 

家庭支援課 

児童相談ＩＴナビシステム管理事業 

児童虐待事案への適切な対応を図り、進捗管理等を

行うために構築した「児童相談ＩＴナビシステム」の

運用を図る。 

14,680 同左  
子ども室 

家庭支援課 

２４時間、３６５日体制強化、一時保護機能強化及

び夜間・休日電話対応体制強化事業 

子ども家庭センターにおいて、夜間・休日を問わ

ず、児童虐待通告を受理し、対応する体制を整備する

とともに、一時保護児童に適切な支援、教育を実施す

るための学習支援協力員を配置する。 

また、全国共通ダイヤル（１８９）及び虐待通告専用

電話からの夜間・休日の受電業務を委託。 

14,883 
夜間・休日虐待通告受電件数 

2,100件 

子ども室 

家庭支援課 

児童虐待防止対策の推進 

児童虐待事案の早期発見に努め、事件として取り扱うべき

事案は適切に事件化を図るとともに、被害児童を児童相談所

へ確実に通告する等、捜査と保護を連動させた措置を講じ、

被害児童の保護に万全を期する。 

― 

○平成30年中の児童虐待 

 認知件数：6,547件 

 検挙件数： 101件 

 児童相談所等への通告人員：11,119

人 

警察本部 

生活安全部 

少年課 

安全キャンペーンの展開 

「ひったくり」など、犯罪の防止に向け、府民一人

ひとりの防犯意識を高めるため、府域全域にわたる安

全キャンペーンなどの啓発イベントを展開する。 

495 

・大阪府安全なまちづくりキャンペー

ン 

・１０月中に大阪市内５か所、堺市内

２か所、和泉市内２か所で実施 

青少年・地

域安全室 

治安対策課 

「安全なまちづくり」に関する情報の提供 

府民一人ひとりの安全なまちづくりに対する意識啓

発を図るため、ホームページ等を利用して、「安全なま

ちづくりに関する情報」を幅広く提供する。 

― 

・ホームページやキャンペーンを利用

した情報提供 
青少年・地

域安全室 

治安対策課 

ボランティア団体の表彰 

再掲【３－（３）－①－ア】  (―) 同左 

青少年・地

域安全室 

治安対策課 

｢こども110番｣運動の推進 

再掲【３－（３）－①－ア】   

 

(―) 同左 

青少年・地

域安全室 

治安対策課 

警察本部 

生活安全部 

府民安全 

対策課 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

子どもを守る通学路防犯カメラ設置促進事業 

再掲【３－（３）－①－ア】   

 

 

(―) 同左 

青少年・地

域安全室 

治安対策課 

児童買春・児童ポルノ事犯等の悪質な福祉犯の取締り及び

被害少年の保護対策の推進 

児童買春・児童ポルノ法違反、児童福祉法違反等の少年が

被害者となる悪質な福祉犯の取締りを強化し、被害少年に対

する継続的支援活動を推進する。 

― 

○平成30年中の福祉犯の検挙人員：

662人 

 児童買春・児童ポル補の違反の検

挙人員：159人 

○平成30年中に保護した被害少

年：614人 

警察本部 

生活安全部 

少年課 

インターネットに起因する犯罪被害から少年を守るた

めの取組みの推進 

再掲【２－（２）－②－イ】 → Ｐ43参照  

(―) 同左 

警察本部 

生活安全部 

少年課 

大阪府青少年健全育成条例に基づく青少年に有害な

図書類の指定 

書籍、雑誌、ビデオなどのうち、青少年の性的感情

を著しく刺激するなど、青少年の健全な成長を阻害す

ると考えられるものを大阪府青少年健全育成審議会に

諮り、個別指定する。 

 

 

― 

包括指定で対応済みのため、個別指定

は行わなかった。 

青少年・地

域安全室 

青少年課 

青少年に有害な図書類の販売等状況調査等 

青少年の健全育成に大きな影響を与える各種施設の

営業状況等を明らかにし、今後の社会環境整備を進め

る上での基礎資料として活用することを目的として実

施する。 

1,547 

調査対象店舗 3,710店舗 

・図書類販売業者 2,775店舗 

・夜間立入制限施設507店舗 

・図書類等自動販売機 428台 

青少年・地

域安全室 

青少年課 

大阪府子どもを性犯罪から守る条例に基づく子ども

の安全確保に関する啓発 

子どもに対する性犯罪を未然に防止し、その安全を確

保することについて、府民の理解を深めるために必要

な広報その他の啓発活動を推進する。 

― 

・民間企業の協力による啓発 

 防犯ブザー7万個の寄贈を受け、平

成31年度新小学一年生に配付。 

青少年・地

域安全室 

治安対策課 

インターネット上の有害情報にかかる努力義務の普

及啓発 

青少年健全育成条例の趣旨に基づき、青少年がイン

ターネット上の有害情報を閲覧することを防止するた

め、フィルタリングソフトの活用などにより、有害情

報の視聴防止に努めるよう、インターネット上の有害

情報にかかる営業者等及び保護者の努力義務について

普及啓発を行う。 

― 

条例遵守状況調査   

・携帯電話販売店 

112店舗 
青少年・地

域安全室 

青少年課 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

また、携帯電話事業者には、条例遵守状況について

調査を実施するとともに、フィルタリング利用状況に

ついてアンケート調査を実施し、今後の社会環境整備

を進める上での基礎資料として活用する。 

④ 高齢者・障がい者福祉の充実及び就業促進 

  ア 高齢者福祉の充実及び就業促進 

地域福祉・高齢者福祉交付金事業 

地域福祉及び高齢者福祉の分野を対象に市町村が創

意工夫を凝らし、地域の実情に沿った施策の立案、推

進を行うことで、府民のサービス向上を図ることがで

きるよう、当該交付金を市町村に交付する。 

 

957,627 
平成30年度交付確定額 

     998,727千円 

地域福祉 

推進室 

地域福祉課 

高齢介護室 

介護支援課 

認知症高齢者等支援策の充実 

認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れ

た地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることがで

きる社会を実現できるよう、認知症施策推進総合戦略

（新オレンジプラン）に基づき事業を実施する。 

19,351 

（事業展開） 

１ 認知症対策総合支援事業 

 ○認知症対策普及・相談・支援事業 

 ・キャラバン・メイト養成研修(３

回) 

 〇若年性認知症対策事業 

 ・若年性認知症支援コーディネータ

ーの設置 

 ・若年性認知症支援者研修会(247

名) 

 ・企業向け啓発リーフレットの作

成・配布 

 ・若年性認知症支援コーディネータ

ー啓発チラシの作成・配布 

２ 認知症地域医療支援事業 

 ・認知症対応力向上研修（かかりつ

け医、歯科医師、薬剤師、看護職員、

病院勤務の医療従事者）（1,964名） 

 ・認知症サポート医養成研修（101

名） 

 ・認知症サポート医フォローアップ

研修（403名） 

高齢介護室 

介護支援課 

認知症疾患医療センター事業 

高齢者やその家族に対して、認知症に関する正しい

知識を付与し、若しくは相談対応を行う市町村等に対

し、その技術援助を行い、もって地域の認知症高齢者

等の保健医療・福祉サービスの向上を図ることを目的

とし、大阪府知事が指定する認知症疾患医療センター

21,720 

〇専門医療相談 

   件数    13,024件     

  うち鑑別診断 

   件数    2,080件   

〇相談事業 

   相談件数  7,146件  

保健医療室 

地域保健課 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

で行う。 

○認知症疾患医療センター事業の業務内容 

・専門医療相談 

・鑑別診断とそれに基づく初期対応 

・合併症・周辺症状への急性期対応 

・かかりつけ医等への研修会の開催等 

・情報収集・情報提供 

・専門相談の実施 

・困難事例等の個別の高齢者の処遇に係る関係機関

との調整（ケースワーク） 

○認知症疾患医療センター設置病院６か所 

（大阪市・堺市を除く） 

〇研修会等の開催 

   回数     23回 

〇関係機関研修会への講師派遣 

   回数     35回 

地域権利擁護総合推進事業・日常生活自

立支援事業 

〇認知症・知的障がい・精神障がい等により、判断能

力が十分でない方のために地域で相談を受けている関

係機関等を対象として、電話や来所による相談を受

け、助言や情報提供を行う（地域福祉スーパーバイズ

事業）。 

〇日常生活自立支援事業等を行う社会福祉法人大阪府

社会福祉協議会に対する補助を行う。 

27,033 

 

262,329 

○地域支援相談事業 

相談件数 

電話相談  526件 

専門相談   33件 

○日常生活自立支援事業 

実契約件数(利用実績) 

*H30年度末現在       2,650件 

地域福祉 

推進室 

地域福祉課 

市町村等支援事業(広報) 

介護保険に関する府民の理解を深めるため、パンフ

レットの作成や｢府政だより｣等を活用した広報を行

う。 

2,345 

○パンフレット「介護保険制度につい

て」改訂版の作成・印刷を行うととも

に、庁内外の関連団体（736ヵ所）へ

提供した。 

高齢介護室 

介護支援課 

介護サービス基盤の充実 

高齢者が安心して介護サービスを利用できるよう、

介護保険事業者・施設の指定や指導を実施するととも

に、施設整備に対する助成事業や介護支援専門員の実

務研修などを行う。 

・老人福祉施設等整備助成事業 

・介護保険事業者・施設に対する指定・指導・監査 

・介護支援専門員養成・研修事業 

9,450 

(研修事業

のみ） 

 

996,865(施

設整備） 

高齢者が安心して介護サービスを利用

できるよう事業者・施設の指定や指導

を実施するとともに、施設整備に対す

る助成事業や介護支援専門員の更新研

修などを行った。 

施設整備  創設等６ヵ所 

 

介護支援専門員 

・更新研修修了者 4,946人 

 

 

 

高齢介護室 

介護支援課 

高齢介護室 

介護事業者

課 

介護保険苦情処理体制整備運営費補助事業 

介護保険のサービスに関する苦情処理機関である大

阪府国民健康保険団体連合会が行う苦情処理体制の整

9,228 

国民健康保険団体連合会における苦

情・相談件数 

苦情相談件数  304件 

高齢介護室 

介護支援課 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

備及びその運営に要する経費に対し補助する。 

介護保険事業者・施設に対する指定･指導・監査 

介護保険事業者・施設が法令や運営基準等を遵守

し、利用者の立場に立った質の高いサービス提供を行

うよう、事業者･施設に対して指導や監査などを実施す

る。 

 

― 

 

 

 

 

2,992 

 

○指定居宅サービス等事業所 

実地指導  130事業所 

集団指導  615事業者 

監査      9事業者 

 

○介護保険施設 

実地指導   74事業所 

集団指導  356事業所 

監  査    2事業所 

高齢介護室 

介護事業者

課 

福祉サービスに関する苦情解決事業 

福祉サービスに関する苦情を解決するための相談、

助言、事情調査又はあっせん等を行う社会福祉法人大

阪府社会福祉協議会運営適正化委員会の運営に対する

補助を行う。 

 

11,470 
苦情相談件数  1,661件 

（うち あっせん件数0件） 

地域福祉 

推進室 

地域福祉課 

介護人材確保・職場定着支援事業 

○マッチング力の向上事業 

地域関係機関との連携や一般学生へのアプローチを

強化することにより介護業界へのマッチングを図る

とともに、離職者に対する再就職支援を行う。 

○参入促進・魅力発信事業 

福祉・介護分野に関心のある方などを対象にした職

場体験や、教育関係機関と連携を図り福祉・介護の

魅力を発信する。 

〇『介護福祉士になろう！』推進プロジェクト事業 

  特に若者を対象に、介護の仕事への関心を高めイ

メージアップを図るため、介護の仕事の 

「よさ」を具体的にイメージできるような広報・発信

を行う。 

〇介護の研修×おしごとチャレンジ事業 

介護職への第一歩となる介護職員初任者研修の受講

促進を行うことで、介護職員のすそ野拡大を図る。ま

た、職場体験につなげることにより、介護の仕事や介

護現場への正しい理解を深め、着実に職場に結びつけ

る。 

〇介護入門者研修（『介護助手』の育成）事業  

○90,568 

 

 

 

 

○10,543 

 

 

 

○3,708 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○マッチング力の向上事業 

・合同面接会・就職フェア参加者数：

1,241人 

・セミナー 参加者数：1,639人 

 

○参入促進・魅力発信事業 

・職場体験者数：456人 

・インターンシップ：123人 

 

〇『介護福祉士になろう！』推進プロ

ジェクト事業 

2本のプロモーション・ビデオ（「私、

決めた」編、「みんなのプライベー

ト」編）を制作し、YouTubeにて配信

（配信開始：平成31年1月20日） 

【再生回数（平成31年3月31日時

点）】 

・「私、決めた」編60秒       

7,355回 

・「私、決めた」編30秒      

145,472回 

地域福祉 

推進室 

福祉人材・ 

法人指導課 

 



 
2 健やかに安心して暮らせる社会づくり 

- 66 - 
 

事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

 介護未経験者の介護分野への参入のきっかけを作る

とともに、参入障壁となっている介護に関する様々な

不安を払拭するため、介護業務の入門的な知識・技術

の修得のための研修を実施し、介護人材のすそ野を拡

げ、中高年齢者など多様な人材の参入を促進する。 

〇 代替職員確保による実務者研修支援事業 

  介護施設に勤務する介護職員が介護福祉士国家試験

の受験に必要な実務者研修を受講する間の代替職員の

雇用経費の一部を補助することにより、研修を受講し

やすい環境整備を促進する。 

○職員の資質の向上・職場定着支援事業 

市町村が地域の実情に応じて実施する介護人材の定

着支援に向けた取組みや、特に若い世代に向け福祉・

介護への理解促進を図るための事業に対して支援を行

う。 

 

 

 

○15,346 

 

 

 

○1,789 

  

 

 

 

 

 

○14,200 

 

○34,468 

・「みんなのプライベート」編60秒  

1,763回 

 

〇介護の研修×おしごとチャレンジ事

業 

・補助額：880,000円 

・人数：44名（10事業者） 

〇介護入門者研修（『介護助手』の育

成）事業 

・全27回（うち11回は基礎講座の

み） 

・修了者：149人 

 

 

〇代替職員確保による実務者研修支援

事業 

・補助件数：45施設 107名 

 

〇補助市町村等 ５市等 

〇補助実績額 1,568千円 

介護情報・研修センター事業 

介護技術の向上を図り、良質な介護サービスを提供

することができる質の高い人材を安定的に確保・育成

するため、介護・福祉等の専門職員や市町村職員を対

象に福祉用具を活用した研修や介護技術に関する専門

相談等を実施する。 

 

 

 

12,089 

○研修業務 

・市町村職員研修 

１講座、修了者  28名 

・介護・福祉等専門職員研修 

39講座、修了者  1,654名 

○相談業務 

・来所相談 680件 

・電話相談 161件 

〇福祉機器展示：来場者数1,765名 

地域福祉 

推進室 

福祉人材・ 

法人指導課 

 

社会福祉施設職員等研修事業               

 社会福祉施設・事業所職員を対象に、職員の資

質・人権意識等の向上を図り、事業所における福祉人

材の職場定着支援を行うため社会福祉研修を実施す

る。 

2,491 ・参加人数： 10,472人 

地域福祉 

推進室 

福祉人材・

法人指導課 

 

福祉人材センター運営事業 

社会福祉法人大阪府社会福祉協議会を、「大阪府福祉

人材センター」として、府が指定し、事業委託により

福祉・介護の人材に関する情報の収集提供、広報、啓

発、講習会等各種事業を実施する。 

○福祉分野の無料職業紹介事業 

30,340 

・求人・求職相談受付件数 

      10,622件 

・求職登録者数   2,043名 

・職業紹介者数    149名 

地域福祉 

推進室 

福祉人材・ 

法人指導課 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

○広報、啓発事業 

○求人求職者向けセミナー 

○民間社会福祉施設合同求人説明会 

〇就職者へのフォローアップ 

介護福祉士修学資金等貸付事業 

質の高い介護福祉士等の養成確保に努めるため、介

護福祉士及び社会福祉士の資格を目指し、養成施設等

に在学している学生への貸付、介護福祉士実務者研修

受講者への受講資金の貸付、離職した介護人材への再

就職準備金の貸付を社会福祉法人大阪府社会福祉協議

会において実施する。 

 

・介護福祉士・社会福祉士修学資金 

貸付金額：月額5万円 

入学準備金20万円（初回に限る） 

就職準備金20万円（最終回に限る） 

国家試験受験対策費用4万円（1年度あたり、介護

福祉士に限る） 

※生活困窮者に対しては別途生活費の貸付けあり 

・介護福祉士実務者研修受講資金 

貸付金額：20万円上限（1回限り） 

・離職した介護人材の再就職準備金 

貸付金額：40万円上限（1回限り） 

 

― 

貸付者数   

・介護福祉士修学資金   382名 

・社会福祉士修学資金    67名 

・介護福祉士実務者研修受講資金 

             257名  

・離職した介護人材の再就職準備金 

                  72名 

地域福祉 

推進室 

福祉人材・ 

法人指導課 

 

おおさか介護かがやき表彰 

表彰制度を活用して介護保険サービス事業者による

「労働環境・処遇の改善」のための自主的な取組を促

進し、その成果を普及することにより、介護業界のイ

メージアップ及び介護人材の育成や確保・定着率の向

上を図る。 

1,844 
応募事業所数：44法人65事業所 

表彰事業者数：10法人13事業所 

高齢介護室 

介護事業者

課 

地域保健関係職員研修 

府域の保健サービスを充実できるよう府及び市町村

の地域保健関係職員の資質向上を図るための研修を実

施する。 

2,698 

地域保健関係職員研修 

受講延べ人数 1,231人          

受講延べ日数  82日 

健康医療 

総務課 

看護師等修学資金の貸与 

府内の保健師、助産師、看護師、准看護師の確保及

び質の向上に資するため、養成施設に在学する生徒に

対し、修学資金貸与を行う。 

（平成29年度から継続利用者のみ対象） 

○貸与金額〔月額〕 

2,112 

・貸与者数 37人 

 

・貸与金額〔月額〕 

助産師・看護師 31,000円 

准看護師      21,000円 

保健医療室 

医療対策課 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

助産師、看護師 ３１，０００円 

准看護師    ２１，０００円 

一日看護師体験事業 

看護師確保や看護に対する理解を深めてもらうため

高校生［２年生］を対象に府内の病院で実際の看護を

体験してもらう｢一日看護師体験事業｣を実施する。 

― 
・受入病院数  136施設 

・参加者数  1,031名 

保健医療室 

医療対策課 

ナースセンターの運営 

看護職員の長期的かつ安定的な確保を図るため、潜

在看護職員の就労促進を行うとともに、各種講習会を

通し、看護、介護知識の普及等を行う。 

設置場所：大阪府看護協会会館 

委託先 ：(公社)大阪府看護協会 

36,941 

○就業者数 846人 

○再就業支援講習会 

受講者数：計 184人 

○リフレッシュ研修 

受講者数： 163人 

保健医療室 

医療対策課 

高年齢者関係事業 

地域において、高年齢者の雇用を促進するため、商

工会・商工会議所等に働きかけ、企業に対する高年齢

者雇用に関するセミナー等を実施する。 

― 

○セミナー 

開催：9箇所 

○就労イベント（相談会） 

雇用推進室 

就業促進課 

雇用推進室 

労政課 

ＯＳＡＫＡしごとフィールド運営事業 

ハローワークとの一体的運営を行う「ＯＳＡＫＡし

ごとフィールド」において、若年者や就職に課題があ

る方（障がい者、中高年齢者、母子家庭の母親等）な

どのきめ細かなサポートを行い、雇用機会の確保につ

なげる。 

315,654 

○新規登録者数 14,178人 

○就職決定者数 7,103人 

 開催：11箇所 

雇用推進室 

就業促進課 

シルバー人材センター事業 

高年齢者の定年退職後等における就業機会の確保と

社会参加及び生きがいの充実を図るため、臨時的、短

期的又はその他軽易な業務への就業を支援する公益社

団法人大阪府シルバー人材センター協議会に対する指

導・支援を実施する。 

5,895 
会員数 49,726人 

就業率 82.9％ 

雇用推進室 

就業促進課 

 高等職業技術専門校運営費 

40歳以上の中高年齢者を対象とした職業訓練は、指定

管理者（民間事業者）による運営の終了後（平成29年

度末）、民間によるノウハウを活用した柔軟な科目設定

を行うため、民間教育訓練機関に委託した。 

平成29年度で事業終了 

― ― 
雇用推進室 

人材育成課 

イ 障がい者福祉の充実及び就労支援 

障がい者共同生活援助事業につき支給される障害福

祉サービス費の負担 

障がい者が、主として夜間において、共同生活を営

むべき住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介

護その他の日常生活上の援助を行うサービス利用に対

5,891,134 実施市町村数：４３市町村 

障がい福祉

室障がい 

福祉企画課 

障がい福祉

室生活基盤 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

し支給される、障害福祉サービス費の100分の25を負

担する。 

推進課 

都道府県相談支援体制整備事業 

障がいのある方やその家族に障がい福祉サービスの

情報提供や、サービスの利用調整等を行う相談支援の

充実を図るため、市町村や地域の相談支援事業者等に

アドバイザーを派遣し、相談支援体制の充実を図る。 

1,667 アドバイザーの派遣等延べ133回 

障がい福祉

室地域生活 

支援課 

障がい者自立相談支援センターにおける各種業務 

○地域支援課における相談支援業務 

地域における障がい者の相談支援体制等を充実する

ため、障がい者相談支援アドバイザーの派遣及び相

談支援従事者専門コース別研修等の人材育成等を通

じて、障がい者ケアマネジメントを総合的に推進す

る。また、身体障がい者手帳及び療育手帳の交付を

行う。 

○身体障がい者支援課における相談支援業務 

身体障がい者更生相談所業務を行うとともに、来所

が困難な障がい者の専門的相談に応じるため、巡回

相談を実施する。また、高次脳機能障がい及びその

関連障がいに対する支援普及事業（都道府県地域生

活支援事業）を実施する。 

（身体障がい者更生相談所の業務概要） 

［身体障害者福祉法第11条による設置］ 

・専門的相談指導及び判定（医学的・心理学的及び

職能的判定、自立支援医療判定、補装具判定)、巡

回相談、地域リハビリテーション活動の推進、市町

村職員研修、市町村・関係機関との連携・支援、広

報・啓発を実施する。 

○知的障がい者支援課における相談支援業務 

知的障がい者更生相談所の業務を行うとともに、発

達障がいを伴う知的障がいのある方への支援に取り

組む。（知的障がい者更生相談所の業務概要）［知的

障害者福祉法第１２条による設置］ 

・専門的相談指導及び判定（医学的・心理学的及び

職能的判定、療育手帳、生活相談、進路相談等）出

張判定、市町村職員研修、市町村・関係機関（施

設、支援学校等）との連携・支援、広報・啓発等を

実施する。 

13,187 

身体障がい者更生相談所における相談

業務 

○相談件数   11,621件 

来所       11,027件 

巡回            594件 

○判定件数    9,552件 

来所        8,973件 

巡回           579件 

 

知的障がい者更生相談所における相談

業務 

○相談件数    8,021件 

来所  7,574件  

巡回     447件 

○判定件数   6,288件 

来所  5,841件 

巡回   447件 

 

     

障がい福祉

室地域生活 

支援課 

地域権利擁護総合推進事業・日常生活自

立支援事業 
(262,329) 

市町村障がい福祉担当新任職員研修 地域福祉 

推進室 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

再掲【２－（３）－④－ア】 地域福祉課 

福祉サービスに関する苦情解決事業 

再掲【２－（３）－④－ア】 (11,470) 同左 

地域福祉 

推進室 

地域福祉課 

地域生活支援事業 

＜都道府県＞ 

障がい者の自立と社会参加を促進するため、下記の事

業を実施する。 

○高次脳機能障がい及びその関連障害に対する支援普

及事業 

○専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成事業 

・手話通訳者確保事業 

・要約筆記者確保事業 

・盲ろう者向け通訳・介助員確保事業 

○専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業 

・手話通訳者派遣事業 

・要約筆記者派遣事業 

・盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業 

○都道府県相談支援体制整備事業 

＜市町村＞ 

障がい者の自立と社会参加を促進するため、地域の実

情に応じて市町村が選択実施する事業に要する経費を

助成する。 

（事業の種類） 

○意思疎通支援事業 

○日常生活用具給付等事業 

○移動支援事業 など 

― 

＜都道府県＞ 

○高次脳機能障がい及びその関連障が

いに対する支援普及事業 

・高次脳機能障がい支援コンサルテー

ションの実施 

・市町村職員・医療機関職員・福祉事

務所職員等向け研修をそれぞれ1回実

施。 

 障がい福祉サービス事業所職員等向

け研修を2回実施。 

・高次脳機能障がい普及啓発講演会を

実施。参加者296名 

 

○都道府県相談支援体制整備事業 

障がい者相談支援アドバイザーの派遣 

（詳細は、前ページ参照） 

○専門性の高い意思疎通支援を行う者

の養成事業 

・手話通訳者養成研修修了者数 304名 

・要約筆記者養成研修修了者数  29名 

・盲ろう者向け通訳・介助員養成研修

修了者数 

 34名 

○専門性の高い意思疎通支援を行う者

の派遣事業 

・手話通訳者登録者数 245名 

・要約筆記者登録者数 189名 

・盲ろう者向け通訳・介助員登録者数 

466名 

 

＜市町村＞ 

○意思疎通支援事業 

○日常生活用具給付等事業 

○移動支援事業などを選択実施 

障がい福祉

室障がい 

福祉企画課 

障がい福祉

室自立支援

課 

障がい福祉

室地域生活 

支援課 

障がい者就労・生活支援の拠点づくり推進事業 

障がい者の職業的自立を実現するため、身近な地域
11252 

障害者就業・生活支援センター 

18か所 

障がい福祉

室自立支援



 
2 健やかに安心して暮らせる社会づくり 

- 71 - 
 

事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

で、就労面及び生活面での総合的な支援に向けた取組

みを進めるため、府内各障害者就業・生活支援センタ

ーに生活支援を行う生活支援ワーカーを配置する。 

 

課 

障がい者地域医療ネットワーク推進事業 

身近な地域で、障がい者が安心して医療を受けられ

るよう、医療機関の連携を図り、障がい者地域医療ネ

ットワークを推進する。このため、障がい者地域医療

の普及・啓発をはじめ、専門的治療が必要な合併症や

二次障がい等に関する患者紹介等の円滑化、協力医療

機関の拡大を図る。 

0 

○障がい者医療ネットワークの整備・

公表及び情報の更新 

○障がい者医療の普及・啓発のため

「医療と福祉の連携強化のためのシン

ポジウム」を開催 

○大阪府障がい者地域医療ネットワー

ク推進事業実施連絡会研修会を開催 

障がい福祉

室地域生活 

支援課 

相談支援従事者研修事業 

地域における複合的なニーズを有する地域の障がい

者等の生活を支援する相談支援従事者の養成を図る 

4,799 

○専門コース別研修（府直営） 

基幹相談支援センター職員コース他4

コース実施 

修了者数 324名 

○相談支援従事者初任者研修 

（指定研修機関で実施） 

５日間課程 修了者数  809名 

２日間課程 修了者数 1159名 

○相談支援従事者現任研修（指定研修

機関で実施）修了者数  403名 

障がい福祉

室地域生活 

支援課 

発達障がい児者支援に関する取組 

発達障がい児者のライフステージに応じた一貫した

切れ目のない総合的な支援事業 

 

79,321 

○発達障害者支援センター運営事業 

○市町村保健師や幼稚園教諭、保育

士、医師研修や家族支援、事業所への

機関支援等を実施 

保健師研修：受講者数 67名 

幼稚園教諭・保育士研修： 

受講者数520名（基礎講座）、62名

（実践講座） 

医師研修：受講者数 26名、 

フォローアップ研修16名受講 

○家族支援：ペアレント・プログラム

実践研修14名受講 

○機関支援：指定障がい児通所支援事

業者、相談支援事業所等計   82事

業所 

障がい福祉

室地域生活 

支援課 

居宅介護事業につき支給される障害福祉サービス費

の負担 

再掲【２－（３）－②】  

 

― 同左 

障がい福祉

室障がい 

福祉企画課 

障がい福祉
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

 室生活基盤 

推進課 

障がい児（者）の短期入所事業につき支給される障

害福祉サービス費の負担 

再掲【２－（３）－②】  

 

 

(1,352,555） 

（障がい者

等を含む） 

同左  

障がい福祉

室障がい 

福祉企画課 

障がい福祉

室生活基盤 

推進課 

障がい者（児）施設等施設整備事業 

社会福祉法人等が行う障がい者（児）施設、グルー

プホーム等の施設整備及び災害時等において在宅の障

がい者等を長期的に受入れ出来る防災拠点の整備に要

する費用の一部を補助する。 

258,972 

○施設整備補助 

 

創設 5施設  

大規模修繕 68施設 

障がい福祉

室生活基盤 

推進課 

重度障がい者医療費助成事業 

再掲【２－（３）－②】 
11,274,530 （対象者数：113,015人） 

地域生活 

支援課 

重度障がい者等住宅改造助成事業 

重度障がい者等が住みなれた地域で自立し、安心し

て生活できる基盤づくりを推進するため、住宅改造へ

の助成を実施する市町村に対して補助を行う。 

22144 
補助市町村数及び件数 

  21市町 74件 

障がい福祉

室生活基盤 

推進課 

障がい者ホームヘルパー知識習得（居宅介護職員初

任者）研修事業 

介護職員初任者研修修了者及び居宅介護に従事する

ことを希望する方を対象に居宅介護職員初任者研修を

実施し、居宅介護従業者が行う業務に必要な知識と技

術の習得を図る。令和元年度から事業名称の変更及び

受講対象者を拡大。 

2,810 
○居宅介護職員初任者研修 

  修了者 51名 

障がい福祉

室地域生活 

支援課 

ＯＳＡＫＡしごとフィールド運営事業 

再掲【２－（３）－④－ア】  
(315,654) 同左 

雇用推進室 

就業促進課 

⑤ 高齢者・障がい者が暮らしやすいまちづくり 

あいあい住宅の供給 

高齢者をはじめ、誰もが住みやすいように、浴槽部

分の落とし込み、浴室・便所の手すり設置、住戸内部

の段差解消等に加え、3ヶ所給湯方式の採用、洗面所・

便所等の面積拡大等を行った「あいあい住宅」を供給

する。 

1,855,620 

 
供給戸数：0戸 

公共建築室 

住宅設計課 

車いす常用者世帯向け住宅(ＭＡＩハウス)の供給 

入居者の障がいの程度・内容に配慮し、入居者の身

体的特性に基づき、浴槽や便器の選択、手すりの設置

など、細部を設計する特別設計（ハーフメイド方式）

による府営住宅を供給する。 

21,097 供給戸数：0戸 
公共建築室 

住宅設計課 



 
2 健やかに安心して暮らせる社会づくり 

- 73 - 
 

事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

府営住宅福祉世帯向け募集制度の活用 

再掲【２－（３）－①－イ】→Ｐ55参照 
(―) 同左 

住宅経営室 

経営管理課 

府住宅供給公社住宅における高齢者世帯・障がい者

世帯等を対象とした「優先申込期間制度」の実施 

60歳以上の高齢者がいる世帯及び障がい者がいる世

帯等を対象に、対象団地の1階住戸を募集開始から7

日間、優先的に申込みできる制度を実施する。 

― 
1階住戸募集戸数：111戸 

（内、申し込み：32件） 
都市居住課 

サービス付き高齢者向け住宅供給促進事業 

高齢者が安心して暮らしていける住まいの新たな供

給を図るため、経済的側面から入居できない等の高齢

者に家賃減額補助による支援を図る。 

83,256 

供給計画認定戸数（総数） 

42住宅 570戸 

（※新規供給計画認定はH25年度で終

了し、既認定住戸の入居者に対し家賃

減額補助を実施） 

都市居住課 

既存府営住宅の住戸内バリアフリー化（旧高齢者向

けへの改善） 

既存府営住宅の住戸内について、室内段差の解消や

手すりの設置等を行う等、高齢者・障がい者等の負担

を軽減するための住環境の整備を行う。 

818,478 改善戸数：500戸 
住宅経営室 

施設保全課 

既存府営中層住宅へのエレベーター設置 

再掲【２－（３）－③－イ】 
(6,020,723) 同左 

住宅経営室

施設保全課 

車いす常用者世帯向け住宅への改善 

車いす常用者の生活環境の整備を図るため、既存の

府営住宅にスロープ等の設置や浴室・便所等の改善な

どを行う。 

20,666 改善戸数：0戸 
住宅経営室

施設保全課 

府営住宅の団地内バリアフリー化 

再掲【２－（３）－③－イ】 
(7,134) 同左 

住宅経営室

施設保全課 

既存集会所整備（ふれあいリビングの推進） 

再掲【２－（３）－①－イ】 

 

(25,170) 同左 
住宅経営室

施設保全課 

長寿社会に対応した民間賃貸住宅建設への誘導 

あらゆる年齢の健常者も含めて、高齢化に伴い、身

体的機能が低下した場合でも支障なく住み続けられ、

自立した生活を営めるよう配慮した｢長寿社会対応住宅

推進基準｣を設け、住宅金融支援機構を活用して、賃貸

住宅を建設する方で府の定める条件を満たす方に対

し、利子補給を行う。 

― 

利子補給件数：0件0戸 

※繰上償還により平成30年度以降該

当なし。 

都市居住課 

高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業 

高齢者の安全で安定した居住の確保を図るため、高

齢者向け優良賃貸住宅を供給する民間の土地所有者、

地方住宅供給公社等に対し、建設及び改良に要する費

用の一部と家賃の減額に要する費用に対して補助する

719,996 管理戸数：2,745戸 都市居住課 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

ことにより、高齢者が低廉な家賃で入居できる優良な

賃貸住宅の供給を促進する。 

府営住宅資産の活用による「地域の活力創出に向け

たまちづくり」の推進 

地元市町とのまちづくり協議の場等の中で、活用用

地等のまちづくりへの活用について地元市町と協議

し、福祉施設等の導入の検討等を行っていく。 

 

― 

府営住宅の用地を活用した福祉施設等

の導入を推進するため、地元市町との

まちづくり協議の場等のなかで、活用

用地等のまちづくりへの活用について

地元市町と協議を行った。 

住宅経営室 

施設保全課 

住宅経営室 

経営管理課 

公的賃貸住宅のグループホームへの活用 

障がい者の入所施設・精神科病院からの地域移行等

を進め、地域で住み続けられるようにするため、公営

住宅をグループホーム・ケアホームとして活用し、UR

賃貸住宅や公社賃貸住宅などにおいても、グループホ

ーム・ケアホームとしての活用について、関係団体と

連携を図りながら実施する。 

― 

市町営住宅に対し、研修会等を通じ、

グループホームへの活用を促した。 

 また、ＵＲ賃貸住宅や公社賃貸住宅

においても、関係団体との連携を図

り、活用の促進に努めた。 

都市居住課 

福祉のまちづくりの推進 

再掲【２－（３）－③－イ】  
(8,098) 同左 

建築指導室 

建築企画課 

府営公園新ハートフル事業の推進 

新バリアフリー法にもとづき、高齢者や障がい者な

どすべての府民の利用に配慮した公園施設の改修を行

う。 

― 
山田池公園等において、園路の改修を

行った。 

都市計画室 

公園課 

高等学校福祉対策整備事業 

｢福祉のまちづくり条例｣の整備基準に基づき、府立

高等学校２校にスロープや階段手すりの設置、便所の

改修等の施設整備を行う。 

また、１校にエレベーターの設置のための実施設計を

行い、３校の老朽化したエレベーター更新の実施設計

を行う。 

48,614 

〇総合対策工事：2校（設計のみ） 

〇エレベーター整備工事等 

・整備工事：1校 

・更新工事：3校 

施設財務課 

支援学校福祉対策整備事業 

「福祉のまちづくり条例」の整備基準に基づき、府

立支援学校にスロープや階段手すりの設置、便所の改

修等の施設整備を行う。 

52,475 

○総合対策工事 

・整備工事：2校 

・実施設計[29年度整備予定校]：1校 
施設財務課 

⑥ 複合的に困難な状況に置かれている人々への対応・支援 

医療安全支援センター運営事業（外国人医療相談事

業） 

医療相談事業の一環として在日外国人の方に対して

の医療相談事業を実施している。 

 

― H29年度で事業終了 

保健医療室 

保健医療 

企画課 

外国人情報コーナー 

再掲【３－（４）－①】 
（20,000) 同左 

都市魅力 

創造局国際課 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

外国人女性に対する相談・一時保護体制の充実 

婦人保護事業の観点から、外国人女性を対象と

した相談事業を女性相談センターで実施する。ま

た、必要に応じて一時保護を行う。 

○相談時間：午前９時～午後８時（祝・年末年始

を除く） 

※DV電話相談は年中24時間 

※通訳者が必要な場合 

月～金：午前９時～午後５時３０分 

― 

○相談件数 

電話相談：59件 

来所相談他：6件 

○一時保護件数：16件 

子ども室 

家庭支援課 

女性相談 

センター 

人権教育推進計画に基づく施策の推進 

○人権教育推進懇話会：人権施策推進審議会との機能

統合により平成29年度に廃止 

○人権教育教材の普及、活用 

 

1,667 

人権教育推進計画に基づく施策の推進 

○人権教育教材の普及 

 既存の人権教育教材をホームページ

に掲載するとともに、希望者に対して

は冊子を送付 

人権局 

人権企画課 

総合相談事業交付金 

再掲【２－（３）－①】 
( 2 6 2 , 9 0 0 ) 同左 

人権局 

人権擁護課 

性性的マイノリティの人権問題についての理解増進

に向けた取組 

 

○人権白書「ゆまにてなにわver.34」への掲載 

 （解説編：墨字版：40,000部、点字版：150部） 

○（仮称）府民向けセミナー、当事者等による交流会 

○（仮称）性的マイノリティ理解増進等ガイドブック 

○府職員研修 

 

 

4.426 

性的マイノリティの人権問題について

の理解増進に向けた取組 

 

○人権白書「ゆまにてなにわver.33」

への掲載 

 （解説編：墨字版：40,000部、点字

版：150部） 

○当事者対談誌「自分を生きる」発行

（10,000部） 

○府民向け講演会 

 「はるな愛講演会～一人ひとりの個

性があって、えぇねんで！～」 

  ①平成30年10月13日（和泉シ

ティプラザ 380名） 

  ②平成31年3月23日 （松原市

文化会館   585名） 

○府職員研修 

 基礎：８部局等（計10回） 

 専門：幹部職員向け：ＬＧＢＴハラ

スメント防止（2回） 

    一般職員向け：当事者に対す

る配慮、支援（2回） 

○大学生との協働による啓発コンテン

ツの制作 

人権局 

人権企画課 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

 学生企画による啓発動画を制作し、

人権週間（12/4～10）において、 

 府立中之島図書館で放映 

○行政文書における性別記載の点検・

見直し 

 庁内全ての部局等を対象に実施。全

体として203件（約55％）の文書 

 について削除又は工夫した（予定分

を含む） 
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女性なた目の 

 

（１）子どもの頃からの男女共同参画意識の啓発 

事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度 

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

①子どもの頃からの男女共同参画意識の理解の促進 

  ア 男女平等を進める教育・学習の推進 

｢小・中学校及び府立学校における男女平等教育指

導事例集｣の活用 

再掲【１－（３）－②－ア】 
（―） 同左 

教育振興室 

高等学校課 

教育振興室 

支援教育課 

市町村教育室 

小中学校課 

｢人権教育基本方針｣・｢人権教育推進プラン｣の具

体化 

平成３０年３月に大阪府教育庁が改訂した｢人権

教育基本方針｣並びに｢人権教育推進プラン｣を踏ま

えて、男女平等教育を推進する。 

― 同左 
人権教育 

企画課 

市町村教育委員会に対する指導・助言事項の徹底 

再掲【１－（３）－②－ア】 
（―） 同左 

市町村教育室 

小中学校課 

教職員室 

教職員人事課 

府立学校に対する指示事項の徹底 

再掲【１－（３）－②－ア】 

（―） 同左 

教育振興室 

高等学校課 

教育振興室 

支援教育課 

教育振興室保

健体育課 

教職員室教職

員人事課 

教職員室福利

課 

キャリア教育の推進 

再掲【１－（２）－②】 
（―） 同左 

教育振興室 

高等学校課 

３ 全ての世代における男女共同参画意識の醸成 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度 

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

生徒・学生などを対象としたライフデザインセミ

ナー 

女性のライフイベント時の対応方法等含めた「働

き方・生き方」について理解を深めてもらうととも

に、就業への意欲を高めてもらうセミナー等を開催

する。 

 

 

 

140 

〇学生等を対象に、ライフデザインセミナ

ー、若者と社会人の交流会を開催した。 

・高校・大学等でのライフデザインセミナ

ー３カ所 

・若者と社会人の交流会の開催２回（9月、

3月） 

男女参画・府民

協働課 

教員に対する研修 

教員を対象とした研修に、教員のキャリアステー

ジに応じて男女共同参画の視点を取り入れた研修を

行う。 

― 

○小・中学校初任者研修 

参加人数：535人 

○小・中学校10年経験者研修 

参加人数：603人 

○小・中学校人権教育研修 

参加人数：72人 

○高等学校初任者研修 

参加人数：182人 

○高等学校10年経験者 

研修参加人数：215人 

○府立学校人権教育研修 

参加人数：56人 

○支援学校初任者研修 

参加人数：165人 

○府立支援学校10年経験者研修 

参加人数：126人 

○府立学校人権教育研修 

参加人数：15人 

○新規採用養護教諭研修 

参加人数：33人 

○養護教諭10年経験者研修 

参加人数：43人 

教育センター 

教育振興室高

等学校課 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度 

予算額 

（千円） 

平成30年度実績 担当課 

校長・教頭に対する研修 

学校運営における校長・准校長や教頭の役割の重

要性を考慮し、小・中・高等学校及び支援学校の校

長・准校長及び教頭を対象とする研修において女子

差別撤廃条約の趣旨を踏まえ、男女平等教育を推進

し、校内業務における固定的な性差観の解消及び男

女共同参画について啓発する。 
― 

○小・中学校リーダーシップ養成研修１ 

参加人数：173人 

○小・中学校リーダーシップ養成研修２ 

参加人数：118人 

○小・中学校長人権教育研修 

参加人数：889人 

○小・中学校教頭人権教育研修 

参加人数：899人 

○府立学校校長研修 

参加人数：210人 

○府立学校教頭研修 

参加人数：260人 

教育センター 

男女平等教育に関する図書、ビデオ等の情報収集 

男女平等教育を推進するために必要な図書、資料、

ビデオ等の収集 

を行う。 

 

― 

○男女平等に関する図書冊数： 

296冊(平成28年3月現在)  

299冊（平成29年3月現在） 

301冊（平成30年3月現在） 

301冊（平成31年3月現在） 

教育センター 

  イ 家庭・地域等における男女平等に関する教育・学習の推進 

幼稚園教諭・保育教諭・保育士等に対する研修会 

幼稚園・幼保連携型認定こども園新規採用教員研

修、就学前人権教育研究協議会において男女共同参

画の視点を取り入れた研修を行う。とりわけ、遊び

の内容や玩具・教材等の中に性別役割意識を助長す

ることのないように働きかける。 

 

 

95 

＜公立＞＜私立＞ 

○幼稚園新規採用教員研修及び幼保連携

型認定こども園新規採用教員研修： 

参加人数：206人 

○就学前人権教育研究協議会Ａ： 

参加人数：313人 

〇幼児教育アドバイザー育成研修第７回： 

参加人数：269人 

教育センター 

市町村教育室 

小中学校課 

私学課 

子ども室子育

て支援課 

社会教育行政職員に対する研修 

社会教育行政職員を対象に男女共同参画について

の啓発を行い、女性の様々な分野への参画を促す講

座を企画するよう働きかける。 

 

429 

(一部) 

○人権教育セミナー 

参加人数： 27人 市町村教育室 

地域教育 

振興課 

ＰＴＡ指導者研修 

再掲【１－（２）－①－オ】 

 

 

（―） 同左 

市町村教育室 

地域教育 

振興課 

ＰＴＡ指導者への資料等の提供 

再掲【１－（２）－①－オ】 

 

 

（―） 同左 

市町村教育室 

地域教育 

振興課 
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（２）男女共同参画意識の醸成 

事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度 

予算額 

（千円） 

30年度実績 担当課 

①身近な問題として、理解と共感を広げる取組みの推進 

人材育成・啓発講座事業 

男女共同参画社会について正しい理解と認識を深

めるため、人材育成研修や啓発講座を実施する。 

○男女共同参画施策に携わる市町村職員等を対象と

した基礎研修・応用研修 

○学校教職員を対象とした研修 

○企業人事担当者等を対象としたハラスメントなど

の研修 

○府民を対象とした喫緊の課題をテーマとした啓発

講座 

 

 

 5,059 

のうち 

一部事業 

○男女共同参画施策に関わる市町村職員

のための研修（STEPⅠ・STEPⅡ他） 

参加者数：延べ167人 

○学校教職員向け研修 

参加者数：延べ274人 

○企業人事担当者向け講座 

参加者数：101人 

○府民向け講座  

参加者数：延べ204人 

男女参画・府民

協働課 

「男女いきいき」事業者登録・認証・表彰制度 

再掲【１－（２）－①－ウ】  

（414） 

のうち 

一部事業 

同左 
男女参画・府民

協働課 

男女共同参画週間における啓発 

府内市町村と連携しながら、男女共同参画週間を

中心に男女共同参画社会の実現に向けた啓発を実

施。 

 

― 同左 
男女参画・府民

協働課 

各種広報媒体による男女共同参画に向けた啓発 

広報媒体を通じて男女共同参画社会の実現に向け

た広報・啓発を行う。 

 

 

 

― 

・府政だより   3件 

・Facebook    5件 

・メルマガ    4件 

・Twitter         1件 

・大画像     1件 

府政情報室 

広報広聴課 

②オピニオンリーダー層への意識啓発 

ＯＳＡＫＡ女性活躍推進事業 

再掲【１－（１）－①－ア】 

 

 

(4,619) 同左 
男女参画・府民

協働課 

③多様な選択を可能とする教育・学習機会の確保 

  ア 自己実現を可能にする学習機会の確保 

 人材育成・啓発講座事業 

   再掲【３－（２）－①】 

（5,059） 

のうち 

一部事業 

 

 

同左 
男女参画・府民

協働課 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度 

予算額 

（千円） 

30年度実績 担当課 

  イ 女性のエンパワーメントとチャレンジのための能力開発、学習機会の充実 

女性のための相談事業 

女性が直面している様々な問題について、相談カ

ウンセリング、ＤＶ被害者のためのサポートグルー

プ、法律相談の実施等を通じ、女性の自立と主体的

な生き方をめざすための必要な援助と解決のための

サポートを行うほか、相談窓口情報の情報提供など

を行う。 

18,990 

○面接相談：1,382件 

○電話相談：2,353件 

○ＤＶ被害・性暴力被害に悩む女性のため

の法律相談：12回 29件 

○ＤＶ被害者のためのサポートグループ 

：12回 61名参加 

男女参画・府民

協働課 

市町村における相談事業への支援 

市町村における女性相談の相談員等を対象に、相

談対応力の向上のための研修やブロック会議等を開

催する。 

18,990の

一部 

○市町村ブロック会議開催：７回 

〇市町村相談員研修（1回）・スキルアップ

研修（2回）の開催 

男女参画・府民

協働課 

人材育成・啓発講座事業 

再掲【３－（２）－①】  

（5,059） 

のうち 

一部事業 

同左 
男女参画・府民

協働課 

ドーンセンター情報ライブラリーの運営 

再掲【３－（２）－⑥】  

(8,720) 

のうち 

一部事業 

同左 
男女参画・府民

協働課 

④男性に対する男女共同参画意識の醸成 

労働時間短縮の促進 

再掲【１－（１）－①－イ】  
(―) 同左 

雇用推進室 

労政課 

人材育成・啓発講座事業 

再掲【３－（２）－①】  

（5,059） 

のうち 

一部事業 

同左 
男女参画・府民

協働課 

育児体験教育の実施 

「男女が協力して家庭生活を築いていく意識と責

任を持たせる｣という理念のもと、指導にあたって

は、乳幼児との触れ合いや交流の機会等の体験的な

活動を推進していく。 

― 

教科「家庭」の授業等において、学校や地

域の実態等に応じて、乳幼児との触れ合い

などの実践的な活動を取り入れるよう努

めている。 

教育振興室 

高等学校課 

産官学協働女性活躍推進事業 

（平成30年度からＯＳＡＫＡ女性活躍推進事業） 

再掲【１－（１）－①－ア】  

(4,619) 同左 
男女参画・府民

協働課 

男性相談マニュアル及び男性相談員育成プログラ

ムの活用促進 

様々な困難を抱える男性を対象とした相談支援体

制の整備を図るため、大阪府・市町村配偶者からの

暴力対策所管課長会議等の場を通じ、「男性相談マ

ニュアル及び男性相談員育成プログラム」の活用を

周知するとともに、男性相談事業の実施を働きかけ

る。 

― 

○市町村所管課長会議等を通じて、「男性

相談マニュアル及び男性相談員育成プロ

グラム」の活用を周知した。 

男女参画・府民

協働課 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度 

予算額 

（千円） 

30年度実績 担当課 

⑤女性の人権を尊重した表現の推進 

「男女共同参画社会の実現をめざす表現の手引｣

の活用 

「男女共同参画社会の実現をめざす表現の手引」

を府内市町村や庁内各部局に配布するなど、大阪府

が発行する刊行物等について男女平等に立った表現

の推進を図る。 

― 同左 
男女参画・府民

協働課 

メディアを使用した風俗関係事犯の取締り 

メディアを使用したわいせつ事犯に対する取締り

を推進する。 

― 

 

同左 

警察本部 

生活安全部 

保安課 

⑥男女共同参画に関わる調査・研究、情報の収集・提供 

府民意識調査結果の周知 

調査結果をホームページに掲載し、男女共同参画

の現状を府民に広く示す。 

― 同左 
男女参画・府民

協働課 

男女共同参画にかかる調査・研究に関する検討 

 府民意識調査の調査手法など、男女共同参画にか

かる調査・研究に関して検討を行う。 

― 同左 
男女参画・府民

協働課 

ドーンセンター情報ライブラリーの運営 

 男女共同参画関係の図書・資料・ＡＶ資料等の収

集・閲覧・貸出サービスを行うほか、図書資料等に

関する情報相談に応じる。 

 また、「人材情報データベース」を管理運営する

とともに、資料の展示、女性就労支援コーナーの運

営（起業や仕事に関する相談窓口の情報提供含む）

などの事業を行う。 

8,720 

のうち 

一部事業 

女性に関する情報を幅広く収集・整理・加

工し、データベース化するとともに、これ

らを活用して、多様な情報ニーズに的確に

対応した情報提供を行った。 

○図書等の貸出し：10,339件 

○情報相談   ：4,925件 

○ホームページ（トップページ） 

アクセス件数：311,263件 

○メールマガジン登録者数： 

1,092名(30年3月末) 

男女参画・府民

協働課 

 
（３）地域活動への参画促進 

事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度 

予算額 

（千円） 

30年度実績 担当課 

① 地域における男女共同参画の促進 

ア 自治会等地域活動における男女共同参画の推進 

みどりづくり推進事業 

市街地のみどりを増やしていくために、民間団体

等が行う緑化活動に対し助成を行う。 

4,000 活動助成＝2件 
みどり推進室

みどり企画課 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度 

予算額 

（千円） 

30年度実績 担当課 

地域緑化推進事業 

住民が協同して行う植樹活動に対して緑化樹を配

布による植樹し府民参加によるみどりづくり運動を

推進する。 

18,225 1,716本 
みどり推進室

みどり企画課 

環境保全基金事業 

○環境保全活動に対する補助 

民間団体が実施している、他の模範となる環境保

全活動に対して補助を行う。 

○「おおさか環境賞」の表彰 

他の模範となる豊かな環境づくりに向けた活動に

取り組み、顕著な功績のあった個人、団体、事業

者を顕彰する。 

2500 

 

 

11 

 

○環境保全活動に対する補助 

採択事業団体：８団体 

 

○「おおさか環境賞」の表彰 

表彰団体：15団体 

(大賞１、準大賞１奨励賞１、協働賞12) 

エネルギー 

政策課 

みんなで育てる花いっぱいプロジェクト 

小中学校等に土と種や苗を支給し、府の技術支援

の下学校内で子どもたちが花を育てていくプロジェ

クトを実施。育苗後の花の一部は学校緑化に利用、

残りを府が管理する道路などの公共空間の緑化に利

用。 

2,500 

小中学校等43校にて実施。 

約45,000株を育苗、約3,800人が参加。 

都市計画室 

公園課 

水辺の学校 

「水辺の学校」は小学校の「総合的な学習の時間」

における環境学習に対する支援の一貫として、身近

な川の水環境に関心を持ち、生き物を大切にする気

持ち、自ら学ぼうとする姿勢や探究心を身に付けて

もらうことを目的として、ボランティア、専門家、

府、市、学校が一体となって取り組んでいるプログ

ラム。 

― 

○全24校で開催し、2,490名が参加。 

 

 

河川室 

河川環境課 

「私の水辺」大発表会 

地域の大人（ＮＰＯ、地域住民など）のサポート

により、子ども達の水辺活動の発表の場や水辺での

活動体験の場を設けることによって、「水辺」への

関心・「水辺」に関わる方々の交流を深めていただ

くとともに、水辺活動の継続・発展、地域ぐるみで

“共につくり、守り、育てる”「水辺」づくりの広

がりをめざす。 

― 

○7地域（北部、北河内、中河内、南河内、

泉北、泉南、中央）で地域別交流会を実施。 

○約90団体（約5,000人）が参加 

 河川室 

河川環境課 

中環をきれいにする日 

道路の美化啓発運動の一環として、昭和60年度よ

り毎年9月に大阪の大動脈に例えられる、府道大阪

中央環状線を地元自治会やボランティア、関係企業

の皆さんのご協力を得て、歩道の清掃や啓発活動を

実施。 

― 

平成30年9月20日 

平成30年10月19日に開催 

協賛企業 5社 

 

清掃活動参加者数 約1,000人 

交通道路室 

道路環境課 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度 

予算額 

（千円） 

30年度実績 担当課 

アドプト活動の支援 

府民自らが公共施設に愛着を持って育むアドプト

活動（ロード・リバー・シーサイド等）の支援を行

う。 

2,991 

・懇話会における専門家の意見等を受け、

アドプト・プログラム・ルールブックを作

成 

事業管理室 

笑働ＯＳＡＫＡの推進 

インフラというフィールドを活用し、地域や住民

と連携・協働することで、笑顔あふれる大阪を実現

するため、笑顔と感謝をキーワードとする「笑働

OSAKA」を推進。 

578 

・地域力再生に向け、多様な主体による活

動の連携を促進。・笑働OSAKAの様々な活

動についてＨＰ、ブログ、facebookによ

り情報を配信 

事業管理室 

教育コミュニティづくり推進事業 

「学校支援活動」「おおさか元気広場」「家庭教

育支援」の3つの活動を、各地域の課題やニーズに

応じて市町村が実施することにより、教育コミュニ

ティづくりの一層の推進を図る。 

（実施主体：市町村） 
62,744 

○学校支援活動の実施 

・127／198中学校区で事業を活用（全中

学校区において実施） 

※政令市・中核市を除く 

○おおさか元気広場の実施 

・371／394小学校区で事業を活用（全小

学校区において実施） 

※政令市、中核市を除く 

〇家庭教育支援の実施 

・16市町で事業を活用 

市町村教育室 

地域教育 

振興課 

少年健全育成ネットワーク制度 

少年サポートセンターを窓口にして、学校、児童

相談所等の関係機関をはじめ、少年補導協助員や保

護司等の民間ボランティア、ＰＴＡ、熱意のある地

域住民の方々で構成し、地域の中で問題になってい

る少年問題の情報・意見交換を行い、対応方針等に

ついて検討。また、必要により少年健全育成サポー

トチームを結成し、その解決を図る。 

― 

○地域の中で問題になっている少年問題

について、学校、教育委員会等の関係機関

をはじめ、少年警察ボランティア、ＰＴＡ、

保護司、管轄警察署等が連携して少年健全

育成サポートチームを結成し、問題解決を

図った。 

警察本部 

生活安全部 

少年課 

地域ふれあい事業 

少年の地域社会への連帯意識の醸成や非行防止のため、

関係機関、団体と協働し、少年警察ボランティアや継続補

導少年、地元中学生等の参加を得て、農業体験や料理教室

のほか落書き消し・清掃等の活動を実施する。 

― 

○中学生や学生ボランティアをはじめ、地

域住民等の参加を得て、農業体験、環境美

化活動等を実施し、非行防止、地域社会へ

の連帯意識及び規範意識の醸成を図った。 

警察本部 

生活安全部 

少年課 

交番･駐在所連絡協議会 

交番･駐在所ごとに協議会を設置し、交番等の警察

官が地域住民の代表と地域の治安に関する問題の協

議や意見交換を行い諸活動に反映することで、地域

社会と協力し、安全で平穏な地域社会の実現を図る。 

― ○平成30年中の開催件数：852回 

警察本部 

地域部 

地域総務課 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度 

予算額 

（千円） 

30年度実績 担当課 

まちぐるみ子ども安全対策事業 

警察ＯＢ37名をスクールサポーターとして雇用

し、小・中学校、市町村教育委員会等への訪問活動

を通じた非行事案等についての相談の受理又は情報

収集並びに小・中学校に対する助言及び指導を行う

とともに、子どもの安全見まもり隊の結成及び具体

的な活動方法の指導等を行う。 

また、あいりん地区の通学路対策として、警察Ｏ

Ｂ２名を西成こども安全コーディネーターとして雇

用し、新今宮小学校区において、子どもの安全見ま

もり隊等の活動に関する指導を行う等見まもり活動

の継続・活性化を促すほか、地域住民、事業者、自

治体、学校等の関係機関に対する各種働き掛け、子

どもや教職員等に対する防犯教室、防犯訓練等を行

う。 

99,571  

子どもや教職員等に対する防犯教室、防

犯訓練を行い防犯意識の向上を図り、小・

中学校に対する助言及び指導を行い少年

非行防止を図った。 

また、「あいりん地域を中心とする環境整

備の取組み（府・市と共同）」により、安

全対策事業の活性化、防犯意識の向上につ

ながった。 

 

 平成30年度の支援活動 

 巡回指導（小学校） 12,120回 

     （中学校）  5,856回 

 相談受理       4,352回 

 見まもり活動     6,912回 

警察本部 

生活安全部 

府民安全 

対策課 

警察本部 

生活安全部 

少年課 

警察本部 

警務部警務課 

大阪府子どもを性犯罪から守る条例に基づく子ど

もの安全確保に関する啓発 

再掲【２－（３）－③－ウ】 → Ｐ60参照 

― 同左 

青少年・ 

地域安全室 

治安対策課 

地域安全センター設置加速化事業 

（平成２８年度で事業終了） ― 

平成28年度6市町30団体に対し活動物品

の補助を行った。 

青少年・ 

地域安全室 

治安対策課 

｢こども110番｣運動の推進 

地域の子どもたちは地域で守り、子どもたちが安

心して暮らせる環境を確保するため、市町村をはじ

め、関係機関や企業・団体の協力を得て、「こども

１１０番」運動を府内各地で幅広く推進する。 

（事業主体：青少年育成大阪府民会議) 

警察では、各種防犯教室、防犯訓練等で、「こども

110番」運動の周知を図るなど積極的に支援する。 

― 

・こども110番運動 

（平成31年４月末現在） 

「こども110番の家」協力家庭数 

169,140軒 

「動くこども110番」協力台数 

116,928台 

○警察では、各種防犯教室、防犯訓練等で、

「こども110番」運動の周知を図るなど積

極的に支援した。 

青少年・ 

地域安全室 

治安対策課 

警察本部 

生活安全部 

府民安全 

対策課 

少年非行防止活動ネットワーク(少年補導センタ

ー)構築促進事業 

少年非行の防止と少年が犯罪に巻き込まれること

を防ぐことを目的として、地域のボランティア等に

よる、少年非行防止活動ネットワークの構築を促進

する。 

― 

○構築市区町村数  

32市24区9町1村 

○研修会       35回 

○同行指導     15回 

青少年・ 

地域安全室 

青少年課 

子どもを守る通学路防犯カメラ設置促進事業 

平成２８年度で事業終了。 
― 

・補助事業の創設 

平成28年度中、5市町で創設。 

平成28年度末現在、37市町でカメラの補

助事業が創設済み。 

青少年・ 

地域安全室 

治安対策課 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度 

予算額 

（千円） 

30年度実績 担当課 

地域福祉・高齢者福祉交付金事業 

再掲【２－（３）－④－ア】  

  同左 

地域福祉 

推進室 

地域福祉課 

高齢介護室 

介護支援課 

大阪府福祉基金地域福祉振興助成金 

府民が自主的に行う福祉ボランティア活動や地域

福祉活動に助成する。 

55,000 助成対象団体 64団体 

地域福祉 

推進室 

地域福祉課 

高齢者地域活動促進事業 

高齢者の地域活動を促進するため、地域の老人ク

ラブの活動を支援する市町村に対し補助金を交付す

る。また、大阪府老人クラブ連合会が行う健康づく

り支援事業や老人クラブ会員の資質の向上を図るた

めの事業に助成する。 

85,915 

35市町村 

  78,951 

府連合会

助成金 

 6,964 

老人クラブ活動事業費補助 

36市町村 

   81,740千円 

府連合会助成金 

    6,964千円 

高齢介護室 

介護支援課 

アクティブシニアがあふれる大阪事業 

平成29年度で委託事業終了 
― 同左 

高齢介護室 

介護支援課 

広域連携・官民連携による子育て応援事業（「関

西子育て世帯応援事業（まいど子でもカード）」） 

再掲【１－（１）－②－イ】 

(8,634) 同左 
子ども室 

子育て支援課 

食生活改善地域推進事業 

再掲【２－（１）－①－ア】 
(279) 同左 

健康推進室健

康づくり課 

食育推進事業 

再掲【２－（１）－①－ア】 
(2,639) 同左 

健康推進室健

康づくり課 

まちまるごと耐震化支援事業 

府が定めた一定の基準を満たした工務店等の民間

事業者、自治会等の地域、行政が一体となって耐震

化の普及啓発から耐震診断・設計・改修工事に取り

組む。 

― 3市33自治会 建築防災課 

ボランティア団体の表彰 

地域における安全なまちづくりを推進するため、地

域で安全なまちづくりに熱心に取り組んでいる防犯

ボランティア団体を表彰し、防犯ボランティア活動

の活性化を推進する。 

― 

・9団体に表彰授与（10月） 

子どもの安全見守り活動や青色防犯パト

ロールなどを実施する団体に対して表彰

を行った。 

青少年・ 

地域安全室 

治安対策課 

地域活動支援アドバイザー 

地域力再生に取り組んでいる市町村、地域団体等を

支援するため、地域活動に関する知識やノウハウを

有する方々を「地域支援アドバイザー」として紹介

する。 

― 紹介数： 0 
男女参画・府民

協働課 
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事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度 

予算額 

（千円） 

30年度実績 担当課 

特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）認証等管理事

業 

保健・医療・福祉、まちづくり、子どもの健全育

成等20分野に該当する活動を行う団体について、特

定非営利活動促進法に基づき、特定非営利活動法人

の設立認証等を行う。 

39,469 

特定非営利活動法人 

申請数：1 

認証数：1 

認定特定非営利活動法人（更新を含む） 

申請数：2 

認定数：2 

特例認定特定非営利活動法人 

申請数：  0 

特例認定数：0 

男女参画・府民

協働課 

大阪府男女共同参画推進ネットワーク会議の開催 

男女共同参画社会の実現に向けて、民間の団体・

グループとともに幅広いネットワークを構築し、情

報・意見交換その他必要な連携を図る目的で会議を

開催する。 

 ― 
大阪府の男女共同参画施策について情報

提供を実施。 

男女参画・府民

協働課 

イ 女性の視点を取り入れた災害対策等の推進 

男女のニーズの違いに配慮した災害対策の推進 

防災知識の普及啓発や訓練実施の際には、被災時

の男女のニーズの違いなど男女双方の視点に十分配

慮することを、大阪府地域防災計画に位置付けてい

る。また、避難所の管理運営にあたっても男女のニ

ーズの違いに配慮することについて、大阪府地域防

災計画及び避難所運営マニュアル作成指針に位置付

けており、市町村の計画改正やマニュアル作成の支

援・促進を通じ、その実施を市町村に働きかける。 

― 

大阪府防災会議において、女性委員を計６

名登用。 

 

平成30年6月18日に発災した「大阪府北

部を震源とする地震」で災害救助法適用

13市町に対し、各市町が定める避難所運

営マニュアルと実際の避難所の運営状況

に関するアンケートを実施した。 

危機管理室 

防災企画課 

危機管理室 

災害対策課 

住民の自助・共助による地域防災活動の促進 

土木事務所と協力し、地域ニーズに応じた防災啓

発活動（防災マップづくり、防災講演会、防災イベ

ントでの啓発など）を展開するとともに、自主防災

組織の結成促進や活動の活性化等に取り組む。 

― 

土木事務所と協力し、地域ニーズに応じた

防災啓発活動を展開するとともに、自主防

災組織の結成促進や活動の活性化等に取

り組んだ。 

危機管理室 

防災企画課 

地域防災力強化に向けた自主防災組織の活動支援 

地域防災力の向上を図るため、自主防災組織リー

ダー育成研修の実施や自主防災組織への避難用資機

材配備にかかる市町村への補助金など、自主防災組

織の活性化を支援する。 

1,260 

自主防災組織リーダー育成研修 

 8地域（468人受講） 

資機材配備 

 63団体（1市） 

危機管理室 

防災企画課 

 
 
 
 
 



 
３ 全ての世代における男女共同参画意識の醸成 
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（４）多文化共生の視点を踏まえた男女共同参画の推進 

事業名及び令和元年度事業概要 

令和元年度 

予算額 

（千円） 

30年度実績 担当課 

①多文化共生の推進、外国人情報コーナーの設置等 

ドーンセンター情報ライブラリーの運営 

再掲【３－（２）－⑥】 

 

(8,720) 

のうち一部

事業 

同左 
男女参画・府

民協働課 

情報収集・情報提供 

トラフィッキング（人身売買）禁止条約等国際社

会での女性を巡る課題についての情報を収集し、情

報提供する。 

― 同左 
男女参画・府

民協働課 

外国人情報コーナー 

（平成31年度より国交付金を活用した外国人

受入環境整備事業として運営） 

在留外国人が生活に係る適切な情報や相談場

所に迅速に到達することができるよう情報提

供及び相談を多言語で行うワンストップ型の

相談窓口を運営する。 

○実施主体：（公財）大阪府国際交流財団 

○多言語での情報提供及び相談 

○専門家による相談対応 

○電話による多言語通訳 

対応言語：日本語、英語、韓国・朝鮮語、中国

語、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語、ｽﾍﾟｲﾝ語、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語、ﾀｲ語、ﾍﾞ

ﾄﾅﾑ語、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語、ﾈﾊﾟｰﾙ語 

20,000 
年間相談件数：1,624件 

（うち 男性768件） 

都市魅力 

創造局 

国際課 

 



- 89 - 
 

 
 
 

１ オール大阪での連携体制の一層の推進 

事業名及び令和元年度事業概要 
令和元年度予算額 

（千円） 
平成30年度事業実績 

大阪府男女共同参画推進ネットワーク会議の運営 

男女共同参画社会の実現に向けて、民間の団体・

グループとともに幅広いネットワークを構築し、情

報・意見交換その他必要な連携を図る目的で会議を

運営する。 

― 同左 

おおさか男女共同参画促進プラットフォームの運

営 

産学官連携により、大阪全体で男女共同参画を推

進するための意見交換を行う。 

― 同左 

ＯＳＡＫＡ女性活躍推進会議の運営 

女性が自らの意思によって持てる能力を十分に発

揮し、様々な分野で活躍できる社会の実現に向けて、

行政と経済団体、大学等が相互に連携・協力し、オ

ール大阪で女性の活躍推進の機運を盛り上げるた

め、設置したＯＳＡＫＡ女性活躍推進会議を運営す

る。 

44 

○会議回数２回 

 

ＯＳＡＫＡ女性活躍推進事業の実施 

経済団体、大学等との協働により、女性が輝く大

阪に向けて経営者、学生等の意識改革、情報発信等

の啓発活動を充実・強化し、女性が能力を十分に発

揮し、男女がともに将来に希望を持つことができる

大阪をめざし、啓発事業を実施する。 
4,619 

○ＯＳＡＫＡ女性活躍推進会議の開催：２

回 

○ドーンセンターで 「ＯＳＡＫＡ女性活

躍推進 ドーン de キラリフェスティバル

２０１８」を開催（９月） 

○女性活躍推進リーダー養成講座「OSAKA

輝（キラリ）塾」の開催(４回) 

○「ロールモデルに出会える！社会人女性

交流会」の開催（２回） 

○高校・大学等でのライフデザインセミナ

ーの開催(３カ所) 

○若者×社会人の交流会の開催(１回) 

 

 

２ 行政の推進体制等の強化・充実 

事業名及び令和元年度事業概要 
令和元年度予算額 

（千円） 
平成30年度事業実績 

ドーンセンターにおける事業の実施 

・男女共同参画を推進するための拠点施設として、

貸館業務、一時保育事業、情報ライブラリーの管理

運営等を実施するとともに、啓発講座等を開催する。 

8,720 

のうち一部事業 

5,059 

(啓発講座等) 

同左 

大阪府男女共同参画推進本部の総合調整機能の強

化 

大阪府のあらゆる施策に男女共同参画の視点を組

み入れ、施策を総合的かつ効果的に推進するため、

大阪府男女共同参画推進本部会議等を開催する。 

4 同左 

４ 計画の推進にあたって 
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市町村男女共同参画行政所管課長会議の運営 

府及び市町村間での連携・協力を進めるため、市町

村男女共同参画行政所管課長会議を開催する。 

 

22 同左 

市町村ブロック会議の開催 

府内を７つの地域に分割し、相談対応力向上を図

るため、困難事例への対応検討及び具体的な助言な

ど市町村相談員及び相談事業関係者を対象とした会

議を福祉部と連携して実施する。 

18,990 

のうち 

一部事業 

○市町村ブロック会議開催：７回 

大阪府女性基金の活用 

女性基金を活用し、男女共同参画のための様々な

施策を展開する。 

― 同左 

 

３ 計画の進行管理及び検証・改善 

事業名及び令和元年度事業概要 
令和元年度予算額 

（千円） 
平成30年度事業実績 

男女共同参画年次報告作成 

府内の男女共同参画の現状及び施策の実施状況等

をとりまとめた男女共同参画年次報告を作成する。 

― 同左 

男女共同参画施策苦情処理制度の運営 

大阪府男女共同参画推進条例に基づき、知事に提

出された府の男女共同参画施策等についての苦情を

第三者的な立場の苦情処理委員が公正･中立な立場

で調査し、必要に応じて知事に意見を述べる苦情処

理制度を運営し、府民の男女共同参画施策等につい

ての苦情に適切かつ迅速に対応する。 苦情処理委

員３名  （大学院教授１名・同准教授１名、弁護

士１名） 

346 同左 

数値目標の状況の公表 

府民にわかりやすい指標を設定し、各年の状況を

公表する。 

― 同左 

 



 
 

 
 

 
  

第２部 

大阪府の男女共同参画の推進状況 
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Ⅰ 基 礎 状 況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 性別・年齢階級別大阪府の人口 

    
資料出所：総務省「平成 27年国勢調査 第１次基本集計結果」 
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 大阪府の人口は約 88３万９千人で、女性は約 45８万３千人で人、男性は約 42５万人６千

です。65歳未満では女性約３２４万、男性約３１９万５千人ですが、６５歳以上では女性約１

２８万８千人に対し男性約９９万１千人となっています（下記図 1参照）。 

大阪府の外国人の人口は約１５万１千人で、その 5３.３％が女性です。（P92表１参照） 

大阪府の世帯数は約３９０万８千世帯で、その５６.２％が核家族世帯、３７.６％が単独世帯で

す。（P92 図２参照） また、高齢者単独世帯の女性は約３４万３千人、男性は約１７万８千人

となっています。（P93図３参照） 

 大阪府における女性の有業者数は約 198 万 7千人、男性は約２４6 万 7 千人であり、その

うちパート、アルバイト、派遣社員の占める割合は、女性では４割強となっているのに対し、男

性では約 1割となっています。（P93図４参照） 
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表１ 性別・国籍別外国人人口(大阪府) 
                 

 女性(人) 男性(人) 計(人) 

韓国・朝鮮 40,134 33,219 73,353 

中国 19,474 14,388 33,862 

フィリピン 3,076 922 3,998 

ブラジル 626 758 1,384 

アメリカ 542 1,174 1,716 

べトナム 1,591 2,575 4,166 

タイ 889 266 1,155 

ペルー 324 431 755 

インドネシア 372 760 1,132 

イギリス 112 426 538 

その他 13,121 15,326 28,447 

計 
80,377 70,513 150,890 

(53.3%) (46.7%) (100.0%) 

 
資料出所：総務省「平成 27年国勢調査 第１次基本集計結果」 

 

 
 

図２ 世帯の家族類型別一般世帯数(大阪府) 

資料出所：総務省「平成 27年国勢調査 第１次基本集計結果」 
注）一般世帯は、親族世帯、非親族世帯、単独世帯に区分される。 

親族世帯は、核家族世帯その他の親族世帯に区分される。 

母子世帯(父子世帯)とは、核家族世帯のうち、未婚、死別又は離別の女親(男親)と未婚の 20歳未満の子ども 

のみからなる世帯をいう。 

  

外国人の女性 

ひとり親家庭 

核家族世帯 2,198

（56.2％）
(うち父子世帯)

6

(うち母子世帯)

65

非親族世帯

49

単独世帯 1,471

(37.6％)

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
(千世帯)

親族世帯
2,388

(世帯数計；3,908千世帯)

その他の親族世帯 190
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女性の労働 
 

図３  性別、従業上の地位、雇用形態別有業者数(大阪府) 

 
 

資料出所：総務省「就業構造基本調査」（平成２９度） 
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(計：1,987千人)

(計：2,467千人)
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Ⅱ 大阪府の男女共同参画の状況を見るための基本的な指標 
 
 

指  標  名 

社 会 参 画 

〇審議会等における女性委員の登用状況の推移（大阪府 国） 

〇大阪府における知事部局の女性職員・役職者比率の推移 

〇学校における管理職に占める女性の登用状況の推移（大阪府） 

〇地方議会における女性議員の割合の推移（大阪府） 

〇女性の管理職比率の推移（大阪府 全国） 

〇団体等における女性の登用状況（自治会長に占める女性の割合等） 

社 会 環 境 

〇職場における男女の平等感 

〇雇用形態別有業者数 

〇年齢階級別女性の潜在的就業率（大阪府） 

〇保育所定員、入所児童数、待機児童数の推移（大阪府） 

〇育児休業取得率（大阪府 全国） 

〇年次有給休暇の取得率（大阪府 全国） 

〇性別・年齢階級別平均週間就業時間（大阪府） 

〇６歳未満の子どもを持つ夫の育児・家事関連時間 

〇男性が家事・育児・介護・地域活動等に参加するために必要なこと 

〇高等教育機関への男女別進学率の推移（大阪府 全国） 

〇府内大学の理工系学部（※理学、工学分野）の女子学生の割合 

府 民 意 識 
〇男女平等の現状認識（社会全体）（社会通念・慣習・しきたり） 

〇女性の働き方について（大阪府） 
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審議会等における女性委員の登用状況の推移（大阪府 全国） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料出所：大阪府男女参画・府民協働課調べ(大阪府 各年 4月 1日現在) 

 （注）大阪府附属機関条例の改正（H24.11）により、審議会数が大幅に増加し、これまで算定の対象外で女性委員登用を意識してい 

なかった会議が対象となったため 

 

大阪府における知事部局の女性職員・役職者比率の推移 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料出所：大阪府人事局調べ(各年 5月 1日現在) 

(注)役職者は、主査(係長)級以上の職。なお、Ｈ26までは知事部局、Ｈ27は一般行政部門（学校・警察を除く、知事部局・ 
議会事務局・行政委員会事務局）の比率。 
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学校における管理職に占める女性の登用状況(大阪府) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：大阪府統計課「大阪の学校統計」(令和元年度) 

(注)小中学校は大阪市、堺市を除く。 管理職とは、校長と教頭の計 

       (参考)  公立小学校(大阪市立、堺市立を含む)    教諭 63.7%  管理職 24.7% 

公立中学校(大阪市立、堺市立を含む)    教諭 47.1%  管理職 13.5% 

公立高等学校(市立を含む)            教諭 36.2%  管理職 10.2% 

公立特別支援学校(市立を含む)        教諭 58.5%  管理職 24.1% 

 

地方議会における女性議員の割合の推移（大阪府） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

資料出所：都道府県議会、全国の市・町村議会は、H13は内閣府「女性の政策決定参画状況調べ」(12月現在)、 

H14 から H26は総務省「地方公共団体の議会の議員及び長の所属党派別人員調」 

H27 からは内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」 
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女性の管理職比率の推移（大阪府 全国）※基本的な指標 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：総務省「平成 27年 国勢調査」※男女雇用者（役員を除く）のうち、「管理的職業従事者」に女性が占める割合とし

ている。 

 

団体等における女性の登用状況（自治会長に占める女性の割合等）※基本的な指標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」(令和元年 3月) 
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職場における男女の平等感(大阪府) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

資料出所：大阪府「男女共同参画に関する府民意識調査」(令和元年度)  

 

従業上の地位、雇用形態別有業者数(大阪府)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 
資料出所：総務省「就業構造基本調査」 

(＊)非正規就業者は、パート、アルバイト、労働者派遣事業所の派遣社員、契約社員・嘱託、その他の合計 
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非正規就業者（※）

 

社 会 環 境 

全体 (N=683)

女性 (N=369)

男性 (N=314)

② 職場の中で
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23.8
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1.0
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（単位：％） 無回答
女性が優遇さ
れている

どちらかとい
えば男性が優
遇されている

どちらかとい
えば女性が優
遇されている

平等である男性が優遇
されている

わからない

（男性） 

 
（千人） 
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60歳以上
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27.0 

22.4 

29.2 

11.5 

24.1 

20.0 
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男性が優遇されている 平等である 女性が優遇されている わからない 無回答

（女性）

（男性）
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22.2 

68.1 

79.1 
70.2 71.7 70.9 74.2 73.4 

65.6 

50.6 

34.3 

17.4 

5.1 
10.7 11.0 14.1 15.6 17.2 14.6 13.2 10.2 

10.0 
11.2 10.6 8.2 4.2 

32.9 

79.0 

93.3 85.8 88.9 85.5 87.4 83.6 
75.6 

61.8 

44.9 

25.6 

9.2 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

15～19 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64 65～69 70～74 75歳以上

就業率

就業希望率

潜在的就業率

年齢階級別女性の潜在的就業率(大阪府) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料出所：総務省｢就業構造基本調査｣(平成 29年) 

        (注)潜在的就業率＝(就業者数(年齢階級別)＋就業希望者数(年齢階級別))／15歳以上人口(年齢階級別) 

 

保育所等定員、利用児童数、待機児童数の推移(大阪府)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料出所：大阪府子ども室調べ（各年度４月１日現在） 

      （注）大阪市、堺市、高槻市及び東大阪市を除く。平成 24年度以降は豊中市も除く。平成 26年度以降は枚方市も除く。 

         平成 30年度以降は八尾市も除く。平成 31年度以降は寝屋川市も除く。 

 

育児休業を取得している人の割合  

 

 大阪府 全 国 

（常用労働者３０人以上規模） 女性（％） 男性（％） 女性（％） 男性（％） 

平成２０年 ８６．１ ０．９ ８９．０ １．２２ 

平成２５年 ８３．８ １．９ ９１．１ ２．０２ 

平成２７年 － － ９１．１ ２．３０ 

平成２８年 － － ９１．１ ３．３９ 

平成２９年 － － ９０．９ ４．５９ 

平成３０年 － － ８６．１ ５．６５ 

資料出所：厚生労働省｢女性雇用管理基本調査｣（～H18）、「雇用均等基本調査」（H19～） 

大阪府雇用推進室「基本的労働条件調査」（H14）大阪府総合労働事務所「大阪府労働関係調査」（Ｈ20・Ｈ25） 
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性別・年齢階級別平均週間就業時間(大阪府) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

資料出所：大阪府統計課｢大阪の就業状況｣(平成 30年平均) 

 

６歳未満の子どもを持つ夫の育児・家事関連時間（１日当たり、国際比較） 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
資料出所：内閣府「平成 30年度版男女共同参画白書」、総務省「平成 28年社会生活基本調査」 
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男性が家事・育児・介護・地域活動等に参加するために必要なこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
資料出所：大阪府「男女共同参画に関する府民意識調査」(令和元年度)  

39.4 

41.9 

40.6 

31.0 

41.9 

15.3 

11.1 

2.2 

2.0 

5.2 

33.9 

37.7 

39.3 

27.9 

31.7 

12.2 

10.6 

1.1 

1.4 

20.9 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

①男女の役割分担についての社会通念、慣習、しきたりを改めること

②男性が家事、子育て、介護、地域活動に参加することについて、社会的評価を高めること

③夫婦、パートナーの間で家事などの分担をするように十分話しあうこと

④労働時間の短縮などを進め、仕事以外の時間をより多く持てるようにすること

⑤小さいときから男性に家事や育児に関する教育をすること

⑥男性が子育てや介護、地域活動を行うための、仲間（ネットワーク）作りをすすめること

⑦家庭や地域活動と仕事の両立などの問題について、男性が相談しやすい窓口を設けること

⑧その他

⑨特に必要ない

⑩無回答

令和元年度(N=497) 平成26年度(N=369)

（女性）

（％） 

 

36.5 

29.9 

42.2 

39.6 

28.4 

15.6 

11.7 

2.6 

5.2 

5.5 

33.1 

31.5 

38.9 

29.9 

23.6 

10.8 

8.6 

2.5 

1.0 

19.4 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

①男女の役割分担についての社会通念、慣習、しきたりを改めること

②男性が家事、子育て、介護、地域活動に参加することについて、社会的評価を高めること

③夫婦、パートナーの間で家事などの分担をするように十分話しあうこと

④労働時間の短縮などを進め、仕事以外の時間をより多く持てるようにすること

⑤小さいときから男性に家事や育児に関する教育をすること

⑥男性が子育てや介護、地域活動を行うための、仲間（ネットワーク）作りをすすめること

⑦家庭や地域活動と仕事の両立などの問題について、男性が相談しやすい窓口を設けること

⑧その他

⑨特に必要ない

⑩無回答

令和元年度(N=384) 平成26年度(N=314)

（男性）

（％） 
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高等教育機関への男女別進学率の推移(大阪府) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
資料出所：文部科学省｢学校基本調査｣をもとに、大阪府男女参画・府民協働課で作成 

(注)大学院等への進学は、大学を卒業後、大学の学部・短期大学へ進学した者等も含む。 

 

 
資料出所：文部科学省「学校基本調査」をもとに、大阪府男女参画・府民協働課で作成 

（注）大学院への進学は、大学を卒業後、大学の学部・短期大学へ進学した者等も含む。 
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大阪府内大学における学部学科別生徒数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

【参考】府内大学の理工系学部（※理学、工学分野）の女子学生数の推移 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

資料出所：大阪府統計課「大阪の学校統計」（平成 22～令和元年度） 

（注）「その他」は、人間科学部、理工学部（域）（群）、システム理工学部、総合情報学部、国際学部（群）等。 

「保健」は、薬学部、医学部、看護学部、保健医療学部、医療保健学部 等 
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男女平等の現状認識（社会全体）（社会通念・慣習・しきたり） 

問 次にあげる分野で、男女の地位はどの程度平等になっていると思いますか。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料出所：男女共同参画に関する府民意識調査（平成 21･26、令和元年度） 

   「男性が優遇されている」の割合については、「男性が優遇されている」と「どちらかといえば男性が優遇されている」の合計 
   「女性が優遇されている」の割合については、「女性が優遇されている」と「どちらかといえば女性が優遇されている」の合計 

 

女性の働き方について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

資料出所：男女共同参画に関する府民意識調査（令和元年度） 

府 民 意 識 
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男性（H26）
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男性が優遇されている 平等である 女性が優遇されている わからない 無回答
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6.1 

0.8 

20.7 

15.6 

8.5 

3.3 

35.2 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

無回答

分からない

その他

仕事に就かないほうがよい

育児の時期だけ一時やめ、その後はパートタイムで仕事を続ける方がよい

育児の時期だけ一時やめ、その後はフルタイムで仕事を続ける方がよい

子どもができるまで仕事を持ち、子どもができたら家事や育児に専念する方がよい

結婚するまで仕事を持ち、結婚後は家事に専念する方がよい

収入、社会的地位、やりがいなどを得るため、または人・社会の役に立つため、結婚や出

産にかかわらず、仕事を続ける方がよい

（社会全体） 

（社会通念・ 
慣習・しきたり） 

（％） 
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Ⅲ 参考指標 

 

１ あらゆる分野における女性の活躍 

（１）男性中心型の働き方の見直しとワーク・ライフ・バランスの推進 

１－１－１ 女性の就業状況をめぐる状況（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：「平成 30年 男女共同参画白書」 

 

 

 

１－１－２ 仕事と介護の両立 介護・看護を理由に離職・転職した者（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：「平成 29年 就業構造基本調査」 
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（２）政策・方針決定過程への女性の参画促進 

１－２－１ 各分野における「指導的地位」に女性が占める割合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料出所：「令和元年度 女性の政策・方針決定参画状況調べ」、 

：「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況（令和元年度）」 

：「大阪府における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画」 

：大阪府男女参画・府民協働課調べ 

 
 
１－２－２ 審議会等における女性委員の登用状況の推移(府内市町村)  

 

資料出所：大阪府男女参画・府民協働課調べ（各年 4月 1日現在） 
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１－２－３ 各種委員会における女性委員の登用状況の推移(大阪府 府内市町村) 

 
資料出所：大阪府男女参画・府民協働課調べ(各年 4月 1日現在) 

 
 
 

 
１－２－４ 大阪府職員(一般行政職)採用者に占める女性割合の推移  

     
資料出所：大阪府人事局調べ（大学卒程度は「22－25」、高校卒程度は「18－21」による採用者で計上） 

（注）各年度４月１日採用における数値。 
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（３）女性の活躍推進 

１－３－１ 大阪府庁における課長級以上の職員数及び女性割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：「大阪府における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画」 

 

１－３－２ 大阪府総合労働事務所における労働相談の性別相談内容と就労状況別件数 

＜男女別相談内容＞

 
 

 

＜就労状況別相談件数＞ 

 
 
資料出所：大阪府総合労働事務所｢平成 30年度労働相談報告・事例集(府民からの 11,163件の労働相談)｣(令和元年 7月) 

        (注) 男女別相談内容は、男女とも上位１０位までの件数を記載しているので、合計と一致しない。 

            就労状況別相談件数は、その他(無職等)があるので、合計件数と一致しない。 

           「その他※」…電子メールなどによる相談で性別の特定ができなかったもの 

1 退職 523 (9.4%) 1 労働契約 634 (11.5%)
2 職場のいじめ 491 (8.8%) 2 職場のいじめ 567 (10.3%)
3 解雇・退職勧奨 489 (8.8%) 3 職場の人間関係 478 (8.7%)
4 労働契約 471 (8.4%) 4 退職 455 (8.3%)
5 労働条件－その他 368 (6.6%) 5 解雇・退職勧奨 353 (6.4%)
6 職場の人間関係 361 (6.5%) 6 労働条件－その他 270 (4.9%)
7 有給休暇 233 (4.2%) 7 有給休暇 255 (4.6%)
8 賃金未払 221 (4.0%) 8 賃金未払 244 (4.4%)
9 雇用保険 202 (3.6%) 9 社会保険 219 (4.0%)
10 社会保険 199 (3.6%) 10 雇用保険 191 (3.5%)

男性 5,581件 女性 5,500件
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その他※ 11 (0.2%) 25 (1.4%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3 (0.2%)
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ﾊﾟー ﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ 派遣社員 契約社員
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１－３－３ 職場におけるセクシュアル・ハラスメント相談状況 
 

 
 

資料出所：大阪府総合労働事務所｢平成 30年度労働相談報告・事例集(府民からの 11,163件の労働相談)｣(令和元年 7月) 
（注）総件数は、セクシュアル・ハラスメントに関する相談のうちセクシュアル・ハラスメントを受けたとする人からの

相談件数である。 
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２－１—１ 自殺死亡者数 

 

資料出所：警察庁及び大阪府警本部統計 

 
２－１－２ 周産期死亡率、死産率、新生児・乳児死亡率の推移(大阪府) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料出所：厚生労働省「人口動態統計」（平成 28年） 

資料出所：厚生労働省「人口動態統計」（平成 30年） 
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２－１—３ 子宮がんや乳がんなどの女性特有のがんの検診受診率(大阪府) 

 

 

資料出所：国民生活基礎調査 

※受診率は 40～69歳（子宮頸がんは 20～69歳）で算出したもの。 

乳がん・子宮頸がん検診は隔年で受診することが推奨されているため、過去２年以内の受診率。 

※（）内は都道府県順位。ただし、平成 28（2016）年の全国平均及び順位は熊本県を含まず。 
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（２）女性に対するあらゆる暴力の根絶 

２－２－１ 配偶者等に対する暴力をなくすためにもっと取り組みが必要なこと（大阪府） 
 

問 配偶者等からの暴力、セクシュアル・ハラスメント、性暴力・性犯罪などをなくすため 

に、もっと取組を進める必要があるのはどのようなことですか。（○はいくつでも） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

資料出所：大阪府「男女共同参画に関する府民意識調査」(令和元年度) 
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２－２－２ 配偶者等の暴力に関する相談件数の推移 

 
資料出所：内閣府配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数等調査（平成 30度） 

 
 
 
２－２－３ 主訴別一時保護の状況の推移(大阪府女性相談センター)  

 

 
資料出所：大阪府女性相談センター調べ 
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(総件数470件)

(総件数525件)

(総件数612件)

(総件数378件)

③0 ④0 ⑤0 ⑥0 ⑦1

③0 ④1 ⑤2 ⑥0 ⑦1

③0 ④0 ⑤0 ⑥0 ⑦3

③1 ④0 ⑤0 ⑥0 ⑦2

③1 ④1 ⑤0 ⑥4 ⑦53

③1 ④0 ⑤1 ⑥0 ⑦3

③0 ④0 ⑤2 ⑥0 ⑦0

(総件数 463件) 

(総件数 374件) 

③0 ④0 ⑤2 ⑥0 ⑦1 
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２－２－４ 大阪府警察相談窓口に寄せられた相談等件数 

資料出所：大阪府警察本部調べ 

 
 

 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

配偶者等か

らの暴力に

関する相談

件数 
1,439 1,625 1,987 2,300 4,026 4,140 4,567 5,844 8,002 8,185 8,932 8,755 9,754 

ストーカー 
警告件数 53 55 111 92 109 78 129 188 202 188 225 217 189 

ストーカー 
禁止命令 0 0 3 2 2 0 0 3 3 1 7 15 37 

ストーカー 
相談件数 1,087 993 1,217 1,238 1,488 1,260 1,423 1,720 1,451 1,255 1,406 1,286 1,152 

児童買春・

児童ポルノ

法違反被疑

者検挙人員 

99  130 88 106 124 138 139 152 150 174 178 175 159 

同被害少年

の数 107 113  63 55 70 139 82 123 107 98 125 138 168 

売春防止法

検挙件数 161 111 76 45 48 82 33 30 22 21 19 21 16 
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（３）様々な困難を抱える人々への支援 

２－３－１ 一般労働者と短時間労働者の賃金比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：賃金構造基本統計調査（R1）厚生労働省 

 
 
 
 

２－３－２ 世帯の家族類型別割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：総務省「国勢調査」（H27） 

 

 

992 
1,071 

1,133 1,168 1,159 1,147 1,138 1,143 1,132 1,171 969 

1,309 

1,534 

1,784 
1,823 1,772 

1,635 
1,481 1,456 

1,571 

1,099 

1,333 

1,569 

1,780 

1,982 

2,139 

2,291 

2,476 2,477 

1,994 

1,043 1,124 

1,259 
1,304 

1,323 
1,326 

1,317 1,308 

1,301 

1,525 

500

1,000

1,500

2,000

2,500

～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳

短時間労働者（正社員・正職員以外）の平均賃金

短時間労働者（正社員・正職員）の平均賃金

一般労働者（正社員・正職員以外）の平均賃金

一般労働者（正社員・正職員）の平均賃金

 

12.5% 15.5% 18.9% 19.8% 20.1%

42.1% 37.3% 31.9% 27.9% 26.8%

0.8% 1.0% 1.1% 1.3% 1.3%

4.9% 5.7% 6.4% 7.4% 7.6%

19.7% 17.2% 13.5%
10.2% 8.6%

0.2% 0.2%
0.6%

0.9% 0.9%

19.8% 23.1% 27.6% 32.4% 34.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

S55 H2 12 20 27

単独

非親族を含む

3世代等

女親と子ども

男親と子ども

夫婦と子ども

夫婦のみ
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1,954 2,000 1,966 2,142 2,480 2,251 2,421 2,656 
164 197 195 178 197 194 170 114 1,621 1,944 2,433 

3,278 
4,947 5,447 

6,238 
6,988 

1,972 1,938 1,915 
2,276 

2,803 2,226 
2,477 

2,450 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

ネグレクト

心理的虐待

性的虐待

身体的虐待

２－３－３ 児童のいる家庭と母子・父子家庭の平均収入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：国民生活基礎調査（H28）、全国ひとり親世帯等調査結果報告（Ｈ28） 

 

２－３－４ 生活意識別に見た世帯数の構成割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：国民生活基礎調査（H30） 

 

２－３－５ 大阪府における児童虐待相談対応件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：大阪府子ども家庭センター資料 

 

707.8 

348.0 
573.0 

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

児童のいる家庭 母子家庭 父子家庭

（万円） 

 

24.4

22

27.4

35.2

33.3

33.1

34.6

45.5

38.1

41.3

33.3

17

3.7

3.3

4

6.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全世帯

高齢者世帯

児童のいる世帯

母子世帯

大変苦しい

やや苦しい

普通

ややゆとりがある

大変ゆとりがある

10,427 10,118 

（件） 

5,711 6,079 

11,306 
12,208 

6,509 

7,874 
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59,919 66,701 73,802 

88,931 
103,286 

122,575 
133,778 

159,850 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

２—３—６ 全国における児童虐待相談対応件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：福祉行政報告例 

 

 

 

（件） 
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３ 全ての世代における男女共同参画意識の醸成 

（１）子どもの頃からの男女共同参画意識の啓発 

 

３－１－１ 男女の地位の平等感（国調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」より作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3%

9.7%

10.8%

9.7%

11.4%

12.7%

12.9%

13.1%

62.8%

64.5%

59.1%

61.9%

61.8%

61.2%

62.1%

63.6%

21.2%

21.1%

24.6%

23.2%

20.9%

20.1%

19.5%

17.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和元年9月調査

平成28年9月調査

平成24年10月調査

平成21年10月調査

平成19年8月調査

平成16年11月調査

平成14年7月調査

平成12年2月調査

男性の方が非常に優遇さ

れている

どちらかといえば男性の

方が優遇されている

平等

どちらかといえば女性の

方が優遇されている

女性の方が非常に優遇さ

れている

わからない
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３－１－２ 男女平等の現状認識（大阪府） 

   問 次にあげる分野で、男女の地位はどの程度平等になっていると思いますか。あなた

のお考えに近いものを選んでください。（○はひとつずつ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：大阪府「男女共同参画に関する府民意識調査」(令和元年度) 

３－１－３ 「男女共同参画社会」という用語の周知度 

 
大阪府調査（府民意識調査） 内閣府調査 

女性 男性 女性 男性 

平成２６年度 

※内閣府調査はH24年度 
５２．５％ ５７．３％ ６１．３％ ６６．３％ 

令和元年度 

※内閣府調査はH30年度 
６１．４％ ６９．３％ ６１．５％ ６７．４％ 

※内閣府調査は「見たり聞いたりしたことがあるもの」 

 府民意識調査は「内容を知っている」「聞いたことはあるが内容は知らない」の計 

男性が優遇され
ている

どちらかといえ

ば男性が優遇さ

れている

平等である

どちらかといえ

ば女性が優遇さ

れている

女性が優遇され
ている

わからない 無回答

（単位：％）

全体 (N=897)

女性 (N=497)

男性 (N=384)

全体 (N=897)

女性 (N=497)

男性 (N=384)

全体 (N=897)

女性 (N=497)

男性 (N=384)

全体 (N=897)

女性 (N=497)

男性 (N=384)

全体 (N=897)

女性 (N=497)

男性 (N=384)

全体 (N=897)

女性 (N=497)

男性 (N=384)

全体 (N=897)

女性 (N=497)

男性 (N=384)

全体 (N=897)

女性 (N=497)

男性 (N=384)

社会通念・
慣習・
しきたりな
どで

⑤

⑥

⑦

④
学校教育の
場で

政治の場で

法律や制度
の上で

① 家庭生活で

② 職場の中で

③
地域活動の
場で

⑧ 全体として

13.2

19.3

4.9

15.8

20.1

10.4

8.8

13.1

3.1

3.9

5.2

2.3

32.4

40.0

22.9

13.9

19.9

6.8

24.7

32.0

15.4

14.2

19.9

6.5

34.2

39.4

27.9

37.2

37.6

37.0

24.6

28.4

20.3

16.2

18.5

13.3

38.6

36.8

40.6

30.8

36.0

24.2

46.0

47.3

44.8

49.7

54.9

43.8

34.3

25.6

45.8

22.7

19.3

27.3

32.2

25.4

41.9

46.2

43.7

50.0

10.9

5.6

18.0

27.0

17.5

39.3

11.0

5.4

18.8

19.4

10.7

31.0

7.7

5.8

10.4

6.7

5.0

8.9

5.0

2.8

8.1

3.3

1.4

6.0

1.7

1.0

2.6

8.4

5.0

12.5

4.2

2.0

7.0

3.9

2.2

6.0

1.8

1.4

2.3

2.5

1.2

4.2

1.4

0.8

2.3

0.6

0.4

0.8

0.8

0.4

1.3

1.2

0.4

2.3

0.3

0.4

0.3

0.8

0.4

1.3

6.5

5.8

7.0

7.8

8.9

6.0

22.7

24.7

19.3

22.2

23.1

20.3

11.0

11.3

10.7

13.4

15.1

10.9

9.6

8.7

10.7

8.0

7.8

7.8

2.3

2.6

1.6

7.2

7.8

6.3

5.1

4.8

4.9

7.7

7.6

7.3

4.6

4.8

3.9

5.4

6.0

3.9

4.0

4.2

3.1

4.0

4.0

3.6

無回答
女性が優遇さ

れている

どちらかといえ

ば男性が優遇さ
れている

どちらかといえ

ば女性が優遇さ

れている

平等である
男性が優遇さ
れている

わからない
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（２）男女共同参画意識の醸成 

３－２－１ 固定的な性別役割分担意識（国）＜夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」、「女性の活躍推進に関する世論調査」 

 

 

３－２－２ 女性の働き方について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

資料出所：男女共同参画に関する府民意識調査（令和元年度） 

2.3

7.4 

6.1 

0.8 

20.7 

15.6 

8.5 

3.3 

35.2 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

無回答

分からない

その他

仕事に就かないほうがよい

育児の時期だけ一時やめ、その後はパートタイムで仕事を続ける方がよい

育児の時期だけ一時やめ、その後はフルタイムで仕事を続ける方がよい

子どもができるまで仕事を持ち、子どもができたら家事や育児に専念する方がよい

結婚するまで仕事を持ち、結婚後は家事に専念する方がよい

収入、社会的地位、やりがいなどを得るため、または人・社会の役に立つため、結婚や出

産にかかわらず、仕事を続ける方がよい

 

6.5 

8.6 

8.3 

9.4 

8.8 

12.5 

12.9 

10.6 

13.8 

12.7 

24.6 

30.8 

28.7 

35.3 

31.7 

32.1 

38.7 

30.7 

31.0 

32.5 

5.5 

4.9 

4.5 

5.8 

5.1 

6.0 

3.3 

3.6 

3.2 

5.9 

38.5 

34.4 

37.0 

32.2 

34.8 

33.3 

27.9 

31.3 

28.7 

27.4 

24.9 

21.2 

21.5 

17.2 

19.5 

16.1 

17.2 

23.8 

23.4 

21.5 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

令和元年9月調査

(内訳女性:1407人)

令和元年9月調査

(内訳男性:1238人)

平成28年9月調査

(内訳女性:1655人)

平成28年9月調査

(内訳男性:1404人)

平成28年 9月調査

(3059人)

平成26年 8月調査

(3037人)

平成24年 8月調査

(3033人)

平成21年10月調査

(3240人)

平成19年 8月調査

(3118人)

平成16年11月調査

(3502人)

賛成 どちらかといえば賛成 わからない どちらかといえば反対 反対
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３－２－３ 女性が仕事に就くことへの考え方（大阪府） 

 

問 女性の働き方について、あなたはどのようにお考えですか。（○はひとつ） 

 

 

 

 
 
資料出所：大阪府「男女共同参画に関する府民意識調査」(令和元年度) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：％）

①
収入、社会的地位、やりがいなどを得るた

め、または人・社会の役に立つため、結婚や

出産にかかわらず、仕事を続ける方がよい

②
結婚するまで仕事を持ち、結婚

後は家事に専念する方がよい

③
仕事を持ち、子どもができたら

家事や育児に専念する方がよい

④
育児の間一時やめ、その後フル

タイムで仕事を続ける方がよい

⑤

育児の間一時やめ、その後パー

トタイムで仕事を続ける方がよ

い

⑥ 仕事には就かない方がよい

⑦ その他

⑧ わからない

⑨ 無回答

35.2

3.3

8.5

15.6

20.7

0.8

6.1

7.4

2.3

37.0

1.8

5.8

15.5

24.1

0.4

6.0

7.0

2.2

32.6

5.5

11.7

15.1

17.2

1.3

6.5

8.1

2.1

0 10 20 30 40

全体(N=897)

女性(N=497)

男性(N=384)
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３－２－４ 実際の女性の働き方（大阪府） 

 

問 【女性】あなたの場合、実際には、次のどれにあてはまりますか。又は、どのようにされるつもりですか 

【男性】あなたの配偶者・パートナーの場合、実際には、次のどれにあてはまりますか。又は、配偶者 

・パートナーがいるとした場合、どのようにされると思いますか。（○はひとつ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料出所：大阪府「男女共同参画に関する府民意識調査」(令和元年度) 

  

（単位：％）

①
収入、社会的地位、やりがいなどを得るた

め、または人・社会の役に立つため、結婚や

出産にかかわらず、仕事を続けている

②
結婚するまで仕事を持ち、結婚

後は家事に専念している

③

子どもができるまで仕事を持

ち、子どもができたら家事や育

児に専念している

④

育児の時期だけ一時やめ、その

後フルタイムで仕事を続けてい

る

⑤

育児の時期だけ一時やめ、その

後パートタイムで仕事を続けて

いる

⑥
仕事に就いたことはない（就く

つもりはない）

⑦ その他

⑧ わからない

⑨ 無回答

27.6

10.7

8.2

9.2

17.8

2.4

3.4

6.9

13.8

34.4

12.5

7.6

10.9

16.9

1.6

4.2

5.2

6.6

18.8

8.3

8.9

7.0

19.0

3.4

2.3

9.1

23.2

0 10 20 30 40

全体(N=881)

女性(N=497)

男性(N=384)
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３—２—５ 生活の中で優先すること：希望（大阪府） 

 
問 あなたは、生活の中で「仕事」、「家庭や地域活動」、「個人の生活」で何を優先しますか。 

あなたの希望に最も近いものをそれぞれ１つお答えください。（○はひとつ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

資料出所：大阪府「男女共同参画に関する府民意識調査」(令和元年度) 

   
  

（単位：％）

① 「仕事」を優先したい

②
「家庭や地域活動」を優先した

い

③ 「個人の生活」を優先したい

④
「仕事」と「家庭や地域活動」

をともに優先したい

⑤
「仕事」と「個人の生活」をと

もに優先したい

⑥
「家庭や地域活動」と「個人の

生活」をともに優先したい

⑦

「仕事」と「家庭や地域活動」

と「個人の生活」の３つとも大

切にしたい

⑧ その他

⑨ わからない

⑩ 無回答

8.4

4.7

22.0

6.4

26.4

7.3

20.9

0.7

1.5

1.7

3.3

5.2

21.3

4.6

30.8

6.9

23.9

0.0

2.0

2.0

14.1

4.3

22.4

8.3

22.0

7.6

17.7

1.4

0.7

1.4

0 10 20 30 40

全体(N=592)

女性(N=305)

男性(N=277)
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３－２－６ 生活の中で優先すること：現実（大阪府） 

 

問 あなたは、生活の中で「仕事」、「家庭や地域活動」、「個人の生活」で何を優先しますか。

あなたの現実（現状）に最も近いものをそれぞれ１つお答えください。（○はひとつ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：大阪府「男女共同参画に関する府民意識調査」(令和元年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：％）

① 「仕事」を優先している

②
「家庭や地域活動」を優先して

いる

③ 「個人の生活」を優先している

④
「仕事」と「家庭や地域活動」

をともに優先している

⑤
「仕事」と「個人の生活」をと

もに優先している

⑥
「家庭や地域活動」と「個人の

生活」をともに優先している

⑦

「仕事」「家庭や地域活動」

「個人の生活」の３つとも大切

にしている

⑧ その他

⑨ わからない

⑩ 無回答

42.6

4.1

10.6

7.1

22.3

2.4

6.4

0.8

2.0

1.7

32.5

6.6

12.1

7.2

27.5

2.3

6.9

0.7

2.3

2.0

53.4

1.4

8.7

7.2

16.6

2.5

6.1

1.1

1.4

1.4

0 20 40 60

全体(N=592)

女性(N=305)

男性(N=277)
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３－２－７ 男性が家事･育児･介護･地域活動等に参加するために必要なこと(大阪府) 

 

問 今後、男性が家事、子育て、介護、地域活動などに積極的に参加していくためには、 

どのようなことが必要だと思いますか。（○は３つまで） 

 

＜女性＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜男性＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 
 
 

資料出所：大阪府「男女共同参画に関する府民意識調査」(平成 21・26・令和元年度) 

 

 

 

 

（単位：％）

①
男女の役割分担についての社会通念、慣

習、しきたりを改めること

②

男性が家事、子育て、介護・看護、地域

活動に参加することについて、社会的評

価を高めること

③
夫婦、パートナーの間で家事などの分担

をするように十分話し合うこと

④
労働時間の短縮などを進め、仕事以外の

時間をより多く持てるようにすること

⑤
小さいときから男性に家事や育児に関す

る教育をすること

⑥

男性が子育てや介護・看護、地域活動を

行うための、仲間（ネットワーク）作り

をすすめること

⑦

家庭や地域活動と仕事の両立などの問題

について、男性が相談しやすい窓口を設

けること

⑧ その他

⑨ 特に必要ない

⑩ 無回答

39.4

41.9

40.6

31.0

41.9

15.3

11.1

2.2

2.0

5.2

33.9

37.7

39.3

27.9

31.7

12.2

10.6

1.1

1.4

20.9

43.5

48.2

44.2

34.3

46.3

0.0

0.0

1.3

1.0

0.5

0 20 40 60

令和元年度(N=497)

平成26年度(N=369)

平成21年度(N=382)

（単位：％）

①
男女の役割分担についての社会通念、慣

習、しきたりを改めること

②

男性が家事、子育て、介護・看護、地域

活動に参加することについて、社会的評

価を高めること

③
夫婦、パートナーの間で家事などの分担

をするように十分話し合うこと

④
労働時間の短縮などを進め、仕事以外の

時間をより多く持てるようにすること

⑤
小さいときから男性に家事や育児に関す

る教育をすること

⑥

男性が子育てや介護・看護、地域活動を

行うための、仲間（ネットワーク）作り

をすすめること

⑦

家庭や地域活動と仕事の両立などの問題

について、男性が相談しやすい窓口を設

けること

⑧ その他

⑨ 特に必要ない

⑩ 無回答

36.5

29.9

42.2

39.6

28.4

15.6

11.7

2.6

5.2

5.5

33.1

31.5

38.9

29.9

23.6

10.8

8.6

2.5

1.0

19.4

39.9

37.9

42.6

36.6

22.5

0.0

0.0

2.0

3.7

1.7

0 20 40 60

令和元年度(N=384)

平成26年度(N=314)

平成21年度(N=298)
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３－２－８ メディアにおける性・暴力表現(大阪府) 

 

問 テレビ、新聞、雑誌、インターネットなどメディアにおける性・暴力表現について、 

あなたはどのように思いますか。（○はひとつずつ）   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料出所：大阪府「男女共同参画に関する府民意識調査」(令和元年度) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

（単位：％）

全体 (N=897)

女性 (N=497)

男性 (N=384)

全体 (N=897)

女性 (N=497)

男性 (N=384)

全体 (N=897)

女性 (N=497)

男性 (N=384)

全体 (N=897)

女性 (N=497)

男性 (N=384)

全体 (N=897)

女性 (N=497)

男性 (N=384)

①

女性のイメージ

や男性のイメー

ジについて偏っ

た表現をしてい

る

⑤

性・暴力表現を

望まない人や子

どもの目に触れ

ないような配慮

が足りない

②

性的側面を過度

に強調するな

ど、行き過ぎた

表現が目立つ

③

社会全体の性に

関する道徳感・

倫理観を損なう

おそれがある

④

女性に対する犯

罪を助長するお

それがある

11.4

10.1

12.8

11.5

11.3

11.7

11.4

11.5

11.5

13.2

14.1

12.2

21.9

23.5

20.1

33.1

35.4

30.7

29.1

29.4

29.2

30.9

31.4

30.2

32.9

34.0

31.0

31.5

32.4

30.2

18.4

15.7

22.1

20.1

19.7

20.8

18.8

17.9

20.3

16.9

15.7

19.0

15.3

14.7

16.4

13.3

11.1

15.9

17.7

14.5

21.6

15.2

11.5

19.8

15.9

12.9

19.8

12.6

9.7

16.1

17.6

20.1

14.3

15.6

18.1

12.2

17.6

20.3

14.1

14.9

15.9

13.8

13.3

13.7

12.8

6.2

7.6

4.2

6.0

7.0

4.4

6.1

7.4

4.2

6.1

7.4

4.2

5.5

6.0

4.4

どちらかといえ

ばそう思う
そうは思わない 無回答

どちらかとい

えばそう思わ

ない

そのとおりだ

と思う わからない
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３－２－９ 女性が理系進学を目指すことに対する考え（大阪府） 
 
問 自分の娘や身近な女性が理系進学をめざすことには抵抗がありますか 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料出所：大阪府「男女共同参画に関する府民意識調査」(令和元年度) 

 

３－２－１０ 家庭の仕事の役割分担（大阪府） 
 
問 次のことがらについて、主に男性、女性のどちらが担う方がよいと思いますか。 

あなたのお考えに近いものを選んでください。（○はひとつずつ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料出所：大阪府「男女共同参画に関する府民意識調査」(令和元年度) 

 
（３）地域活動への参画促進 

３—３－１ 消防団員に占める女性の割合  

 現状 参考 

全国平均 3．1％（平成 31年） 第４次男女共同参加基本計画５％（平成３８年度当初） 

大阪府 2．3％（平成 31年） ― 

資料出所：「第４次男女共同参画基本計画」、「消防団の組織概要等に関する調査(平成 31年 4月 1日現在)」 

（単位：％）

全体 (N=897)

女性 (N=497)

男性 (N=384)

全体 (N=897)

女性 (N=497)

男性 (N=384)

⑤

子どもの

教育と

しつけ、

学校行事

⑥
乳幼児の

世話

0.1

0.2

0.4

1.0

0.1

0.2

74.5

75.9

72.7

39.4

41.0

37.2

16.3

14.9

18.5

40.4

40.2

40.9

2.2

2.6

1.8

14.0

13.1

15.4

4.3

4.2

4.4

4.0

3.4

4.7

2.1

2.2

1.6

2.1

2.0

1.8

無回答
主に

女性の役割

どちらかと

いえば

男性の役割

どちらかと

いえば

女性の役割

両方同じ

程度の役割

主に

男性の役割

いずれにも

該当しない

（単位：％）

全体 (N=897)

女性 (N=497)

男性 (N=384)

1.4

1.0

2.1

1.4

1.0

1.8

14.0

14.3

14.3

72.7

73.4

71.6

6.2

6.6

6.0

4.1

3.6

4.2

ある程度

そう思う

そう

思わない
無回答あまり

そう思わない
そう思う わからない
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H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

その他 9,349 9,344 9,188 9,358 9,055 9,426 10,037 10,740 11,507 12,734

ペル― 1,210 1,238 12,238 1,237 1,146 1,158 1,184 1,184 1,175 1,223

ネパール 540 623 789 864 951 1,114 1,287 1,570 2,025 2,537

インドネシア 1,376 1,214 1,218 1,254 1,296 1,473 1,603 1,949 2,364 2,713

タイ 1,747 1,792 1,784 1,888 1,806 1,888 1,903 2,009 2,124 2,319

ブラジル 4,320 3,986 3,348 3,001 1,709 2,641 2,485 2,464 2,471 2,531

米国 2,650 2,589 2,485 2,575 2,518 2,598 2,674 2,820 2,909 2,999

フィリピン 5,700 5,987 6,081 6,177 6,016 6,220 6,524 6,853 7,331 7,895

ベトナム 3,373 3,230 3,253 3,411 3,857 5,131 6,958 10,494 14,260 19,789

台湾 2,460 3,546 4,198 5,346 5,951 6,620

中国 48,155 49,946 51,056 52,392 50,585 50,328 51,121 52,856 56,217 60,024

韓国・朝鮮 133,396 129,992 126,511 124,167 120,889 118,398 114,373 111,863 109,322 107,090

0

40,000

80,000

120,000

160,000

200,000

240,000その他

ペル―

ネパール

インドネシア

タイ

ブラジル

米国

フィリピン

ベトナム

台湾

中国

韓国・朝鮮

（４）多文化共生の視点を踏まえた男女共同参画の推進 

３—４－１ ＧGＩ ジェンダー・ギャップ指数（Gender Gap Index） 

世界経済フォーラムが、各国内の男女間の格差を数値化しランク付けしたもので、経済分野、教育分野、

政治分野及び保健分野のデータから算出され、０が完全不平等、１が完全平等を意味しており、性別による

格差を明らかにできる。 

順位 国名 CGI 値 

 

分野ごとの順位（日本） 

1 アイスランド 0.877 経済分野 115位/153 か国 

2 ノルウェー 0.842 教育分野 91位/153 か国 

3 フィンランド 0.832 保健分野 40位/153 か国 

4 スウェーデン 0.820 政治分野 144位/153 か国 

5 ニカラグア 0.804 

 

ＧＧＩは、以下のデータから算出されている。 

経済分野…労働力率、同じ仕事の賃金の同等性、所得の 

推計値、管理職に占める比率、専門職に占める 

比率 

教育分野…識字率、初等・中等・高等教育の各在学率 

保健分野…新生児の男女比率、健康寿命 

政治分野…国会議員に占める比率、閣僚の比率、 

最近 50年の国家元首の在任日数 

10 ドイツ 0.787 

21 英国 0.767 

53 米国 0.724 

108 韓国 0.672 

121 日本 0.652 

資料出所： 世界経済フォーラム「WEF_GGGR_2020」 

３－４－２ 国籍・地域別在留外国人数  

 

資料出所：「法務省入国管理局・在留外国人統計」による 

(人) 
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３－４－３ 性別･相談内容別外国人相談コーナー実績 

 
 

資料出所：大阪府国際課調べ(平成 31年 3月末現在) 

 

※暮 ら し：年度途中で帰国する場合の各種税金の手続きに関する相談や年金加入の相談 
日本の自動車運転免許への切り替え手続きの問い合わせなど 

 
※在 留 資 格：留学生が就職・結婚等する際のビザの切り替え、母国から親族を呼び寄せる 

際のビザの手続き、永住権の申請手続きなど 
 
※医療・福祉：母語で受診可能な医療機関の情報提供、国民健康保険に関する問い合わせなど 
 
※結婚・国籍：国際結婚の手続きや産まれる子どもの戸籍・国籍に関する問い合わせ、外国 

人の母国への届出手続きに関する問い合わせなど 
 
※仕事・労働：就職先を求めるものや失業保険の給付手続きについての問い合わせなど 
 
※住 ま い：府営住宅の応募資格の確認や応募方法、留学生寮や民間住宅に関する情報の 

提供など 
 

35.3%

35.7%

34.9%

17.7%

14.9%

21.0%

13.2%

15.4%

10.8%

10.7%

13.6%

7.6%

7.6%

5.3%

10.2%

6.0%

6.4%

5.5%

2.1%

2.0%

2.2%

1.2%

0.8%

1.7%

6.1%

6.0%

6.3%

0% 25% 50% 75% 100%

合計

女性

男性

在留資格暮らし 医療
福祉

そ

の

他

仕事

労働
結婚
国籍

教

育

住

ま

い

(計：768)

(計：855)

事

件

事

故



 
 

 
 

 
  

第３部 

府内市町村の男女共同 
参画関係施策の推進状況 



øØïèòïîò è÷ øØïëò èò îð÷

øØîðò ìò ï÷ øØïìò ïðò ï÷

øÍêîò èòïé÷ øØïìò ïï òï÷

øØ çò ëòíð÷ øØïíò éò ïí÷

øØ îëò ìò ï÷

øÍêðò èòîð÷ øØ îêò ìò ï÷

øØ íò íò ï÷ øØ éò ìò ï÷

øÍëèò ìò ï÷ øÍëçò íòîê÷

øØïìòïïòïè÷ øØïìòïïòïî÷

øØ íïòíò ï÷

øØïëòïðò ï÷ øØîíò íòíð÷

øØïìò ìò í÷ øØ çò ìò ï÷

øØ ïòïïò î÷ øØîïò ïòîî÷

øØ ìòïðò ï÷ øØïçò ïðò ï÷

øØïèò ëòïë÷ øØïèò ëòïè÷

øØ çò ëò ê÷ øØîìò ìò ï÷

øØîíò ìò ï÷ øØîíò èò í÷

øØ íò ïòîç÷ øØ ìò éò ï÷

øØ ïò çò ï÷ øØ îçòéò ï÷

øØ ëò êò í÷ øØîìò ìò ï÷

øØ îèò ìò ï÷ øØ îëòìò ï÷

øØïïò ìò ï÷

øØïíòïðò ï÷ øØîéò ìò ï÷

øØ êò íò ï÷

øØ éò êòíð÷ øØîíò ìò ï÷

øØ ìò èòîð÷

øØ éò éòïð÷ øØîìòïîòîï÷

øØïèò ëòïê÷ øØîêò êò ï÷

øØïëò êò ë÷

øØ êò éòîð÷ øØîëò íòîç÷

øØ èò ìò ï÷

øØïìò ìòîð÷ øØîëò íòîè÷

øØïéò íòîç÷ øØïíòïîòïï÷

øØïêò êò ï÷ øØîîò çò ï÷

øØïìò ìò ï÷ øØïçò ìò ï÷

øÍêíò èò í÷ øØïéò îòïé÷

øØ íò êòîð÷ øØîîò ìò ï÷

øØ ïòïîòîî÷ øØîîò êòîè÷

øØïîò ëòíð÷ øØïîò ìò ï÷

øØ éò éò ï÷

øØïìò ëò îï÷ øØïèò îòîï÷

øØ êòïïòîî÷ øØïèò éò ï÷

øØîêò ìò ï÷

øÍëìò èòîë÷ øØïðò ìò ï÷



Øîçò ï

Øîìò í

Øíðò í

Øîëò í

Øîçò í

Øîçò í

Øîìò í

Øîçò í

Øíðò í

Øîíò í

Øïéò í

Øîèòí

Øîèò í

Îîò í

Øîçò í

Øîíò í

Øîíò í

Øîëò í

Øíðò ì

Øîìò í

Øîëò í

Øîéò í

Øîëò í

Øîçò í

Øîçò í

Øíðò í

Øîêò ì

Øîçò í

Øîèò í

Øíïò í

Îîò í

Øîëò í

Øîèò í

Øîèò í

Øîéò í

Øîíò í

Øîèò í

Øîèò í

Øîíò í

Øîïò í

Øîìò í

Øîçòí

Øîëòè

Øîèòí
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éé éì îôîéï éçï íìòè ë ì îé ïî ììòì èë ïè îïòî

çí çï ïôìèð ëëé íéòê ê ë íí é îïòî ìê ê ïíòð

éê éî ïôîïï ìîð íìòé ê î ìð ì ïðòð íì ç îêòë

êí ëê èïî îíì îèòè ê ë ìì ç îðòë íì ïð îçòì

ëç ëç éêè îêî íìòï ê ë ìð è îðòð îë é îèòð

íí íï ìíë ïëí íëòî ê ë íî é îïòç ïè î ïïòï

íí íï íëç ïîï ííòé ê ì íð é îíòí ïì ê ìîòç

éí êé èèð îêì íðòð ê ë íì ïð îçòì íì é îðòê

ëç ëí êêë ïçð îèòê ë î íî í çòì îî î çòï

íí íð íèé ïïí îçòî ê í íè ê ïëòè îí ë îïòé

îï ïë îïë íê ïêòé ê î íï ê ïçòì ïî ë ìïòé

îè ïê îêí ëç îîòì ê í íç ì ïðòí ïî í îëòð

îï ïê îîé êé îçòë ê î íî í çòì ïê í ïèòè

ìé ìì ìçé ïìë îçòî ê ì ìí ì çòí îì ë îðòè

íí íð íéï ïðç îçòì ê ë îé ë ïèòë ïê î ïîòë

ïé ïë îïé ìê îïòî ê í íð ê îðòð ïî ì ííòí

ìê ìï ëèë ïçð íîòë ê î íï í çòé îê ë ïçòî

ìî íê êïì ïëê îëòì ê î íê í èòí ïè ï ëòê

îê îí íëì èî îíòî ê í ìð ë ïîòë ïè î ïïòï

îí ïè îéì ëé îðòè ê ê íê é ïçòì ïë í îðòð

ìð íç ëíï ïîç îìòí ê ì íî ê ïèòè ïì ì îèòê

îí ïé ïíé íé îéòð ê î îè ë ïéòç ïð î îðòð

ç ç îîð ëí îìòï ê ì íë é îðòð ïí ï éòé

íë íð ëëê ïëç îèòê ê î íì í èòè ïì î ïìòí

éí êí èîé îíë îèòì ë í íê ê ïêòé ïè ë îéòè

êî ëè éìð îîì íðòí ë í íí ë ïëòî ïè î ïïòï

íé íì ëêë ïêð îèòí ê ì íï ê ïçòì ïé ë îçòì

íç íí ëïç ïíç îêòè ë î íï í çòé ïè ê ííòí

íê íï íèí ïðî îêòê ê í íé é ïèòç ïì ï éòï

ìç ìê ëèé ïêë îèòï ë ì íð è îêòé ïë î ïíòí

ïê ïî ïéç íè îïòî ë î íï í çòé ïï ï çòï

íí îê íéí èë îîòè ë î íî ì ïîòë ïî î ïêòé

ïë ïð ïíð îé îðòè ë í îç ì ïíòè é ï ïìòí

èí éé ïôðçç íêí ííòð ê ê íç ïì íëòç îé ê îîòî

ìì íì ëðë ïïí îîòì ê ì íë ê ïéòï ïê ê íéòë

éì êç ïôðèî íîç íðòì ê ë íë é îðòð íê ê ïêòé

íî îë íìè èè îëòí ê ì íî ê ïèòè îî ê îéòí

êð ëê èìí îèç íìòí ê ë íç ë ïîòè íî ç îèòï

ëð ìè ìèè ïíð îêòê ê ì íì ê ïéòê îé ë ïèòë

îè îï íðð ëë ïèòí ê î íï í çòé ïé î ïïòè

íè íì íìí çð îêòî ê í îê í ïïòë îï ë îíòè

ìð íê ìêë ïëç íìòî ê ì íð ê îðòð ïî í îëòð

íê íì ìêî ïìí íïòð ë ì îé ê îîòî ïì é ëðòð

ïôèëë ïôêêð îìôëêé éôíêì íðòð îìè ïëï ïôììî îìè ïéòî çðç ïçì îïòí

ïôêîð ïôìéð îïôçìí êôéíí íðòé ïçï ïîî ïôïîë ïçê ïéòì éçî ïêë îðòè

îíë ïçð îôêîì êíï îìòð ëé îç íïé ëî ïêòì ïïé îç îìòè

ì ì ïîî íë îèòé

ïôèëç ïôêêì îìôêèç éôíçç íðòð
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大阪府男女共同参画推進条例 

平成14年 大阪府条例第６号 

 

個人の尊重と法の下の平等が日本国憲法においてうたわれてお

り、すべての人が、個人として尊重され、性別にとらわれることな

く、自分らしくのびやかに生きることのできる社会を実現すること

は、私たちの願いである。 

このため、府においては、これまでも、国際社会や国内の取組と

協調しつつさまざまな施策を推進してきているが、いまだに性別に

よる固定的な役割分担意識を背景として、男女の自由な活動の選択

を妨げる要因が残っている。 

このような状況の中で、少子高齢化の進展等、社会の急速な変化

に的確に対応しつつ、大阪を活力に満ちた豊かな都市としていくに

は、男女が、互いの違いを認め合い、互いの生き方を尊重し合いな

がら、社会の対等な構成員として、互いに協力し、責任を分かち合

い、それぞれが自らの意思で自由に生き方を選択し、その個性と能

力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現が重要

である。 

ここに、私たちは、男女共同参画社会の実現をめざすことを決意

し、この条例を制定する。 

（目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、

府、府民及び事業者の責務を明らかにするとともに、府の施策に

ついて必要な事項を定めることにより、男女共同参画を総合的か

つ計画的に推進し、もって男女共同参画社会の実現に資すること

を目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。 

一 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自ら

の意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する

機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会

的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を

担うことをいう。 

二 積極的改善措置 社会のあらゆる分野における活動に参画

する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内に

おいて、男女のいずれか一方に対し、その機会を積極的に提

供することをいう。 

三 セクシュアル・ハラスメント 職場その他の社会的関係に

おいて、他の者に対し、その意に反した性的な言動をするこ

とによりその者の就業環境等を害し、又は性的な言動を受け

た者の対応によりその者に不利益を与えることをいう。 

（基本理念） 

第３条 男女共同参画の推進は、男女の個人としての尊厳が重んぜ

られること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男

女が個人として能力を発揮する機会が確保されること、妊娠、出

産等互いの性に関する事項についての理解が深められ、男女の生

涯にわたる健康が確保されること、その他の男女の人権が尊重さ

れることを旨として、行われなければならない。 

２ 男女共同参画の推進に当たっては、性別による固定的な役割分

担等を反映した制度又は慣行が、男女の社会における活動の自由

な選択に対してできる限り影響を及ぼすことのないように配慮

されなければならない。 

３ 男女共同参画の推進は、男女が、府における政策又は民間の団

体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保

されることを旨として、行われなければならない。 

４ 男女共同参画の推進は、男女が、社会の基盤である家庭の重要

性を認識し、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の

介護その他の家庭生活における活動について家族の一員として

の役割を円滑に果たし、かつ、職場、地域等における活動を行う

ことができるようにすることを旨として、行われなければならな

い。 

５ 男女共同参画の推進は、国際社会における取組を考慮して行わ

れなければならない。 

（府の責務） 

第４条 府は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）

にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置

を含む。以下「男女共同参画施策」という。)を策定し、及びこ

れを実施する責務を有する。 

２ 府は、男女共同参画施策を効果的に実施するための体制を整備

することその他の男女共同参画の推進のために必要な措置を講

ずるよう努めるものとする。 

３ 府は、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策を

策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画の推進に配慮

しなければならない。 

４ 府は、男女共同参画の推進に関し、市町村における取組につい

て協力するものとし、男女共同参画施策の実施に当たっては、市

町村との連絡調整を緊密に行うものとする。 

（府民の責務） 

第５条 府民は、基本理念にのっとり、職場、学校、地域、家庭そ

の他社会のあらゆる場において、男女共同参画を推進するよう努

めなければならない。 

（事業者の責務) 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当
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たり、男女共同参画の推進に努めるとともに、男女共同参画施策

に協力するよう努めなければならない。 

（性別による差別的取扱いの禁止等）  

第７条 何人も、職場、学校、地域、家庭その他社会のあらゆる場

において、性別による差別的取扱いをしてはならない。 

２ 何人も、セクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。 

３ 何人も、配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係

と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）に対する暴力（暴行

その他の心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。以下同じ。）を

行ってはならない。 

（男女共同参画計画の策定） 

第８条 知事は、次に掲げる事項を定めた男女共同参画施策を総合

的かつ計画的に推進するための計画（以下「男女共同参画計画」

という。）を策定するものとする。 

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画施策を総合的かつ

計画的に推進するために必要な事項 

２ 知事は、男女共同参画計画を策定するに当たっては、あらかじ

め、大阪府男女共同参画審議会の意見を聴くとともに、府民の意

見を反映させるための適切な措置を講ずるものとする。 

３ 知事は、男女共同参画計画を策定したときは、遅滞なく、これ

を公表しなければならない。 

４ 前２項の規定は、男女共同参画計画の変更について準用する。 

（男女共同参画施策） 

第９条 府は、次に掲げる男女共同参画施策を実施するものとする。 

一 男女共同参画に関する理解を深めるため、広報及び啓発並

びに教育を行うこと。 

二 男女共同参画施策を策定し、又は実施するため、必要な調

査研究を行うこと。 

三 配偶者に対する暴力、セクシュアル・ハラスメント等の防

止のための取組を進め、及びこれらの被害を受けた者に対し、

必要な支援を行うこと。 

四 男女が共に家庭生活、職場、地域等における活動を円滑に

行うことができる環境が整備されるよう努めること。 

（男女共同参画の推進状況等の公表） 

第１０条 知事は、毎年度、男女共同参画の推進に係る状況及び男

女共同参画施策の実施状況について、その概要を公表しなければ

ならない。 

（事業者の取組の促進） 

第１１条 知事は、男女共同参画の推進に関する事業者の取組を促

進するため、顕彰その他の必要な措置を講ずるものとする。 

２ 前項の場合において、知事は、必要があると認めるときは、事

業者に対し、男女共同参画の推進に係る取組状況を把握するため

の調査について協力を求めることができる。 

（苦情等への対応） 

第１２条 知事は、府民からの男女共同参画施策若しくは男女共同

参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情又

は男女共同参画に係る人権侵害に関する相談を受けたときは、適

切かつ迅速に対応するものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際に現に策定され、及び公表されている男女

共同参画の推進に関する計画であって、男女共同参画計画に相当

するものは、第８条（第４項を除く。）の規定により策定され、

及び公表されたものとみなす。 

（大阪府附属機関条例の一部改正） 

３ 大阪府附属機関条例（昭和２７年大阪府条例第３９号）第１条

第１号の表大阪府男女協働社会づくり審議会の項を次のように

改める。 

 

大阪府男女共同参画

審議会 

大阪府男女共同参画推進条例（平成１４年

大阪府条例第６号）第８条第２項（同条第

４項において準用する場合を含む。）に規定

する事項その他男女共同参画の推進に関す

る施策についての重要事項の調査審議に関

する事務 

 



ëíðóèîðï ðêóêîðèóçïëê ðêóêîðîóéðéí

ëçðóððéè ðéîóîîèóéìðè ðéîóîîèóèðéð

ëêïóèëðï ðêóêèëèóîêëì ðêóêèìêóêððí

ëêíóèêêê ðéîóéëìóêîíï ðéîóéëîóêêèð

ëêîóððïë ðéîóéîìóêçìí ðéîóéîëóèíêð

ëêíóðíçî ðéîóéíìóðìéç ðéîóéíìóîðêì

ëêíóðîçî ðéîóéíçóíìðî ðéîóéíçóïçèð
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ëéíóððíî ðëðóéïðîóíîíç ðéîóèìíóëêíé 

ëéîóèëëë ðéîóèîìóïïèï ðéîóèîëóîêíè

ëéìóèëëë ðéîóèððóíîëë ðéîóèéîóîîêè

ëéïóèëèë ðêóêçðîóêðéç ðêóêçðëóíîêì

ëéëóèëðï ðéîóèééóîïîï ðéîóèéçóëçëë

ëéêóððíì ðéîóèïéóðççé ðéîóèïéóðççè

ëééóèëîï ðêóìíðçóííðð ðêóìíðçóíèîí

ëèïóðððí ðéîóçîìóçíðç ðéîóçîìóíëéð

ëèîóèëëë ðéîóçéîóïëìì ðéîóçéîóîïíï
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ëèêóèëðï ðéîïóëíóïïïï ðéîïóëëóïìíë

ëèðóððîí ðéîóííîóëéðë ðéîóííîóëéïð

ëèíóèëèë ðéîóçëèóïïïï ðéîóçëèóèðêï

ëèíóèëèí ðéîóçíçóïðëç ðéîóçëîóèçèï

ëèçóèëðï ðéîóíêêóððïï ðéîóíêêóððëï

ëèíóèëèð ðéîïóçèóëëïë ðéîïóçèóîééí

ëèëóèëèë ðéîïóçíóîëðð ðéîïóçíóìêçï
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ëçëóèêèê ðéîëóííóïïíï ðéîëóííóééèð

ëçìóèëðï ðéîëóççóèïïê ðéîëóìëóíïîè

ëçîóèëèë ðéîóîéëóêîéç ðéîóîêíóêïïê

ëçëóðèðë ðéîëóîîóïïîî ðéîëóîîóðíêì

ëçêóèëïð ðéîóìîíóçìíè ðéîóìîíóðïðè
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ëçðóðìçë ðéîóìëîóéïðí

ëçèóèëèè ðéîóìêêóëðïç ðéîóìêêóèéîë

ëççóðíçî ðéîóìçîóîééí ðéîóìçîóëèïì

ëìðóðððè ðêóêîïðóçíîï ðêóêîïðóçíîî

óïìï



ðêóêééðóéîðð ðêóêééðóééðë

ðêóêíëìóðïðê ðêóêíëìóðîéé

ðêóêìêðóéèðð ðêóêìêðóçêíð

ðêóêéðëóïïðð ðêóêéðëóïïìð
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ðêóìèêðóéïïî ðêóìèêðóéïïí
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ðéîóèééóîïîï ðéîóèéçóëçëë

ðéîóèïéóðççé ðéîóèïéóðççè

ðéîóçêðóçîðï ðéîóçêðóçîðé

ðéîóçîíóìçìð ðéîóçîíóìçìð
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男 女 共 同 参 画 関 係 年 表 
 

年 世 界 国 大 阪 府 

昭和47 

（1972) 

■１２月 

第27回国連総会で、1975年を国際

婦人年とすることを宣言 

  

昭和50 

(1975) 

■７月 

メキシコシティでの｢国際婦人年世

界会議｣において｢世界行動計画｣を採

択 

■１２月 

第30回国連総会は、｢世界会議が採

択した勧告等を含めた国際婦人年｣及

び｢社会における婦人の地位の向上と

役割｣を議題として、婦人に関する決議

を採択 

①｢メキシコ宣言｣などメキシコ会議で

決まった行動計画を承認 

②1976年～85年の10年間を｢国連婦人

の10年｣と決定 

■９月 

総理府に｢婦人問題企画推進本部｣設

置 

総理大臣の私的諮問機関として｢婦

人問題企画推進会議｣設置 

 

昭和51 

(1976) 

  ■１１月 

女性問題担当窓口を労働部労働福祉

課に設置 

昭和52 

(1977) 

 ■１月 

婦人問題企画推進本部｢国内行動計

画｣を決定 

■６月 

｢婦人の政策決定参加を促進する特

別活動推進要綱｣を同本部決定 

■１０月 

総理府婦人問題担当室｢国内行動計

画前期重点目標｣を発表 

■９月 

知事の私的諮問機関として｢大阪府

婦人問題推進会議｣設置 

昭和54 

(1979) 

■１２月 

第34回国連総会で｢女子に対するあ

らゆる形態の差別の撤廃に関する条

約｣(女子差別撤廃条約)採択 

 ■３月 

大阪府婦人問題推進会議から知事へ

｢女性の地位向上に関する提言｣提出 

■８月 

｢大阪府婦人問題企画推進本部｣設置 

昭和55年 

(1980年) 

■７月 

｢国連婦人の10年中間年世界会議｣

開催 

･｢女子差別撤廃条約｣に日本政府代表

署名 

･｢国連婦人の10年後半期行動プログ

ラム」採択 

 ■４月 

企画部府民文化室に婦人政策係を設

置 

■８月 

審議会等への女性委員の登用目標率

を10％に設定 
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年 世 界 国 大 阪 府 

昭和56 

(1981) 

■９月 

｢女子差別撤廃条約｣発効 

■５月 

｢婦人に関する施策の推進のための

国内行動計画後期重点計画｣策定 

■４月 

｢女性の自立と参加を進める大阪府

行動計画｣を策定 

昭和57 

(1982) 

  ■４月 

企画部に｢婦人政策室｣を設置 

大阪府婦人会館を教育委員会から知

事部局に移管、｢大阪府立婦人会館｣に

改称 

昭和58 

(1983) 

  ■３月 

婦人会館20周年記念事業を実施 

昭和59 

(1984) 

■３月 

東京で｢国連婦人の10年｣ＥＳＣＡ

Ｐ地域政府間準備会議を開催 

■５月 

国籍法及び戸籍法の改正(父母両系

主義等)[昭60.1施行] 

■７月 

労働省婦人少年局を再編し婦人局を

設置 

 

昭和60 

(1985) 

■７月 

｢国連婦人の10年｣ナイロビ世界会

議開催 

･｢婦人の地位向上のためのナイロビ将

来戦略｣を採択 

■４月 

生活保護基準額の男女差を解消 

女性の年金権の確立を柱とする国民

年金法の改正[昭61.4施行］ 

■５月 

｢雇用の分野における男女の均等な

機会及び待遇の確保等女子労働者の福

祉の増進に関する法律｣(男女雇用機会

均等法)成立[昭61.4施行］ 

■６月 

女子差別撤廃条約批准 

■３月 

女性の社会参加等に関する調査 

女性の社会参加をすすめるための拠

点施設実態調査報告 

昭和61 

(1986) 

 

 

 

 

 ■１月 

「婦人問題企画推進有識者会議」設

置 

 

 

■４月 

「21世紀をめざす大阪府女性プラ

ン」(第2期行動計画)策定 

■６月 

「大阪府女性問題懇話会」設置 

■９月 

 「大阪府婦人関係団体会議」設置 

昭和62 

(1987) 

 ■５月 

婦人問題企画推進本部｢西暦2000年

に向けての新国内行動計画｣を決定 

■６月 

労働省｢女子労働者福祉対策基本方

針｣を発表 

■１１月 

婦人政策課を企画部から生活文化部

に移管 
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年 世 界 国 大 阪 府 

昭和63 

(1988) 

  ■２月 

審議会等への女性委員の登用目標率

を20％に改定 

■９月 

｢大阪府婦人総合センター(仮称)推

進会議｣設置 

平成元 

(1989) 

 ■３月 

文部省｢新学習指導要領｣告示 

・高等学校家庭科男女必修化 

 

平成2 

(1990) 

■５月 

国連経済社会理事会｢婦人の地位向

上のためのナイロビ将来戦略に関する

第1回見直しと評価に伴う勧告及び結

論｣を採択 

■３月 

総理府｢女性の就業に関する世論調

査｣発表 

■９月 

大阪府婦人総合センター(仮称)基本

設計公表 

平成3 

(1991) 

 ■１月 

総理府｢女性に関する世論調査｣発表 

■４月 

婦人問題企画推進有識者会議｢変革

と行動のための5年｣報告提出 

 

■１月 

｢女性問題についての意識調査｣結果

公表 

■３月 

大阪府女性問題懇話会｢第3期行動

計画策定に向けての提言｣提出 

 

平成3 

(1991) 

 ■５月 

｢育児休業等に関する法律｣成立[平

4.4施行] 

婦人問題企画推進本部｢西暦2000年

に向けての新国内行動計画(第一次改

定)｣決定 

■５月 

課内の組織改正により、政策推進チ

ーム、センター推進チームを設置 

■７月 

｢大阪府婦人総合センター(仮称)推

進会議｣を｢ドーンセンター推進会議｣

に改称 

■８月 

｢大阪府婦人問題企画推進本部｣を

｢大阪府女性政策企画推進本部｣に改称 

■９月 

｢男女協働社会の実現をめざす大阪

府第3期行動計画～女と男のジャン

プ･プラン｣策定 

審議会等への女性委員の登用目標率

を25％に改定 

｢大阪府婦人関係団体会議｣を｢大阪

府女性団体会議｣に改称 

■１０月 

｢大阪府女性基金｣設置 

｢大阪府女性基金検討委員会｣設置 
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年 世 界 国 大 阪 府 

平成4 

(1992) 

 ■６月 

労働省｢第二次女子労働者福祉対策

基本方針｣策定 

■３月 

ドーンセンター建設工事着工 

■４月 

｢婦人政策課｣を｢女性政策課｣に改称 

｢大阪府女性施策企画推進員｣制度発

足(知事部局等に17名を配置) 

■６月 

｢大阪府女性基金｣積立総額10億円

となる 

■１２月 

ドーンセンターシンボルマーク決定 

｢大阪府女子労働対策推進計画｣策定 

平成5 

(1993) 

■６月 

ウィーンで国連世界人権会議開催 

･｢ウィーン宣言及び行動計画｣採択 

■１２月 

第48回国連総会で｢女性に対する暴

力の撤廃に関する宣言｣採択 

■３月 

総理府｢男女平等に関する世論調査｣

発表 

■６月 

｢短時間労働者の雇用管理の改善等

に関する法律｣(パートタイム労働法)

成立[平5.12施行] 

■３月 

｢男女協働社会の実現をめざす表現

の手引き｣作成 

｢大阪府女性基金検討委員会｣廃止 

■１１月 

女性基金のシンボルマーク決定 

｢大阪府女性基金｣積立総額20億円

となる 

｢大阪府女性基金｣への最初の寄付を

受ける 

(寄付者:阪奈瓦斯(株)100万円) 

平成6 

(1994) 

■６月 

第81回ＩＬＯ総会でパートタイム

に関する条約及び勧告を採択 

■９月 

カイロで｢国際人口･開発会議｣開催 

･｢カイロ宣言及び行動計画｣採択 

■２月 

総理府｢男性のライフスタイルに関

する世論調査」発表 

■６月 

総理府に｢男女共同参画室｣設置 

｢男女共同参画審議会｣設置(政令) 

■７月 

｢男女共同参画推進本部｣設置決定 

■１２月 

厚生・文部・労働・建設の4大臣合

意により｢今後の子育て支援のための

施策の基本的方向について｣(エンゼル

プラン)策定 

大蔵・厚生・自治の3大臣合意によ

り｢当面の緊急保育対策等を推進する

ための基本的考え方｣(緊急保育対策等

5日年事業)及び｢新ゴールドプラン｣

策定 

 

■１月 

｢大阪府女性基金プリムラ賞｣創設 

■３月 

｢大阪府女性基金運営懇談会｣設置 

■４月 

(財)大阪府男女協働社会づくり財団

設立 

｢大阪府女性基金｣積立総額40億円

となる 

課の組織がチーム制から班制に改編 

■１０月 

府立婦人会館閉館 

■１１月 

ドーンセンター(大阪府立女性総合

センター)開館 
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年 世 界 国 大 阪 府 

平成7 

(1995) 

■１月 

人権教育のための国連10年スター

ト 

■３月 

コペンハーゲンで｢社会開発サミッ

ト｣開催 

・｢コペンハーゲン宣言及び行動計画｣

採択 

■９月 

北京で｢第４回世界女性会議｣開催 

･｢北京宣言及び行動綱領｣採択 

■６月 

育児・介護休業法成立[平7.10施行、

一部11.4施行］ 

ＩＬＯ｢家族的責任を有する男女労

働者の機会及び待遇の均等に関する条

約｣(第156号)批准 

■１０月 

総理府｢男女共同参画に関する世論

調査｣発表 

■３月 

男女協働社会の実現をめざす府民意

識調査結果報告 

■９月 

女性友好のつばさ実施 

(女性ＮＧＯフォーラム北京95派遣) 

平成8 

(1996) 

 ■６月 

優生保護法の改正(母体保護法)[平

8.9施行] 

■７月 

男女共同参画審議会｢男女共同参画

ビジョン｣答申 

■９月 

｢男女共同参画推進連携会議(えがり

てネットワーク)｣発足 

■１２月 

男女共同参画推進本部｢男女共同参

画2000年プラン-男女共同参画社会の

形成の促進に関する平成12年(西暦

2000年)度までの国内行動計画-｣決定 

■３月 

｢大阪府女性基金｣初の取り崩し 

■４月 

課組織が班制から係制に改編 

■５月 

大阪女子大学に女性学研究センター

開設 

■７月 

大阪府女性問題懇話会からジャン

プ・プラン見直し提言の中間報告 

■１１月 

大阪府女性問題懇話会｢女と男のジ

ャンプ・プラン見直しに向けての提言｣

提出 

■１２月 

ドーンセンター入館者100万人突破 

ジャンプ・プラン改定概案公表 

平成9 

(1997) 

 ■３月 

｢男女共同参画審議会｣設置(法律) 

総理府｢男女共同参画に関する世論

調査｣発表 

■６月 

男女雇用機会均等法の改正(雇用の

分野における男女の均等な機会及び待

遇の確保等に関する法律)[平11.4全

面施行] 

労働基準法の改正[平11.4施行］ 

育児・介護休業法の改正[平11.4施

行］ 

■１０月 

労働省｢婦人局｣を｢女性局｣に、｢都道

府県婦人少年室｣を｢都道府県女性少年

室｣に改称 

■１２月 

介護保険法成立[平12.4施行] 

■１月 

海外女性招へい事業の実施(第1

回)[タイ、マレーシア、ベトナム］ 

■３月 

｢男女協働社会の実現をめざす大阪

府第３期行動計画(改定)～新 女と男

のジャンプ･プラン｣策定 

■９月 

｢男女協働社会の実現をめざすトッ

プシンポジウム｣開催 

■１２月 

｢審議会等への女性委員の登用推進

要綱｣策定 
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年 世 界 国 大 阪 府 

平成10 

(1998) 

■４月 

第42回国連女性の地位委員会 

・国連女性特別総会｢2000年会議｣のニ

ューヨーク国連本部での開催を決定 

 

■１月 

総理府｢男女共同参画社会に関する

世論調査｣発表 

■６月 

｢中央省庁等改革基本法｣制定 

・男女共同参画に関する事務を内閣府

への移行を明記 

男女共同参画審議会｢男女共同参画

社会基本法(仮称)の論点整理｣公表 

■１０月 

総理府｢男女共同参画社会に関する

有識者アンケート｣調査発表 

■１１月 

男女共同参画審議会｢男女共同参画

社会基本法について－男女共同参画社

会を形成するための基礎的条件づくり

-｣答申 

■３月 

｢大阪府女性問題懇話会｣及び｢大阪

府女性基金運営懇談会｣を廃止 

■４月 

｢女性政策課｣を｢男女協働社会づく

り課｣に改称 

｢大阪府男女協働社会づくり審議会｣

設置 

■５月 

｢大阪府女性団体会議｣廃止｢大阪府

男女協働推進連絡会議｣設置 

■７月 

｢大阪府女性労働対策推進計画｣策定 

■８月 

第1回大阪府男女協働推進連絡会議

を開催 

 

平成10 

(1998) 

  ■９月 

第1回男女協働社会づくり審議会を

開催 

■１１月 

｢男女協働社会の実現をめざすトッ

プシンポジウム｣開催 

■１２月 

海外女性招へい事業の実施(第2

回)[韓国、フィリピン］ 

平成11 

(1999) 

■１０月 

バンコクで、ＥＳＣＡＰ地域ハイレ

ベル政府間会合(女性2000年会議地域

準備会合)開催 

■５月 

｢児童買春、児童ポルノに係る行為等

の処罰及び児童の保護等に関する法

律｣成立[平11.11施行] 

男女共同参画審議会｢女性に対する

暴力のない社会を目指して｣答申 

■６月 

｢男女共同参画社会基本法｣成立[平

1１．6施行] 

■７月 

｢中央省庁等改革のための国の行政

組織関係法律の整備等に関する法律｣

成立[平13.1施行] 

■８月 

男女共同参画審議会に｢男女共同参

画社会基本法を踏まえた男女共同参画

社会の形成を促進する施策の基本的な

方向について｣諮問 

■１２月 

警察庁｢女性･子どもを守る施策実施

■５月 

大阪府男女協働社会づくり審議会に

｢21世紀を展望した男女協働社会の実

現に向けての総合的なビジョンについ

て｣諮問 

■１１月 

海外女性招へい事業の実施(第3

回)[アメリカ］ 

■１２月 

｢男女協働社会の実現をめざす府民

意識調査｣発表 
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年 世 界 国 大 阪 府 

要綱｣策定 

少子化対策推進関係閣僚会議｢少子

化対策推進基本方針｣決定 

大蔵・文部・厚生・労働・建設・自治

の6大臣の合意により｢重点的に推進

すべき少子化対策の具体的実施計画に

ついて｣(新エンゼルプラン)策定 

平成12 

(2000) 

■６月 

ニューヨークで国連特別総会｢女性

2000年会議｣開催 

･｢政治宣言｣及び｢北京宣言及び行動綱

領実施のための更なる行動とイニシ

アティブ｣採択 

■２月 

総理府｢男女間における暴力に関す

る調査｣発表 

■４月 

｢都道府県女性少年室｣を｢都道府県

労働局雇用均等室｣に改組 

■５月 

｢ストーカー行為等の規制等に関す

る法律｣、｢児童虐待の防止等に関する

法律｣成立[平12.11施行] 

総理府｢男女共同参画社会に関する

世論調査｣発表 

■７月 

男女共同参画審議会｢女性に対する

暴力に関する基本的方策について｣答

申 

■９月 

男女共同参画審議会｢男女共同参画

計画策定に当たっての基本的な考え方

－21世紀の最重要課題-｣答申 

■１２月 

総理府｢男女共同参画社会に関する

世論調査-男性のライフスタイルを中

心に-｣発表 

｢男女共同参画基本計画｣策定 

■２月 

大阪府男女協働社会づくり審議会

｢中間報告｣公表 

■４月 

女性週間全国会議 

■６月 

国の男女共同参画審議会基本問題部

会論点整理についての意見交換会 

■７月 

大阪府男女協働社会づくり審議会に

｢大阪府男女協働社会の実現に関する

条例(仮称)の基本的な考え方につい

て｣諮問 

■９月 

大阪府｢女性に対する暴力｣対策会議

設置 

■１１月 

男女共同参画フォーラム｢女性に対

する暴力をなくす｣キャンペーン 

■１２月 

｢女性への暴力｣サポートライン 

平成13 

(2001) 

 ■１月 

｢総理府｣を｢内閣府｣に、｢厚生省｣と

｢労働省｣を｢厚生労働省｣に改組。労働

省女性局は厚生労働省雇用均等・児童

家庭局に統合。 

｢男女共同参画会議｣発足 

■４月 

｢配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護に関する法律｣成立[平13.10

施行、一部平14.4施行] 

 

■２月 

大阪府男女協働社会づくり審議会

｢21世紀を展望した男女共同参画社会

の実現に向けての総合的なビジョン｣

答申 

■３月 

大阪府男女共同参画計画素案公表 

■４月 

｢男女協働社会づくり課｣を｢男女共

同参画課｣に改称 

｢大阪府男女協働推進連絡会議｣を

｢大阪府男女共同参画推進連絡会議｣に

改称 
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平成13 

(2001) 

 ■６月 

男女共同参画会議｢仕事と子育ての

両立支援策の方針に関する意見｣公表 

｢男女共同参画週間｣スタート 

■７月 

｢仕事と子育ての両立支援策の方針

について｣閣議決定 

■１０月 

男女共同参画会議｢『配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護に関する法

律』の円滑な施行に向けた意見｣公表 

■１１月 

｢女性に対する暴力をなくす運動｣ス

タート 

■７月 

大阪府男女協働社会づくり審議会条

例検討専門部会｢検討骨子｣公表 

｢大阪府男女共同参画計画(おおさか

男女共同参画プラン)｣策定 

■１１月 

｢大阪府女性政策企画推進本部｣を

｢大阪府男女共同参画推進本部｣に改称 

｢大阪府女性施策企画推進員｣を｢大

阪府男女共同参画企画推進員｣に改称

し、大阪府男女共同参画推進本部へ組

込む 

■１２月 

大阪府男女協働社会づくり審議会

｢男女共同参画社会の実現に関する条

例の基本的な考え方｣答申 

大阪府男女共同参画推進条例案骨子

公表 

平成14 

(2002) 

 ■４月 

男女共同参画会議｢『配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護に関する法

律』の円滑な施行に向けた意見(その

2)｣公表 

■７月 

男女共同参画会議｢政府が実施する

男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策の実施状況及び今後の取組に向

けての意見｣公表 

■１０月 

男女共同参画会議｢男女共同参画に

関する施策についての苦情の処理及び

人権侵害における被害者の救済に関す

るシステムの充実･強化に向けた意見｣

公表 

■２月 

大阪府議会へ｢大阪府男女共同参画

推進条例案｣を上程 

■３月 

大阪府男女共同参画推進条例、全会

一致で可決、公布 

■４月 

大阪府男女共同参画推進条例施行 

■８月 

大阪府男女共同参画施策苦情処理制

度開始 

■１１月 

 千葉、大阪、熊本の３府県女性知事

から国に対し、「千葉、大阪、熊本か

ら放つ３本の矢と５つの提言―３人の

女性知事による政策アピールと国への

提言―」 
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平成15 

(2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■７月 

 女子差別撤廃委員会 女子差別撤廃

条約実施状況第４回・５回報告審議 

■８月 

 第４回・第５回報告に対する女子差

別撤廃委員会最終コメント 

 

 

 

 

 

 

 

■３月 

 文部科学省 女性の多様なキャリア

を支援するための懇談会「多様なキャ

リアが社会を変える」第１次報告（女

性研究者への支援） 

 

■４月 

 男女共同参画会議 基本問題専門調

査会「女性のチャレンジ支援策につい

て」公表 

 男女共同参画会議「女性のチャレン

ジ支援策の推進に向けた意見」公表 

■６月 

男女共同参画推進本部「女性のチャ

レンジ支援策の推進について｣決定 

■７月 

男女共同参画会議「政府が実施する

男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策の実施状況及び今後の取組に向

けての意見（男女共同参画にかかわる

情報の収集、整備、提供）」公表 

次世代育成支援対策推進法 成立、

施行 

少子化社会対策基本法 成立 

[平15.9施行] 

■１０月 

 文部科学省 女性の多様なキャリア

を支援するための懇談会「多様なキャ

リアが社会を変える」第２次報告（女

性のキャリアと生涯学習の関わりか

ら） 

■１月 

｢男女いきいき・大阪元気宣言事業者

顕彰制度｣創設 

大阪府男女共同参画審議会に｢大阪

府における男女共同参画施策等の推進

方策について｣諮問 

大阪府男女共同参画年次報告「大阪

府の男女共同参画の現状と施策」発行 

大阪府男女共同参画企画推進員｢大

阪府が男女共同参画のモデル職場とな

るために」提言 

■４月 

｢財団法人男女協働社会づくり財団｣

を｢財団法人男女共同参画推進財団｣に

名称変更 

大阪府男女共同参画推進本部｢男女

共同参画モデル職場づくりのための

10の取組｣を大阪府男女共同参画推進

責任者会議(3月)決定を経て推進本部

へ報告 

■６月 

 ドーンセンター入館者400万人を突

破 

■７月 

北海道、千葉、大阪、熊本の4道府

県女性知事から、｢参議院共生社会に関

する調査会｣に対し、｢配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護に関する法

律｣の見直しについて要望 

■１０月 

 女性のチャレンジフェア開催 

女性知事リレーフォーラム(北海道、千

葉、大阪、熊本の4道府県女性知事)

ほか 

■１１月 

 ４道府県女性知事から国に対し、「４

人の女性知事が四輪駆動で牽引する５

つの改革」提言 
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平成15 

(2003) 

  ■１２月 

大阪府男女共同参画審議会｢大阪府

における男女共同参画施策等の推進方

策について｣答申 

全国知事会に「男女共同参画研究会」

設置（構成員：北海道、岩手県、千葉

県、新潟県、大阪府、鳥取県、佐賀県、

熊本県の知事） 

平成16 

(2004) 

 

 ■４月 

 「児童虐待の防止等に関する法律」

の改正 [平16.10施行] 

■６月 

  「配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護に関する法律」の改正 [平

16.12施行] 

 男女共同参画社会の将来像検討会報

告書「男女共同参画は日本社会の希望」

公表 

■７月 

 男女共同参画会議に「男女共同参画

社会基本法を踏まえた男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策の基本的

な方向について」諮問 

■１２月 

育児・介護休業法の改正 

[平17.4施行] 

児童福祉法の改正、施行 

 

 

 

■６月 

 ㈶大阪府男女共同参画推進財団が、

「新・10年プラン ～創造から成熟の

10年へー男女共同参画社会をめざし

て～」を策定  

 

 

 

■１１月 

 ドーンセンター開館10周年 

「女性エンパワメントフォーラム

2004」を開催 

 第12回大阪府男女共同参画審議会

に「おおさか男女共同参画プラン」の

改訂に関する基本的な考え方について

諮問 

平成17 

(2005) 

■２～３月 

国連「北京＋１０」世界閣僚級会合

(第49回国連婦人の地位委員会)をニ

ューヨークの国連本部にて開催 

■５月 

 男女共同参画会議 男女共同参画基

本計画に関する専門調査会及び女性に

対する暴力に関する専門調査会「男女

共同参画社会の形成の促進に関する施

策の基本的な方向についての中間整

理」公表 

■５～６月 

 内閣府男女共同参画局「男女共同参

画基本計画改定についての公聴会」を

大阪などで開催 

■３月 

 大阪府次世代育成支援行動計画(こ

ども・未来プラン)策定 

全国知事会男女共同研究会「ＤＶ対

策の推進」「自治体における女性職員

の登用、働きやすい職場環境づくり」、

「女性の健康支援」に関する調査及び

「次世代育成支援対策推進のための調

査」報告 
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平成17 

(2005) 

 

  

 

 

 

 

 

 

■７月 

 男女共同参画会議「男女共同参画基

本計画改定に当たっての基本的な考え

方」答申 

■８月 

 労働政策審議会雇用均等分科会「(今

後の男女雇用機会均等対策に関する)

審議状況(中間的とりまとめ)」公表 

■９月 

 男女共同参画会議 少子化と男女共

同参画に関する専門調査会「少子化と

男女共同参画に関する社会環境の国際

比較報告書」公表 

 

 

■１２月 

「男女共同参画基本計画（第２次）」

策定 

■４月 

 大阪府特定事業主行動計画(みんな

でサポート！子育てしやすい環境づく

り)策定 

■５月 

「大阪府・市町村配偶者からの暴力対

策所管課長会議」設置 

■７月 

全国知事会に「男女共同参画特別委

員会」設置（委員：北海道、秋田県、

千葉県、大阪府、鳥取県、佐賀県、熊

本県、宮崎県の知事） 

「大阪府配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護に関する基本計画(素

案)」のパブリックコメント実施 

■１０月 

 大阪府男女共同参画審議会から「『お

おさか男女共同参画プラン』の改訂に

関する基本的な考え方について」答申 

大阪府立女性総合センター条例の改

正 [平18.4施行] 

■１１月 

「大阪府配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護に関する基本計画」策定、

公表 

平成18 

(2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成19 

(2007) 

  

 

 

 

■６月 

男女雇用機会均等法（雇用の分野に

おける男女の均等な機会及び待遇の確

保等に関する法律）及び労働基準法の

改正 

[平19.4施行] 

■９月 

「少子化と男女共同参画に関する社会

環境の国内分析報告書」公表 

■３月 

 男女共同参画会議 監視・影響調査

専門調査会「多様な選択を可能にする

能力開発・生涯学習施策に関する監

視・影響調査報告書」公表 

■５月 

 パートタイム労働法の改正[平20.4

施行、一部平19.7施行] 

■７月 

■３月 

「大阪府男女共同参画計画（おおさか

男女共同参画プラン）（改訂版）」策

定、4月公表 

■６月 

「いきいき企業サーチネット」開設 

 

 

 

■９月 

「おおさか男女共同参画促進プラット

フォーム」の設置 

 

■２月 

「大阪府配偶者等からの暴力の防止及

び被害者支援ネットワーク」設置 

 

 

 

■６月 

第17回大阪府男女共同参画審議会

に｢大阪府における男女共同参画施策
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「配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護に関する法律」改正[平20.1施

行] 

 男女共同参画会議 仕事と生活の調

和（ワーク･ライフ･バランス）に関す

る専門調査会「『ワーク･ライフ･バラ

ンス』推進の基本的方向」報告公表  

■１２月 

「仕事と生活の調和（ワーク･ライフ･

バランス）憲章」及び「仕事と生活の

調和推進のための行動指針」策定 

の検証･評価システムのあり方につい

て」諮問 

 

 

 

 

 

 

■１２月 

上川男女共同参画担当大臣と女性知

事の懇談会を大阪で開催 

平成20 

(2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■４月 

 男女共同参画推進本部「女性の参画

加速プログラム」決定 

■６月 

 男女共同参画会議 監視・影響調査

専門調査会「高齢者の自立した生活に

対する支援に関する監視・影響調査報

告書」公表 

■１０月 

 男女共同参画会議 基本問題専門調

査会「地域における男女共同参画推進

の今後のあり方について」公表 

■１２月 

 児童福祉法、次世代育成支援対策推

進法の改正 

[平21.4施行 他] 

■４月 

 大阪府男女共同参画審議会から「大

阪府における男女共同参画施策の検

証･評価システムのあり方について」答

申 

「企業で働く女性のためのロールモデ

ルバンク事業」創設 

 

 

 

 

 

 

■１２月 

第20回大阪府男女共同参画審議会

に｢大阪府における新たな男女共同参

画計画の策定に関する基本的な考え方

について」諮問 

平成21 

(2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■８月 

 女子差別撤廃委員会 女子差別撤廃

条約実施状況第６回報告審議 

 第６回報告に対する女子差別撤廃委

員会最終見解 

■３月 

 男女共同参画会議に「男女共同参画

社会の形成の促進に関する施策の基本

的な方向について」諮問 

■４月 

 男女共同参画シンボルマーク決定 

 

 

 

■６月 

 「男女共同参画社会基本法」制定か

ら１０周年 

 「育児・介護休業法」の改正 

〔平22.6施行 他〕 

 

 

 

 

■４月 

「大阪府立女性総合センター（ドーン

センター）」を「大阪府立男女共同参

画・青少年センター（ドーンセンター）」

に改称 

■５月 

  「大阪府配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護に関する基本計画」の

改定 
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平成22 

(2010) 

 

■３月 

 国連「北京＋１５」世界閣僚級会合

（第54回国際婦人の地位委員会）をニ

ューヨークの国連本部にて開催 

■７月 

 男女共同参画会議 

「第３次男女共同参画基本計画策定に

当たっての基本的な考え方」答申 

■１２月 

「第３次男女共同参画基本計画策定」 

 

平成23 

(2011) 

 

■１月 

「ジェンダー平等と女性のエンパワ

ーメントのための国連機関（ＵＮ Ｗ

ｏｍｅｎ）」発足 

 ■１月 

 大阪府男女共同参画審議会から「大

阪府における新たな男女共同参画計画

の策定に関する基本的な考え方につい

て」答申 

■２月 

「新大阪府男女共同参画計画（素案）」

のパブリックコメント実施 

平成23 

(2011) 

  ■５月 

「おおさか男女共同参画プラン

（2011-2015）」策定 

平成24 

(2012) 

■１０月 

 ラオス人民民主共和国ビエンチャン

特別市において「第１回女性に関する

ＡＳＥＡＮ閣僚級会合」開催 

■６月 

 女性の活躍による経済活性化を推進

する関係閣僚会議において「『女性の

活躍促進による経済活性化』」行動計

画～働く『なでしこ』大作戦～」策定 

■３月 

「大阪府配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護に関する基本計画

（2012-2016）」策定 

平成25 

(2013) 

 

 ■３月 

若者・女性活躍推進フォーラムの開

催、提言 

■７月 

「配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護等に関する法律」一部改正（平

成26年1月施行） 

 

平成26 

(2014) 

 

■３月 

第５８回国連婦人の地位委員会「自

然災害におけるジェンダー平等と女性

のエンパワーメント」決議案採択 

■１０月 

「すべての女性が輝く社会づくり本

部」の設置 

「すべての女性が輝く社会づくり推進

室」の発足 

 

平成27 

(2015) 

■３月 

第５９回国連婦人の地位委員会「北

京＋２０」記念会合 

 第３回国連防災世界会議「仙台防災

枠組」採択 

■６月 

「女性活躍加速のための重点方針

2015」策定 

■８月 

女性の職業生活における活躍の推進

に関する法律が成立（２８日） 

■９月 

女性の職業生活における活躍の推進

に関する基本方針を閣議決定（２５日） 

■７月 

ＯＳＡＫＡ女性活躍推進会議の設置 

（３０日） 

■８月 

大阪府男女共同参画審議会から「大

阪府における新たな男女共同参画計画

の策定に関する基本的な考え方につい

て」答申（２５日） 

平成28 

(2016) 

  ■３月 

「おおさか男女共同参画プラン

（2016-2020）」策定 
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平成29 

(2017) 

  ■３月 

「大阪府配偶者等からの暴力の防止及

び被害者の保護等に関する基本計画

（2016-2020）」策定 

平成30 

(2018) 

 ■５月 

「政治分野における男女共同参画の推

進に関する法律」公布、施行 

■６月 

「セクシュアルハラスメント対策の強

化について～メディア・行政間での事

案発生をうけての緊急対策～」の策定 

 

令和元 

(2019) 

Ｗ２０日本開催（第5回ＷＡＷ！と同

時開催） 

■６月 

「女性の職業生活における活躍の推進

に関する法律」等改正 

 

 



 
府民文化部男女参画・府民協働課   令和２年６月 

〒540-0008大阪市中央区大手前 1丁目 3-49   

TEL 06-6210-9321 

ホームページ http://www.pref.osaka.lg.jp/danjo/ 
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